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令和５年９月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年（ワ）第１３１２６号 職務発明対価請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年６月６日 

判       決 

 5 

原       告    Ａ 

同訴訟代理人弁護士    島   津       守 

            梅   津   有   紀 

            栗   田   祐 太 郎 

            福   田   恵   太 10 

 

   被       告    ソニーグループ株式会社 

   同訴訟代理人弁護士    熊   倉   禎   男 

                     𠮷   田   和   彦 

            佐   竹   勝   一 15 

            奥   村   直   樹 

            小   林   正   和 

            松   野   仁   彦 

            西   村   英   和 

主       文 20 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   被告は、原告に対し、５億円及びこれに対する平成２９年１２月１５日から25 

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 
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第２ 事案の概要 

 １ 本件は、被告の保有する別紙１特許目録記載１⑴ないし⑻及び同２⑴ないし

⑽の各特許（以下、「本件特許１－１」ないし「本件特許１－８」及び「本件

特許２－１」ないし「本件特許２－１０」といい、併せて「本件各特許」とい

う。）に係る発明当時、被告の従業者であり、当該職務発明について、共同発5 

明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が、被告に

対し、特許法（平成１６年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）３

５条３項及び４項に基づき、相当の対価の一部請求として、５億円及びこれに

対する被告に請求した日の翌日である平成２９年１２月１５日から支払済みま

で民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの）所定の年５分の割合に10 

よる遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、本判決

を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載しない限り、枝番を含むものとす

る。） 

⑴ 当事者 15 

   ア 原告は、昭和５４年４月１日から平成２５年３月３１日まで被告で

勤務していた者である。 

   イ 被告は、電気機器用各種製品及び光学機器用各種製品等の製造、加

工及び販売等を目的とする株式会社である。 

⑵ 本件発明の職務発明該当性及び特許を受ける権利の承継 20 

 ア 原告は、被告在籍中、被告の従業者であったＢと共同して、デジタル機

器等に対して、著作権を保護するためにデジタルコピープロテクション及

びアナログコピープロテクション技術を施すことを内容とする特願平７－

１８５７２４号及び特願平７－１８５７２５号に記載された発明（以下、

併せて「本件発明」という。）をした。本件発明は、いずれも、被告の業25 

務範囲に属し、かつ、発明をするに至った行為が被告における原告の職務
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に属するものであって、職務発明に当たる。（弁論の全趣旨） 

   イ 被告は、本件発明に係る各特許の各出願時点における被告の発明考案規

定等に基づき、本件発明について特許を受ける権利の持分を原告から承

継した。（弁論の全趣旨） 

  ⑶ 被告の特許出願等 5 

被告は、平成７年７月２１日から平成１５年１月１０日にかけて、本件各

特許について、日本又は米国に出願の上、日本又は米国で本件各特許の特許

権を取得した。 

本件各特許の登録日は、別紙１特許目録記載１⑴ないし⑻及び同２⑴ない

し⑽の各「登録日」欄に記載のとおりである。また、同目録記載１の日本特10 

許の存続期間満了日は、いずれも平成２８年５月１６日である（なお、同目

録記載２の米国特許については、存続期間満了日について争いがあるものが

ある。）。 

⑷ 本件各特許に係る発明の構成要件の分説 

本件各特許に係る発明（以下、併せて「本件各発明」という。）のうち、15 

各規格によって特定された被告の製品（以下「被告製品」という。）の構成

との個別対比を要する発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。 

なお、本件各特許に係る個別の請求項記載の各発明を、特許の番号と請求

項の番号に対応させて表記する（例えば、本件特許１－１に係る特許請求の

範囲請求項１の発明を「本件発明１－１－１」といい、分節された構成要件20 

は、各発明順にアルファベットを付して「構成要件Ａ１」などという。）。 

ア 本件発明１－１－１ 

（Ａ１）鍵情報をもってディジタルスクランブルされた暗号化映像信号

と、再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設

けられた再生態様制御信号領域部、及び／又はセクタ化された25 

ディジタル映像信号が記録される領域の各ヘッダ部に配される
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不法コピーの防止を図るための録画制御コードと鍵情報とが記

録されてなるディジタルディスク媒体を再生して、少なくとも

アナログ映像信号を出力する暗号化映像信号再生方法であって、 

（Ａ２）上記ディジタルディスク媒体の再生態様制御信号領域部、及び

／又は上記各ヘッダ部に配された上記録画制御コードの状態と5 

上記鍵情報を検出し、 

（Ａ３）上記ディジタルスクランブルされた暗号化映像信号に対しては、

上記検出された鍵情報をもって上記暗号化映像信号をディ・ス

クランブルし、 

（Ａ４）このディ・スクランブルされたディジタルデータをＤ／Ａ変換 10 

し、 

（Ａ５）このＤ／Ａ変換されたアナログ映像信号に対しては、上記録画

制御コードの検出出力に基づいて、少なくとも、上記アナログ

映像信号を記録可能とするアナログ記録装置の自動利得制御手

段に反応すべき態様の録画スクランブル信号、又は記録手段に15 

反応すべき態様の録画制御信号を発生し、 

（Ａ６）上記Ｄ／Ａ変換されたアナログ映像信号の少なくとも垂直帰線

期間の所定領域に、上記録画スクランブル信号及び／又は録画

制御信号を付加し、 

（Ａ７）上記録画スクランブル信号及び／又は録画制御信号が付加され20 

たアナログ映像信号を出力することを特徴とする不法コピーの

防止を図るための映像信号再生方法。 

イ 本件発明１－１－１１ 

（Ｂ１）送信されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送方法

において、  25 

（Ｂ２）上記送信されたディジタルデータに付随する伝送を管理するた
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めの伝送制御情報を取り出し、 

（Ｂ３）当該伝送制御情報に基づいて、少なくとも上記ディジタルデー

タをＤ／Ａ変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のため

の所定の変換処理を施すとともに、 

（Ｂ４）当該ディジタルデータをディジタルスクランブルする所定の変5 

換処理を施す 

（Ｂ５）ことを特徴とする信号伝送方法。 

ウ 本件発明１－１－１４ 

（Ｃ１）伝送されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送装置

において、 10 

（Ｃ２）上記伝送されたディジタルデータに付随する伝送を管理するた

めの伝送制御情報を取り出す取り出し手段と、 

（Ｃ３）当該伝送制御情報に基づいて、少なくとも当該ディジタルデー

タをＤ／Ａ変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のため

の所定の変換処理を施すとともに、当該ディジタルデータをデ15 

ィジタルスクランブルする変換処理手段と 

（Ｃ４）を有することを特徴とする信号伝送装置。 

   エ 本件発明１－２－１ 

（Ｄ１）ディジタル化され鍵情報により暗号化された映像信号と、再生 

状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた20 

再生態様制御信号領域部、及び／又はセクタ化されたディジタ

ル映像信号の各ヘッダ部に配される記録禁止信号及び記録世代

制限指示信号を含む録画制御コードと鍵情報とが、記録されて

なる光ディジタルディスク媒体を再生して、少なくともアナロ

グ映像信号を出力する映像信号再生方法であって、 25 

（Ｄ２）上記光ディジタルディスク媒体の再生態様制御信号領域部、及 
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び／又は上記各ヘッダ部に配された上記録画制御コードの状態

と上記鍵情報とを検出し、 

（Ｄ３）上記映像信号に施されている暗号化を、上記検出された鍵情報 

を用いて復号し、 

（Ｄ４）上記暗号化が復号されたディジタル映像信号をアナログ映像信 5 

号に変換し、 

（Ｄ５）上記変換されたアナログ映像信号に対して、上記検出された録 

画制御コードに基づいて、少なくともアナログ映像信号の態様

の録画スクランブル信号及び新たな世代制限指示信号を発生し、 

（Ｄ６）上記変換されたアナログ映像信号の垂直帰線期間の所定領域に、10 

上記録画スクランブル信号及び上記新たな世代制限指示信号を

付加し、 

（Ｄ７）上記録画スクランブル信号及び上記新たな世代制限指示信号が 

付加されたアナログ映像信号を出力することを特徴とする光デ

ィジタルディスク媒体の映像信号再生方法。 15 

   オ 本件発明１－４－１ 

    （Ｅ１）信号記録媒体上に記録されたディジタルデータを再生する信号再

生方法において、 

（Ｅ２）上記信号記録媒体上の所定位置に配されている記録制御情報を 

読み出し、 20 

（Ｅ３）当該記録制御情報に基づいて、上記ディジタルデータをＤ／Ａ 

変換してなるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対し

て、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのま

まとする処理を施す 

（Ｅ４）ことを特徴とする信号再生方法。 25 

   カ 本件発明１－４－１７ 
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    （Ｆ１）信号記録媒体上に記録された暗号化された信号を再生する信号再

生方法において、 

（Ｆ２）上記信号記録媒体上の所定位置に配されている記録制御情報を 

読み出し、 

（Ｆ３）上記信号に施されている暗号化を、上記記録制御情報の少なく 5 

とも一部を鍵情報として用いて復号して再生し、 

（Ｆ４）上記復号して再生した信号のアナログカラー映像信号に対して、

上記記録制御情報の少なくとも一部を用いて、カラーバースト

信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す 

（Ｆ５）ことを特徴とする信号再生方法。 10 

   キ 本件発明１－４－２０ 

（Ｇ１）送信されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送方法 

において、 

（Ｇ２）上記送信されたディジタルデータに付随する伝送を管理するた 

めの伝送制御情報を取り出し、 15 

（Ｇ３）当該伝送制御情報に基づいて、上記ディジタルデータをＤ／Ａ 

変換してなるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対し

て、カラーバースト信号の一部の位相を変化させ残りをそのま

まとする処理を施す 

（Ｇ４）ことを特徴とする信号伝送方法。 20 

   ク 本件発明１－４－２１ 

（Ｈ１）伝送されたディジタルデータを受信して再生する信号伝送装置 

において、 

（Ｈ２）上記伝送されたディジタルデータに付随する伝送を管理するた 

めの伝送制御情報を取り出す取り出し手段と、 25 

（Ｈ３）当該伝送制御情報に基づいて、上記ディジタルデータ及び当該 
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ディジタルデータをＤ／Ａ変換してなるアナログ信号中のアナ

ログカラー映像信号に対して、カラーバースト信号の一部の位

相を変化させ残りをそのままとする処理を施す変換処理手段と 

（Ｈ４）を有することを特徴とする信号伝送装置。 

   ケ 本件発明１－４－２２ 5 

    （Ｉ１）送信された暗号化されている信号を受信して再生する信号伝送方

法において、 

（Ｉ２）上記暗号化した信号に付随する伝送を管理するための伝送制御 

情報を取り出し、 

（Ｉ３）上記信号に施されている暗号化を、上記伝送制御情報の少なく 10 

とも一部を鍵情報として用いて復号して再生し、 

（Ｉ４）上記復号して再生した信号のアナログカラー映像信号に対して、

上記伝送制御情報の少なくとも一部を用いて、カラーバースト

信号の一部の位相を変化させ残りをそのままとする処理を施す 

（Ｉ５）ことを特徴とする信号伝送方法。 15 

   コ 本件発明１－４－２４ 

    （Ｊ１）ディジタル化された映像信号と、再生状態の態様を制御するため

に記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部、及

び／又はセクタ化されたディジタル映像信号の各ヘッダ部に配さ

れる録画制御コードとが、記録されてなるディジタルディスク媒20 

体を再生して、少なくともアナログカラー映像信号を出力する映

像信号再生装置であって、 

（Ｊ２）上記再生態様制御信号領域部、及び／又は上記各ヘッダ部に配 

された上記録画制御コードの状態を検出する検出手段と、 

（Ｊ３）上記検出手段の検出出力に基づいて、アナログカラー映像信号 25 

の態様の録画スクランブル信号を発生させる発生手段と、 
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（Ｊ４）上記ディジタルディスク媒体より再生されたディジタル映像信 

号をアナログカラー映像信号に変換するＤ／Ａ変換手段と、 

（Ｊ５）上記Ｄ／Ａ変換されたアナログカラー映像信号の垂直帰線期間 

の所定領域に、上記録画スクランブル信号を付加する付加手段

と、 5 

（Ｊ６）上記アナログカラー映像信号を出力する出力手段とを有してな 

り、 

（Ｊ７）上記録画スクランブル信号は、カラーバースト信号の一部の位 

相を変化させ残りをそのままとした信号である 

（Ｊ８）ことを特徴とする映像信号再生装置。 10 

   サ 本件発明１－５－１ 

    （Ｋ１）記録媒体上に配された録画制御コード信号の状態を検出し、当該

検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画スクランブル

信号及び／又は録画禁止信号を発生させる映像信号再生方法及び

／又は装置に対応させるためのディジタルディスク媒体であって、 15 

（Ｋ２）このディジタルディスク媒体はヘッダ部とデータ部とを有する 

セクタ構造を有し、 

（Ｋ３）ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御す 

るために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領

域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッ20 

ダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録して

なる 

（Ｋ４）ことを特徴とするディジタルディスク媒体。 

   シ 本件発明１－５－１１ 

    （Ｌ１） 25 

（Ｌ１－１）ヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有するディジ 
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タルディスク媒体上に配された再生態様制御信号領域部、

及び／又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ

部に配された録画制御コードの状態を検出し、 

（Ｌ１－２）当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画ス 

クランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させ、 5 

（Ｌ１－３）ディジタルディスク媒体より再生されたディジタル映像信 

号をアナログ映像信号に変換し、 

（Ｌ１－４）上記変換されたアナログ映像信号の垂直帰線期間の所定領 

域に上記録画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号を

付加し、 10 

（Ｌ１－５）上記録画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号が付加 

されたアナログ映像信号を出力する、 

（Ｌ１－６）ディジタルディスク媒体より映像信号を再生する映像ディ 

ジタルディスク媒体に対応させるためのディジタルディス

ク媒体であって、 15 

（Ｌ２）ディジタル化された映像信号と共に、再生状態の態様を制御す 

るために記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領

域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッ

ダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録して

なる 20 

（Ｌ３）ことを特徴とするディジタルディスク媒体。 

   ス 本件発明１－５－２１ 

    （Ｍ１）ヘッダ部とデータ部とを有するセクタ構造を有するディスク状記

録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーすることを管理する

ための記録制御情報を、再生状態の態様を制御するための再生態25 

様制御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の
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上記各ヘッダ部に記録すると共に、 

（Ｍ２）上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として上記映像信 

号を不法コピー防止のために暗号化して記録してなる 

（Ｍ３）ことを特徴とするディスク状記録媒体。 

   セ 本件発明１－７－１ 5 

（Ｎ１）ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へアナログ映 

像信号としてコピーすることを管理するための記録制御情報を

記録したディスク状記録媒体であって、 

（Ｎ２）このディスク状記録媒体のリードイン内のＴＯＣ領域とプログ 

ラム領域は同サイズのセクタ構造で構成され、 10 

（Ｎ３）このセクタ構造は各々、ヘッダ部とデータ部からなり、 

（Ｎ４）上記記録制御情報を少なくとも上記ＴＯＣ領域にあっては上記

データ部に、上記プログラム領域にあっては上記ヘッダ部に記

録してなる 

（Ｎ５）ことを特徴とするディスク状記録媒体。 15 

   ソ 本件発明１－７－１０ 

    （Ｏ１）ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーするこ

とを管理するための記録制御情報を記録したディスク状記録媒体

であって、 

（Ｏ２）このディスク状記録媒体はリードイン内のＴＯＣ領域とプログ 20 

ラム領域とを有し、 

（Ｏ３）上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部からなるセクタ構造 

で構成され、 

（Ｏ４）該ヘッダ部は少なくとも識別ＩＤデータ領域、この識別ＩＤデ 

ータのためのＩＤエラー検出符号データ領域、予備データ領域25 

から構成され、この予備データ領域に上記記録制御情報を記録
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した 

（Ｏ５）ことを特徴とするディスク状記録媒体。 

   タ 本件発明１－７－１５ 

    （Ｐ１）ディスク状記録媒体上への映像信号を他の記録媒体へアナログ映

像としてコピーすることを管理するための記録制御信号を発生し、 5 

（Ｐ２）上記ディスク状記録媒体のリードイン内のＴＯＣ領域とプログ 

ラム領域は同サイズのセクタ構造で構成され、このセクタ構造

は各々、ヘッダ部とデータ部からなり、 

（Ｐ３）上記記録制御情報を少なくとも上記ＴＯＣ領域にあっては上記 

データ部に、上記プログラム領域にあっては上記ヘッダ部に記10 

録する 

（Ｐ４）ことを特徴とする信号記録方法。 

   チ 本件発明１－７－２４ 

    （Ｑ１）ディスク状記録媒体上の映像信号を他の記録媒体へコピーするこ

とを管理するための記録制御情報を発生し、 15 

（Ｑ２）上記ディスク状記録媒体プログラム領域はヘッダ部とデータ部 

からなるセクタ構造で構成され、 

（Ｑ３）該ヘッダ部は少なくとも識別ＩＤデータ領域、この識別ＩＤデ 

ータのためのＩＤエラー検出符号データ領域、予備データ領域

から構成され、この予備データ領域に上記記録制御情報を記録20 

する 

（Ｑ４）ことを特徴とする信号記録方法。 

   ツ 本件発明２－１－１ 

（ａ１）信号記録媒体から暗号化された信号を再生する方法であって、 

以下のステップを備える： 25 

（ａ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配置された、前 
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記記録媒体から生成されたデジタルデータのみのコピーが禁止

されているか、または前記記録媒体から生成されたデジタル及

びアナログデータの両方のコピーが禁止されているかどうかの

インジケータを含む前記記録制御情報を読み出すステップと、 

（ａ３）前記記録制御情報の少なくとも一部を、前記信号を再生するた 5 

めの鍵情報として使用して前記暗号化された信号を解読するス

テップ。 

   テ 本件発明２－１－１７ 

    （ｂ１）信号伝送方法であって、以下のステップを備える： 

（ｂ２）前記記録媒体から生成されたデジタルデータのみのコピーが禁 10 

止されているか、または前記記録媒体から生成されたデジタル

及びアナログデータの両方のコピーが禁止されているかどうか

のインジケータを含む、信号伝送を監視するための伝送制御情

報を生成するステップと、 

（ｂ３）前記伝送制御情報の少なくとも一部を鍵情報として前記信号を 15 

暗号化するステップと、 

（ｂ４）暗号化された信号を伝送制御情報と共に伝送するステップ。 

   ト 本件発明２－１－３３ 

（ｃ１） デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力

する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再20 

生するビデオ信号再生装置であって、前記記録制御コードは前

記ディスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下を備え

る： 

（ｃ２）記録制御コードの状態を検出する検出手段、 

（ｃ３）記録制御信号を生成する手段、 25 

（ｃ４）デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号をア 



14 

ナログビデオ信号に変換するＤ／Ａ変換手段、 

（ｃ５）前記記録制御信号を、Ｄ／Ａ変換されたアナログビデオ信号の 

垂直ブランキング期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）

の予め設定された領域に付加する付加手段、及び 

（ｃ６）前記アナログビデオ信号を出力するための出力手段。 5 

   ナ 本件発明２－２－１ 

    （ｄ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下

のステップを備える： 

（ｄ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から、前記記録媒 

体の再生モードを示す記録制御情報を読み出すステップと、 10 

（ｄ３）前記記録制御情報に基づいて、前記デジタルデータから生成さ 

れたアナログ信号に所定の変換動作を実行するステップ。 

   ニ 本件発明２－２－２３ 

    （ｅ１）信号を記録する方法であって、以下を備える： 

（ｅ２）信号記録媒体への前記信号の記録を監視するための記録制御情 15 

報を生成し； 

（ｅ３）前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して、 

前記信号を暗号化し； 

（ｅ４）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域のプリセット位置 

に、前記記録媒体の再生モードを示す前記記録制御情報を配列20 

することと； 

（ｅ５）前記信号記録媒体上に、前記再生モード制御信号領域のプリセ 

ット位置に配列されている前記記録制御情報を前記暗号化され

た信号とともに記録すること。 

   ヌ 本件発明２－２－２７ 25 

    （ｆ１）信号記録媒体から暗号化された信号を再生する信号再生装置であ
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って、以下を備える： 

（ｆ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配列された、前 

記信号記録媒体の再生モードを示す記録制御情報を読み出す読

出し手段と、 

（ｆ３）前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前 5 

記暗号化された信号を解読する解読手段。 

   ネ 本件発明２－２－３５ 

（ｇ１）送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、 

以下のステップを備える： 

（ｇ２）受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップ 10 

と、 

（ｇ３）前記伝送制御情報に基づいて、前記デジタルデータ及び前記デ 

ジタルデータから生成されたアナログ信号に対してプリセット

変換を実行するステップ。 

   ノ 本件発明２－２－４５ 15 

    （ｈ１）信号記録媒体であって、以下を備える： 

（ｈ２）信号を保存する信号記録領域と、 

（ｈ３）前記信号が記録／再生される記録／再生モードを示し、制御情 

報の少なくとも一部は、前記制御情報の少なくとも一部を鍵と

して使用して暗号化される制御情報を格納するための再生モー20 

ド制御信号領域。 

   ハ 本件発明２－３－１ 

    （ｉ１）ディスク状記録媒体であって、以下を備える：（A disk shaped 

recording medium, comprising:） 

（ｉ２）データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデ 25 

ータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、（a data 
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storage area for storing a digital video signal in the form 

of data sectors, wherein said digital video signal is） 

（ｉ２－１）検出装置によって検出可能であり、 

（ｉ２－２）前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、 

かつ、 5 

（ｉ３）記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であ 

って、前記記録制御コードは、  

（ｉ３－１）前記検出装置によって検出可能であり、 

（ｉ３－２）前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン

キング期間の所定の領域の変更を通じて再生及び／又は記10 

録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に

使用可能である。 

   ヒ 本件発明２－３－１５ 

（ｊ１）ディスク状記録媒体であって、以下を備える： 

（ｊ２）データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデ 15 

ータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、 

（ｊ２－１）検出装置によって検出可能であり、 

（ｊ２－２）前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、 

かつ、 

（ｊ３）それぞれのデータセクタに配置されるデータセクタヘッダ領域 20 

であって、前記各データセクタヘッダ領域に、記録制御コード

が記憶され、前記記録制御コードは、前記各ヘッダ領域に冗長

的に記憶されるようになされ、前記記録制御コードは、 

（ｊ３－１）前記検出装置によって検出可能であり、 

（ｊ３－２）前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン 25 

キング期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）の所
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定の領域の変更を通じて再生及び／又は記録制御を実施す

るように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 

   フ 本件発明２－３－３０ 

    （ｋ１）ディスク状記録媒体であって、以下を備える： 

（ｋ２）データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するための 5 

データ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、 

（ｋ２－１）検出装置によって検出可能であり、 

（ｋ２－２）前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、 

かつ、 

（ｋ３）それぞれのデータブロックに配置されるデータブロックサブ領 10 

域であって、前記各データブロックサブ領域に、記録制御コー

ドが記憶され、前記記録制御コードは、前記各データブロック

サブ領域に冗長的に記憶されるようになされ、前記記録制御コ

ードは、 

（ｋ３－１）前記検出装置によって検出可能であり、 15 

（ｋ３－２）前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン 

キング期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）の所

定の領域の変更を通じて再生及び／又は記録制御を実施す

るように動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 

   ヘ 本件発明２－３－４０ 20 

    （ｌ１）ディスク状記録媒体であって、以下を備える： 

（ｌ２）データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデ 

ータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、 

（ｌ２－１）検出装置によって検出可能であり、 

（ｌ２－２）前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、25 

かつ、 
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（ｌ３）記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であ

って、前記記録制御コードは、  

（ｌ３－１）前記検出装置によって検出可能であり、 

（ｌ３－２）前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン

キング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信5 

号の組み合わせ信号を生成するように動作可能で、かつ、

前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の

少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制

御信号の生成に使用可能である。 

   ホ 本件発明２－３－４２ 10 

（ｍ１）ディスク状記録媒体であって、以下を備える： 

（ｍ２）データセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデ 

ータ記憶領域であって、前記デジタルビデオ信号は、 

（ｍ２－１）検出装置によって検出可能であり、 

（ｍ２－２）前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能であり、 15 

かつ、 

（ｍ３）記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域であ 

って、前記記録制御コードは、  

（ｍ３－１）前記検出装置によって検出可能であり、 

（ｍ３－２）前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン 20 

キング期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作

可能な記録制御信号の生成に使用可能である。 

   マ 本件発明２－４－１ 

    （ｎ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下

のステップを備える： 25 

（ｎ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 
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の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み

出すステップと、 

（ｎ３）前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル5 

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数

の白ピーク信号の組み合わせ信号を配列するステップ。 

   ミ 本件発明２－４－７ 

    （о１）信号記録媒体から暗号化された信号を再生する方法であって、以10 

下のステップを備える： 

（о２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配置された記録 

制御情報を読み出すステップと、 

（о３）前記記録制御情報の少なくとも一部を、前記信号を再生してア 

ナログ信号を生成するための鍵情報として使用して前記暗号化15 

された信号を解読するステップと、 

（о４）前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して、 

前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間（垂直帰線消

去期間または垂直帰線期間）において、複数の水平期間にわた

る複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号（ピークホワイ20 

ト信号）の組み合わせ信号を配置するステップであって、前記

組み合わせ信号の前記配置は、前記アナログビデオ信号を受信

するシステムにおいて適切な自動利得制御（ＡＧＣ）を実施す

ることができないように、前記アナログビデオ信号を修正する。 

   ム 本件発明２－４－１３ 25 

    （ｐ１）送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以
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下のステップを備える： 

（ｐ２）受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップ 

と、 

（ｐ３）前記伝送制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない5 

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間の複数の水平期間にわたって複数の疑似同期パルスと複数

の白ピーク信号の組み合わせ信号を配列するステップ。 

   メ 本件発明２－４－１９ 10 

    （ｑ１）デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力す

る記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再生す

るビデオ信号再生装置であって、前記記録制御コードは前記ディ

スクの再生モード制御信号領域に配置され、以下を備える： 

（ｑ２）記録制御コードの状態を検出する検出手段、 15 

（ｑ３）記録制御信号を生成する手段、 

（ｑ４）デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号をア 

ナログビデオ信号に変換するＤ／Ａ変換手段、 

（ｑ５）前記記録制御信号に基づいて、前記アナログビデオ信号を受信 

するシステムにおいて適切な自動利得制御（ＡＧＣ）を実施す20 

ることができないように前記アナログビデオ信号を修正するた

め、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間（垂直帰

線消去期間または垂直帰線期間）における複数の水平期間にわ

たる複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号（ピークホワ

イト信号）の組み合わせ信号を配置する付加手段、及び 25 

（ｑ６）前記アナログビデオ信号を出力するための出力手段。 
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   モ 本件発明２－４－３５ 

    （ｒ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下

のステップを備える： 

（ｒ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 

の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み5 

出すステップと、 

（ｒ３）前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング10 

期間の複数の水平期間にわたって少なくとも複数の白ピーク信

号を配列するステップ。 

   ヤ 本件発明２－４－３７ 

    （ｓ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下

のステップを備える： 15 

（ｓ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 

の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み

出すステップと、 

（ｓ３）前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない20 

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間に少なくとも複数の疑似同期パルスを配列するステップ。 

   ユ 本件発明２－４－３９ 

    （ｔ１）送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以25 

下のステップを備える： 
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（ｔ２）受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップ 

と、 

（ｔ３）前記伝送制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル5 

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間の複数の水平期間にわたって少なくとも複数の白ピーク信

号を配列するステップ。 

   ヨ 本件発明２－４－４１ 

    （ｕ１）送信されたデジタルデータを受信及び再生する方法であって、以10 

下のステップを備える： 

（ｕ２）受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成するステップ 

と、 

（ｕ３）前記伝送制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない15 

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間に少なくとも複数の疑似同期パルスを配列するステップ。 

   ラ 本件発明２－４－４３ 

    （ｖ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下20 

のステップを備える： 

（ｖ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 

の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み

出すステップと、 

（ｖ３）前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 25 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない
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ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）の複数の水平期

間にわたって少なくとも複数の白ピーク信号（ピークホワイト

信号）を配置するステップと、 5 

（ｖ４）前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少な 

くとも一部の位相を変更するステップ。 

   リ 本件発明２－４－４５ 

（ｗ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以 

下のステップを備える： 10 

（ｗ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 

の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み

出すステップと、 

（ｗ３）前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない15 

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）に少なくとも複

数の疑似同期パルスを配置するステップと、 

（ｗ４）前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少な 20 

くとも一部の位相を変更するステップ。 

   ル 本件発明２－４－５５ 

    （ｘ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する装置であって、以下

を備える： 

（ｘ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 25 

の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み
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出す手段と、 

（ｘ３）前記記録制御情報に基づいて、適切な自動利得制御（ＡＧＣ） 

が前記アナログビデオ信号を受信するシステムで実行できない

ように前記アナログビデオ信号を修正するため、前記デジタル

データから生成されたアナログビデオ信号の垂直ブランキング5 

期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）の複数の水平期

間にわたって複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号（ピ

ークホワイト信号）の組み合わせ信号を配置する手段と、 

（ｘ４）前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少な 

くとも一部の位相を変更する手段。 10 

   レ 本件発明２－５－１ 

    （ｙ１）信号記録媒体からデジタルデータを再生する方法であって、以下

のステップを備える： 

（ｙ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域から前記記録媒体 

の再生モードを制御するように動作可能な記録制御情報を読み15 

出すステップと、 

（ｙ３）前記記録制御情報に基づいて、前記デジタルデータから生成さ 

れたアナログ信号の予め設定された位置に複数ビットで符号化

された信号を配列するステップ。 

   ロ 本件発明２－５－２３ 20 

    （ｚ１）信号記録媒体から暗号化された信号を再生する方法であって、以

下のステップを備える： 

（ｚ２）前記信号記録媒体の再生モード制御信号領域に配列された記録 

制御情報を読み出すステップと、 

（ｚ３）前記記録制御情報の少なくとも一部を、前記信号を再生してア 25 

ナログ信号を生成するための鍵情報として使用して前記暗号化
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された信号を解読するステップと、 

（ｚ４）前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用して、 

アナログ信号のプリセット位置に複数ビットで符号化された信

号を配列するステップ。 

   ワ 本件発明２－５－４１ 5 

（ａａ１）送信されたデジタルデータを受信及び再生するための装置で

あって、以下を備える： 

（ａａ２）受信したデジタルデータから伝送制御情報を生成する手段、 

（ａａ３）前記伝送制御情報に基づいて、前記デジタルデータから生成

されたアナログ信号の予め設定された位置に複数ビットで符10 

号化された信号を配列する手段、及び 

（ａａ４）前記デジタルデータに対して予め設定された変換を実行する

ための手段。 

   ヲ 本件発明２－５－７９ 

    （ｂｂ１）デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力15 

する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再生

するビデオ信号再生装置であって、前記記録制御コードは前記デ

ィスクの再生モード制御信号領域に配置され、以下を備える： 

（ｂｂ２）記録制御コードの状態を検出する検出手段、 

（ｂｂ３）記録禁止信号を生成する手段、 20 

（ｂｂ４）デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号を

アナログビデオ信号に変換するＤ／Ａ変換手段、 

（ｂｂ５）前記垂直ブランキング期間（垂直帰線消去期間または垂直帰

線期間）内の所定の水平期間に複数のビットを配置すること

により、Ｄ／Ａ変換されたアナログビデオ信号の垂直ブラン25 

キング期間（垂直帰線消去期間または垂直帰線期間）のプリ
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セット領域に前記記録禁止信号を付加するための付加手段、

及び 

（ｂｂ６）前記アナログビデオ信号を出力するための出力手段。 

   ン 本件発明２－５－８９ 

    （ｃｃ１）デジタルビデオ信号と、少なくともアナログビデオ信号を出力5 

する記録制御コードとが記録されたデジタルディスク媒体を再

生する方法であって、前記記録制御コードは前記ディスクの再

生モード制御信号領域に配置され、以下のステップを備える： 

（ｃｃ２）記録制御コードの状態を検出するステップと、 

（ｃｃ３）記録スクランブル信号を生成するステップと、 10 

（ｃｃ４）デジタルディスク媒体から再生されたデジタルビデオ信号を

アナログビデオ信号に変換するステップと、 

（ｃｃ５）前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少

なくとも一部の位相を変更することによって、変換されたア

ナログビデオ信号の垂直ブランキング期間（垂直帰線消去期15 

間または垂直帰線期間）のプリセット領域に前記記録スクラ

ンブル信号を付加するステップと、 

（ｃｃ６）前記記録制御信号を付加した前記アナログビデオ信号を出力

するステップ。 

   ア’本件発明２－８－１ 20 

    （ｄｄ１）信号源からデジタルデータを再生する方法であって、以下のス

テップを備える： 

（ｄｄ２）前記信号源から供給される記録制御情報を読み出すステップ、 

ここで前記記録制御情報は、前記信号源の再生モードを示し、

かつ、デジタルデータのコピーのみが禁止されるか、または25 

デジタルデータとアナログ信号の両方のコピーが禁止される
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かを示すコピー管理情報を含み、及び、 

（ｄｄ３）前記記録制御情報に基づいて、前記デジタルデータ及び／又

は前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対して

プリセットされた変換操作を実行するステップ、 

（ｄｄ３－１）ここで、前記アナログ信号のための前記プリセット変換5 

動作は、前記アナログ信号においてカラーバースト信号

の前方部の位相が反転されるカラーバースト反転動作を

含み、前記カラーバースト信号は、前記アナログ信号の

水平ブランキング（水平帰線消去）パルスの後方に挿入

された前期間バースト信号に続き、前記前期間バースト10 

信号は、カラーバースト信号の反転された前方部と同じ

位相を有する。 

⑸ 被告による製品の販売 

   ア 被告は、別紙２のとおり、日本において、平成１４年から平成２５年に

かけて、ＤＶＤ再生装置であるＤＶＤプレイヤー、ポータブルＤＶＤ、15 

システムコンポ（ＣＤ／ＭＤ／ＤＶＤ）等と、ＤＶＤ記録装置であるＤ

ＶＤレコーダー等を、平成１８年から平成２８年にかけて、ＢＤ再生装

置であるＢｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃプレーヤー等を、平成１５年から平成

２８年にかけて、ＢＤ記録装置であるＢｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃレコーダ

ー等を、それぞれ販売した。（弁論の全趣旨） 20 

   イ 被告は、別紙３のとおり、米国において、平成１４年から平成２１年に

かけて、ＤＶＤ再生装置であるＤＶＤプレイヤー、ポータブルＤＶＤ、

システムコンポ（ＣＤ／ＭＤ／ＤＶＤ）等を、平成１４年から平成２５

年にかけて、ＤＶＤ記録装置であるＤＶＤレコーダー等を、平成１８年

から平成２８年にかけて、ＢＤ再生装置であるＢｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ25 

プレーヤー等を、平成２０年から平成２８年にかけて、ＢＤ記録装置で
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あるＢｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃレコーダー等を、それぞれ販売した。（弁

論の全趣旨） 

⑹ ●（省略）● 

   ●（省略）● 

⑺ 原告の被告に対する請求 5 

   原告は、平成２９年１２月１４日、被告に対し、本件各特許に係る職務発

明（本件発明）の対価を請求した。（甲１９） 

 ３ 争点 

   本件の争点は、本件各発明の実施の有無及び相当の対価の額であり、具体的

には、次の各点である。ただし、本件各発明の実施の有無に係る争点のうち、10 

構成要件がほぼ同一であることにより争点が共通するものは、争点１－１でま

とめて検討することとしている。 

なお、原告は、被告製品として、前記前提事実⑸のほか、プレイステーショ

ン、Ｘｂｏｘ、液晶テレビ、携帯電話、スマートフォン、メモリカード、マイ

クロＳＤカード等についても、販売された事実が存在すると主張するが、被告15 

は当該事実を争っている。 

  ⑴ 本件各発明の実施の有無（争点１） 

   ア 共通の争点（争点１－１） 

     ＤＶＤ－ＲＯＭ規格における映像信号の記録（争点１－１－１） 

     ＤＶＤビデオ規格における記録装置・方法（争点１－１－２） 20 

     Ｄ／Ａ変換と所定の変換処理の順序（争点１－１－３） 

     記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること（争点１－１－４） 

     記録媒体上の特定の領域に記録すること（争点１－１－５） 

   イ 個別の争点（争点１－２） 

     本件発明１－５－１とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－１） 25 

     本件発明１－５－１１とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－２） 
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     本件発明１－７－１とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－３） 

     本件発明１－７－１０とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－４） 

     本件発明２－３－１とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－５） 

     本件発明２－３－１５とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－６） 

     本件発明２－３－３０とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－７） 5 

     本件発明２－３－４０とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－８） 

     本件発明２－３－４２とＤＶＤビデオ規格（争点１－２－９） 

  ⑵ 相当の対価の額（争点２） 

   ア 本件各発明により被告が受けるべき利益の額（争点２－１） 

     自己実施（争点２－１－１） 10 

     他社実施（争点２－１－２） 

   イ 本件各発明について被告が貢献した程度（争点２－２） 

   ウ 共同発明者間における原告の貢献度（争点２－３） 

第３ 争点に対する当事者の主張 

 １ 争点１（本件各発明の実施の有無）について 15 

   原告は、被告製品につき、これが採用する規格の限度で特定し、当該規格に

よって特定される被告製品の構成が本件各発明に係る構成要件を充足する旨主

張し、被告は、上記規格によって特定される被告製品の構成は、上記構成要件

を充足するものではないなどと主張して、これを争っている。当事者双方の主

張の要旨は、次のとおりである。 20 

⑴ 争点１－１（共通の争点）について 

ア 争点１－１－１（ＤＶＤ－ＲＯＭ規格における映像信号の記録）につい

て 

    本件発明１－５－２１、１－７－１及び１－７－１０は、映像信号を記

録することを構成要件（以下「本件構成要件１」という。）として規定し25 

ており、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される被告製品について、本件
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構成要件１の充足性が争われている。   

この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 

（原告の主張） 

    被告は、ＰＣ用のＤＶＤ－ＲＯＭドライブやＤＶＤ－ＲＯＭディスクは、

不法コピー防止による著作権保護技術に関する本件各発明とは全く関係な5 

いと主張するが、原告は、本件各発明について、ＰＣ用のＤＶＤ－ＲＯＭ

ドライブやＤＶＤ－ＲＯＭディスクが準拠するＤＶＤ－ＲＯＭ規格書を用

いて充足性の主張立証を行っているものであるから、被告の主張は失当で

ある。 

 （被告の主張） 10 

     原告は、単に「ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ」や「ＤＶＤ－ＲＯＭディスク」

という一般名称を用いて、その充足性を主張しているが、「ＤＶＤ－Ｒ

ＯＭドライブ」や「ＤＶＤ－ＲＯＭディスク」という一般名称は、ＤＶ

ＤビデオプレーヤやＤＶＤビデオディスクのみならず、ビデオ再生機能

等を有しないような、一般的なＰＣ用のＤＶＤ－ＲＯＭドライブやＤＶ15 

Ｄ－ＲＯＭディスクをも含む概念である。そして、ＰＣ用のＤＶＤ－Ｒ

ＯＭドライブやＤＶＤ－ＲＯＭディスクは、不法コピー防止のための著

作権保護技術に関する本件各発明とは全く関係ないから、これらは本件

各特許の対象外である。 

イ 争点１－１－２（ＤＶＤビデオ規格における記録装置・方法）について 20 

    本件発明１－７－１５、１－７－２４、１－７－２９（本件発明１－７

－１５の装置）及び１－７－３０（本件発明１－７－２４の装置）は、記

録媒体へ信号を記録することを構成要件（以下「本件構成要件２」とい

う。）として規定するものであり、ＤＶＤビデオ規格によって特定される

被告製品について、本件構成要件２の充足性が争われている。 25 

この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 
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（原告の主張） 

    ＤＶＤビデオ規格においては、本件発明１－７－１５、１－７－２４、

１－７－２９及び１－７－３０にいう「ディスク状記録媒体上への映像信

号を他の記録媒体へアナログ映像としてコピーすることを管理するための

記録制御信号を発生し」について、●（省略）●なお、「ＤＶＤビデオデ5 

ィスクを作成する装置」とは、ディスクプレスの前段の工程であるマスタ

リング工程で用いられる、ＤＶＤビデオディスク（ビデオソフト）制作に

必須のマスタリング装置やフォーマットを指す。 

 （被告の主張） 

     原告は、ＤＶＤビデオディスクを作成する装置がどのようなものか具体10 

的に特定しておらず、原告の充足性の主張は前提を欠く。 

     また、原告は、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクを作成する方法についても、ど

のような装置による方法であるか具体的に主張立証しないため、充足性

の前提を欠く。 

ウ 争点１－１－３（Ｄ／Ａ変換と所定の変換処理の順序）について 15 

    本件発明１－１－１、１－１－６（本件発明１－１－１の装置）、１－

１－１１、１－１－１４、１－２－１、１－２－７（本件発明１－２－１

の装置）、１－４－１、１－４－１０（本件発明１－４－１の装置）、１

－４－１７、１－４－１９（本件発明１－４－１７の装置）、１－４－２

０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３（本件発明１－４－２２20 

の装置）、１－４－２４、１－４－２５（本件発明１－４－２４の方法）、

２－１－３３、２－１－４０（本件発明２－１－３３の方法）、２－２－

１、２－２－１２（本件発明２－２－１の装置）、２－２－３５、２－２

－４４（本件発明２－２－３５の装置）、２－４－１、２－４－４（本件

発明２－４－１の装置）、２－４－１３、２－４－１６（本件発明２－４25 

－１３の装置）、２－４－１９、２－４－２５（本件発明２－４－１９の



32 

方法）、２－４－３５、２－４－３７、２－４－３９、２－４－４１、２

－４－４３、２－４－４５、２－４－４７（本件発明２－４－３９にカラ

ーバースト信号の構成要件が追加されたもの）、２－４－４９（本件発明

２－４－４１にカラーバースト信号の構成要件が追加されたもの）、２－

４－５１（本件発明２－４－１３にカラーバースト信号の構成要件が追加5 

されたもの）、２－４－５３（本件発明２－４－５１の装置）、２－４－

５５、２－５－１、２－５－１２（本件発明２－５－１の装置）、２－５

－４１、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６（本件発明２－５－

７９の方法）、２－８－１及び２－８－２８（本件発明２－８－１の装置）

は、Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を10 

施す際の処理順序に関する特定事項を構成要件（以下「本件構成要件３」

という。）として規定しており、ＡＲＩＢ、ＡＴＳＣ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、

ＤＶＤビデオ、ＤＶＤオーディオ、記録型ＤＶＤ、ＢＤ関連、記録型ＢＤ、

ＵＭＤビデオ、ＳＤ関連、ＡＡＣＳ、ＣＧＭＳ及びマクロビジョンの各規

格によって特定される被告製品について、本件構成要件３の充足性が争わ15 

れている。 

この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。なお、本件

各発明の構成要件等において「ディジタル」と表記されている場合であ

っても、以下、同構成要件等の抜粋箇所を除き、「デジタル」と統一し

て表記する。 20 

（原告の主張） 

    ＡＲＩＢ規格について 

  本件発明１－１－１１及び１－１－１４の「ディジタルデータをＤ

／Ａ変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処

理を施す」（本件構成要件３）については、デジタル信号がアナログ出25 

力される際に、「Ｄ／Ａ変換してなるアナログ信号」となることは技術
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的な常識であり、「不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」こ

とは、録画を妨害できる方式で保護した上で出力していることから明ら

かであるから、当該構成要件を充足している。 

この点について被告は、当該構成要件は「Ｄ／Ａ変換」と「所定の変

換処理」の処理の順序を規定したものであり、ＡＲＩＢ規格には当該順5 

序が開示されていないから、充足しない旨主張する。しかしながら、上

記構成要件は、「ディジタルデータをＤ／Ａ変換してなるアナログ信号

に不法コピー防止のための所定の変換処理を施す」というものであり、

被告が主張するような処理の順序を規定していない。すなわち、処理結

果として「アナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理を施」10 

した状態になっていることを構成要件にしているのであって、「Ｄ／Ａ

変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで行われても、充足するもの

である。したがって、被告の主張は成り立たない。 

     同様に、本件発明１－４－２０及び１－４－２１の本件構成要件３に

ついても、「Ｄ／Ａ変換」と「所定の変換処理」の前後を問うものでは15 

ないから、これらの前後関係にかかわらず、同構成要件を充足する。 

    ＡＴＳＣ規格について 

本件発明２－２－３５の「前記伝送制御情報に基づいて、前記デジタ

ルデータ及び前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対して

プリセット変換を実行するステップ」については、ＡＴＳＣ規格に準拠20 

した被告製品は、再配信制御記述子に従って、ＡＴＳＣストリーム（配

信）に再配信の情報を記述できるようになっているのであるから（甲８

６）、それをあらかじめ定められた（プリセットされた）変換処理とし

て、デジタルであればスクランブルや暗号化を、アナログであればＡＰ

Ｓ（Ａｎａｌｏｇ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）を導入できる25 

ようになっているものであり、上記構成要件を充足する。 
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     この点について被告は、上記構成要件においては、「アナログ信号」

に対する所定の処理がされることが必須であり、また、当該「アナログ

信号」が出力されることが前提となっているから、アナログの映像信号

出力端子を有していないＡＴＳＣ規格に準拠したデジタル放送受信関連

装置の一部は、当該構成要件を充足しない旨主張する。しかしながら、5 

そもそも「『アナログ信号』が出力される」等の記載は上記構成要件に

はないから、被告の主張の根拠は不明である。また、「『アナログ信号』

に対する所定の処理」は、再配信制御記述子として、アナログ映像出力

端子の有無にかかわらず、全てのＡＴＳＣ規格準拠製品に送受信される

ものであるから、上記構成要件を充足しないとの被告の主張は成り立た10 

ない。 

    ＤＶＤ－ＲＯＭ規格について 

     上記のとおり、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処

理」の前後いずれで行われても充足するから、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によ

って特定される被告製品は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１15 

－４－１、１－４－１０、１－４－２０、１－４－２１、２－２－１、

２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－３５、２－４－３７、

２－５－１及び２－５－１２の本件構成要件３を充足する。 

    ＤＶＤビデオ規格について 

     本件発明１－１－１及び１－１－６の「上記Ｄ／Ａ変換されたアナロ20 

グ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクラン

ブル信号及び／又は録画制御信号を付加し」（本件構成要件３）につい

ては、●（省略）● 

     この点について被告は、被告が製造販売していたＤＶＤビデオプレイ

ヤは、先に不法コピー防止のための変換処理がされ、その後Ｄ／Ａ変換25 

がされており、上記構成要件とは変換処理の順序が逆であるから、充足
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しない旨主張する。しかしながら、上記構成要件は、処理結果として

「アナログ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画

スクランブル信号及び／又は録画制御信号を付加した状態になっている」

ことを定めたものであって、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の前

後いずれで行われても、充足するものである。したがって、被告の主張5 

は成り立たない。 

     同様に、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－２－１、１－２

－７、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－４－１９、１－

４－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、１－４－２４、

１－４－２５、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１10 

２、２－４－１、２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－４－

３５、２－４－３７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２

－５－１、２－５－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、

２－８－１、２－８－２８の本件構成要件３についても、Ｄ／Ａ変換に

より生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順15 

序について特に定めたものではないため、それを前提とする被告の主張

は失当である。 

    同様に、ＤＶＤオーディオ規格、記録型ＤＶＤ規格、ＢＤ関連規格

（ＢＤ－ＲＯＭ規格、ＢＤビデオ規格、ＢＤ－Ｒ規格及びＢＤ－ＲＥ規

格をいう。以下同じ。）、ＵＭＤビデオ規格、ＳＤ関連規格（ＳＤ規格20 

及びマイクロＳＤ規格をいう。以下同じ。）、ＡＡＣＳ規格、ＣＧＭＳ

規格、マクロビジョン規格に係る本件発明（ＤＶＤオーディオ規格につ

いては本件発明１－１－１１、１－１－１４、２－２－１及び２－２－

１２、記録型ＤＶＤ規格については本件発明１－１－１、１－１－６、

１－１－１１、１－１－１４、１－２－１、１－２－７、１－４－１、25 

１－４－１０、１－４－１７、１－４－１９、１－４－２０、１－４－



36 

２１、１－４－２２、１－４－２３、１－４－２４、１－４－２５、２

－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、

２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－４－３５、２－４－３

７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２－５－１、２－５

－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、２－８－１及び5 

２－８－２８、ＢＤ関連規格については本件発明１－１－１１、１－１

－１４、１－４－１、１－４－１０、１－４－２０、１－４－２１、２

－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、

２－４－４、２－４－３５、２－４－３７、２－５－１及び２－５－１

２、ＵＭＤビデオ規格については本件発明１－１－１１、１－１－１４、10 

１－４－１、１－４－１０、１－４－２０、１－４－２１、２－２－１、

２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－３５及び２－４－３

７、ＳＤ関連規格については本件発明１－１－１１、１－１－１４、１

－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－４－１９、１－４－２０、

１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、２－２－１、２－２－１15 

２、２－４－１、２－４－４、２－４－３５、２－４－３７、２－４－

４３、２－４－４５及び２－４－５５、ＡＡＣＳ規格については本件発

明１－１－１１及び１－１－１４、ＣＧＭＳ規格については本件発明１

－１－１１、１－１－１４、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、

２－２－１２、２－２－３５、２－２－４４、２－５－１、２－５－１20 

２及び２－５－４１、マクロビジョン規格については本件発明１－１－

１１、１－１－１４、１－４－２０、１－４－２１、２－１－３３、２

－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２

－４－１３、２－４－１６、２－４－３５、２－４－３７、２－４－３

９、２－４－４１、２－４－４３、２－４－４５、２－４－４７、２－25 

４－４９、２－４－５１、２－４－５３及び２－４－５５）の本件構成
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要件３についても、Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して

所定の変換処理を施す際の処理順序について特に定めたものではないた

め、当該各規格に係る被告製品は、本件構成要件３を充足する。    

 （被告の主張） 

     ＡＲＩＢ規格について 5 

      本件発明１－１－１１及び１－１－１４の「ディジタルデータをＤ／

Ａ変換してなるアナログ信号に不法コピー防止のための所定の変換処理

を施す」（本件構成要件３）とは、まず、①デジタルデータをＤ／Ａ変

換する処理をし、次に、②（Ｄ／Ａ変換してなるアナログ信号に）所定

の変換処理を施すという処理の順序を規定したものである。 10 

他方で、被告が製造販売していたデジタルビデオエンコーダ（型番：

ＣＸＤ１９１５Ｒ）は、①まず、デジタル信号にマクロビジョン信号や

ＣＧＭＳ－Ａ情報を含むＶＢＩＤ信号が加算され、②その後、Ｄ／Ａ変

換回路によりアナログ信号に変換される構成となっている。すなわち、

①先にデジタル信号に対して不法コピー防止のための変換処理がなされ、15 

②その後、当該変換処理されたデジタル信号がＤ／Ａ変換回路によりア

ナログ信号に変換されているものであるから、上記構成要件とは変換処

理の順序が逆である。 

したがって、ＡＲＩＢ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－１－１１及び１－１－１４の本件構成要件３を充足しない。 20 

      また、同様に、本件発明１－４－２０及び１－４－２１の本件構成要

件３も充足しない。 

 ＡＴＳＣ規格について 

本件発明２－２－３５の本件構成要件３では、「アナログ信号に対し

てプリセット変換を実行する」と定められており、「アナログ信号」に25 

対する所定の処理がなされることが必須であり、また、当該「アナログ
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信号」が出力されることが前提となっている。    

しかしながら、原告が挙げるデジタル放送受信関連装置のうち、テレ

ビ、パソコン、スマートフォン及びタブレットについては、アナログの

映像出力端子を有しておらず、映像の「アナログ信号」を（他のデバイ

スに）出力する装置ではないから、映像「アナログ信号」はそもそも想5 

定されていない。また、これらの機器の音声「アナログ信号」について

みても、これらの機器が、上記構成要件が規定するように、アナログ音

声信号に何らかの変換処理をして、他のデバイスに、当該処理がされた

音声アナログ信号を出力することはない。 

      したがって、少なくとも、テレビ、パソコン、スマートフォン及びタ10 

ブレットについては、ＡＴＳＣ規格の内容にかかわらず、本件構成要件

３を充足しない。 

 ＤＶＤ－ＲＯＭ規格について 

  上記のとおり、本件構成要件３は、まず、①デジタルデータをＤ／

Ａ変換する処理をし、次に、②（Ｄ／Ａ変換してなるアナログ信号に）15 

所定の変換処理を施すという処理の順序を規定したものである。 

  他方で、実際の被告製品においては、二つの変換処理の順序は逆で

ある。例えば、被告が製造販売していたデジタルビデオエンコーダ（型

番：ＣＸＤ１９１４Ｑ）は、被告のＤＶＤプレーヤ（ＤＶＰ－Ｓ７７０

０）に搭載されたものであるところ、同デジタルビデオエンコーダは、20 

まず、①デジタル信号にマクロビジョン信号やＣＧＭＳ－Ａ情報を含む

ＶＢＩＤ信号が加算され、その後、②Ｄ／Ａ変換回路によりアナログ信

号に変換される構成となっている。したがって、少なくとも、上記ＤＶ

Ｄプレーヤにおいては、①先にデジタル信号に対して不法コピー防止の

ための変換処理がなされ、②その後、当該変換処理されたデジタル信号25 

がＤ／Ａ変換回路によりアナログ信号に変換されていることから、本件
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構成要件３とは変換処理の順序が逆である。 

  したがって、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される被告製品は、

本件構成要件３を充足しない。 

    ＤＶＤビデオ規格について 

      本件発明１－１－１及び１－１－６の「上記Ｄ／Ａ変換されたアナロ5 

グ映像信号の少なくとも垂直帰線期間の所定領域に、上記録画スクラン

ブル信号及び／又は録画制御信号を付加し」（構成要件Ａ６）について

は、「このディ・スクランブルされたディジタルデータをＤ／Ａ変換し」

（構成要件Ａ４）と併せ読むと、まず、①デジタルデータをＤ／Ａ変換

する処理をし、次に、②（Ｄ／Ａ変換してなるアナログ映像信号に）録10 

画スクランブル信号等を付加するという処理の順序を規定しているもの

であるといえる。 

他方で、上記のとおり、被告が製造販売していたＤＶＤプレーヤ等に

用いられていたデジタルビデオエンコーダ（型番：ＣＸＤ１９１４Ｑ）

は、①先にデジタル信号に対して不法コピー防止のための変換処理がさ15 

れ、②その後、当該変換処理されたデジタル信号がＤ／Ａ変換回路によ

りアナログ信号に変換されていることから、上記各構成要件とは変換処

理の順序が逆である。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件

発明１－１－１及び１－１－６の本件構成要件３を充足しない。 20 

      同様に、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－２－１、１－２

－７、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－４－１９、１－

４－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、１－４－２４、

１－４－２５、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１

２、２－４－１、２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－４－25 

３５、２－４－３７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２
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－５－１、２－５－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、

２－８－１、２－８－２８の本件構成要件３についても、まずＤ／Ａ変

換をするとの処理順序を定めたものであるところ、ＤＶＤビデオ規格に

よって特定される被告製品には、本件構成要件３とは変換処理の順序が

逆であるものが存在し、その他の製品についても逆となっている可能性5 

が高いから、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件構

成要件３を充足しない。 

 同様に、ＤＶＤオーディオ規格、記録型ＤＶＤ規格、ＢＤ関連規格、

ＵＭＤビデオ規格、ＳＤ関連規格、ＡＡＣＳ規格、ＣＧＭＳ規格、マク

ロビジョン規格に係る本件発明の本件構成要件３についても、まず、①10 

デジタルデータをＤ／Ａ変換する処理をし、次に、②所定の変換処理を

施すという処理の順序を規定したものであるといえるが、これらの規格

によって特定される被告製品は、当該順序とは逆の順序で変換処理を行

っているか、又は、少なくともこれらの規格には変換処理の順序につい

ての規定が存在しないから、これらの規格によって特定される被告製品15 

は、本件構成要件３を充足しない。 

エ 争点１－１－４（記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）

について 

    本件発明１－５－２１、２－１－１、２－１－１７、２－１－１８（本

件発明２－１－１７の装置）、２－２－２３、２－２－２５（本件発明２20 

－２－２３の装置）、２－２－２７、２－２－４５、２－４－７、２－４

－１０（本件発明２－４－７の装置）、２－５－２３、２－５－３４（本

件発明２－５－２３の装置）は、「制御情報の少なくとも一部を鍵情報と

する」ことを構成要件（以下「本件構成要件４」という。）として規定す

るものであり、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤビデオ、ＤＶＤオーディオ、記録25 

型ＤＶＤ、ＢＤ関連、ＵＭＤ、ＵＭＤビデオ、ＳＤ関連、ＳＡＣＤ、ＡＡ
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ＣＳの各規格によって特定される被告製品について、本件構成要件４の充

足性が争われている。 

この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 

（原告の主張） 

    ＤＶＤ－ＲＯＭ規格について 5 

本件発明２－２－２３、２－２－２７、２－２－４５、２－５－２３

及び２－５－３４の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とし

て使用して前記暗号化された信号を解読する」こと（本件構成要件４）

については、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクにおいて、記録制御情報に当たる

著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）に、タイトルキーという鍵情報が使10 

われており、そのタイトルキーを用いて暗号化された信号を解読してい

ることは広く知られているから、本件構成要件４を充足している。 

この点について被告は、「鍵情報」や、「記録制御情報」の一部を

「鍵情報」として取り出して使用することについて立証がないと主張す

る。確かに、乙２１にはタイトルキーの記載はないものの、実際に使わ15 

れているものである。●（省略）●さらに、「鍵情報」は、記録制御情

報の一部であるから、この点に係る立証も完成している。 

     ＤＶＤビデオ規格について 

      本件発明１－５―２１の「上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情

報として上記映像信号を不法コピー防止のために暗号化して記録してな20 

る」については、●（省略）● 

      この点について被告は、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の

充足性を示すものではないと主張する。●（省略）● 

      同様に、本件発明２－１－１、２－１－１７、２－１－１８、２－２

－２３、２－２－２５、２－２－２７、２－２－４５、２－４－７、２25 

－４－１０、２－５－２３及び２－５－３４も、ＤＶＤビデオ規格につ
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いて、「制御情報の少なくとも一部を鍵情報とする」との構成要件を充

足する。 

     ＤＶＤオーディオ規格について 

      本件発明２－２－２３、２－２－２５、２－２－２７及び２－２－４

５の「前記（記録）制御情報の少なくとも一部を鍵（情報）として使用」5 

については、●（省略）● 

      この点について被告は、記録制御情報からその一部を鍵情報として取

り出して使用することについて、具体的な立証がないと主張する。●

（省略）●なお、アルバムＩＤのＤＶＤオーディオディスク上の配置は、

甲９６・３０頁図３のとおりである。 10 

     記録型ＤＶＤ規格について 

     ａ 記録型ＤＶＤドライブ用の各規格の記録ディスク（ＰＣデータ用）

は、記録型ＤＶＤドライブで記録されると、ＤＶＤ－ＲＯＭディスク

と互換性を有し 、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブで再生できるものである。

したがって、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクについて構成要件を充足してい15 

る本件発明１－５－２１は、記録型ＤＶＤドライブ用の各規格の記録

ディスク（ＰＣデータ用）においても充足するものである。 

     ｂ ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭの各規格のビデオレコ

ーダ（以下「記録型ＤＶＤビデオレコーダ」という。）は、いずれも

ＤＶＤビデオディスクを再生することができるため、ＤＶＤビデオプ20 

レーヤの再生方法ないし再生装置について構成要件を充足している本

件発明２－１－１、２－４－７及び２－４－１０は、記録型ＤＶＤビ

デオレコーダにおいても充足するものである。 

     ｃ 記録型ＤＶＤビデオレコーダは、著作権保護技術として暗号化を備

えるＣＰＲＭ（記録用媒体のコンテンツ保護）が採用され（甲９６・25 

３０頁）、また、ＤＶＤ－ＶＲ規格等に基づいた記録機能を備えるも
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のであり、記録された各規格の記録ディスク（録画用。ＣＰＲＭ対応

記録ディスク）は、ＤＶＤビデオプレーヤで再生できるものである。

そうすると、ＤＶＤビデオディスクを作成する装置の記録方法ないし

記録装置について構成要件を充足している本件発明２－１－１７、２

－１－１８、２－２－２３及び２－２－２５は、記録型ＤＶＤビデオ5 

レコーダの記録方法ないし記録装置においても充足するものである。 

     ｄ ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭの各規格のドライブ

（以下「記録型ＤＶＤドライブ」という。）は、いずれもＤＶＤ－Ｒ

ＯＭディスクを再生することができるため、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ

の再生方法ないし再生装置について構成要件を充足している本件発明10 

２－２－２７、２－５－２３及び２－５－３４は、記録型ＤＶＤドラ

イブにおいても充足するものである。 

     ｅ 記録型ＤＶＤビデオレコーダ用の各規格の記録ディスク（録画用。

ＣＰＲＭ対応記録ディスク）は、記録型ＤＶＤビデオレコーダで記録

されると、ＤＶＤビデオプレーヤで再生できるものである。そうする15 

と、ＤＶＤビデオディスクについて構成要件を充足している本件発明

２－２－４５は、記録型ＤＶＤドライブ用の各規格の記録ディスク

（録画用。ＣＰＲＭ対応記録ディスク）においても充足するものであ

る。 

     ｆ 被告は、記録されたＤＶＤ－Ｒディスク等とＤＶＤ－ＲＯＭディス20 

クの間には細かい相違点があるから、細かい各規格との対比が必要で

ある旨主張する。しかしながら、本件各発明は、データフォーマット

の基本的なところに関するものであるため、細かい点の差異による影

響はない。したがって、細かいレベルの対比作業が必要であるとの被

告の主張は、誤りである。 25 

     ＢＤ関連規格について 
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     ａ ＢＤプレーヤやＢＤレコーダは、記録制御情報であるＭＫＢ（メデ

ィア・キー・ブロック。以下同じ。）から読み出した多くのメディア

鍵の中から、少なくとも一部である必要なメディア鍵だけを取り出し

て、ＢＤ規格メディアの暗号化された信号の解読を行うものであるか

ら（甲９１・１４４頁）、本件発明２－２－２７の「前記記録制御情5 

報の少なくとも一部を鍵情報として使用して前記暗号化された信号を

解読する解読手段」を、充足している。 

       また、本件発明２－２－４５の「前記信号が記録／再生される記録

／再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の

少なくとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を保存する10 

ための再生モード制御信号領域」については、ＢＤ規格メディアには

メディア識別子がついているから、記録／再生モードは当然判断でき

る。また、ＢＤ規格メディアに採用されているＡＡＣＳ（甲９１、９

２）には、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御情報の配

列されている領域（再生モード制御信号領域）に暗号を解読するため15 

の制御情報としてＭＫＢ（メディア鍵の束）があり、多くのメディア

鍵が保存され、少なくともその一部に、コンテンツを暗号化するため

の必要なメディア鍵が存在している（甲９１・１４４頁）。したがっ

て、上記構成要件を充足している。 

     ｂ この点について被告は、ＭＫＢは記録制御情報に該当しないから、20 

充足性が主張立証されていない旨主張する。しかしながら、ＢＤメデ

ィアには、ＭＫＢ（メディア鍵の束）があり、多くのメディア鍵が保

存され、少なくともその一部に、コンテンツを暗号化、解読するため

に必要なメディア鍵が存在しているのであるから（甲９１・１４４

頁）、ＭＫＢは、暗号化、解読するための記録制御情報であるといえ25 

る。したがって、被告の主張は失当である。 
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     ＵＭＤ規格について 

     ａ 本件発明２－２－２７の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵

情報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」につ

いては、●（省略）● 

       また、本件発明２－２－４５の「前記制御情報の少なくとも一部を5 

鍵として使用して暗号化される制御情報を格納するための再生モード

制御信号領域」については、●（省略）● 

     ｂ ●（省略）● 

     ＵＭＤビデオ規格について 

      本件発明１－５－２１の「上記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情10 

報として上記映像信号を不法コピー防止のために暗号化して記録してな

る」については、●（省略）● 

      また、本件発明２－２－２３、２－２－２７及び２－２－４５も、上

記 のとおり、充足している。 

      なお、ＵＭＤビデオ規格については、基本的にＤＶＤビデオ規格に準15 

じている。 

     ＳＤ関連規格について 

      本件発明２－２－２７の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情

報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」と、本件

発明２－４－７及び２－４－１０の「前記記録制御情報の少なくとも一20 

部を、前記信号を再生してアナログ信号を生成するための鍵情報として

使用して前記暗号化された信号を解読するステップ」については、使用

規則（ＵＲ）はタイトル鍵と共に暗号化され一つのファイルとして、つ

まり、記録制御情報のファイルとしてＳＤカードに記録されており（甲

９８・５頁）、ＳＤカード搭載の各種再生装置は、記録制御情報のファ25 

イルにあるタイトル鍵を用いて上記信号（コンテンツ）を解読（復号）
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しているから（甲９８・７頁図３－１：図右下〔５ｂ〕Ｋｔがタイトル

鍵で暗号化されたコンテンツ〔信号〕を解読〔復号〕している。）、こ

れを充足している。 

      また、本件発明２－２－４５の「前記信号が記録／再生される記録／

再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の少な5 

くとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を記憶するための

再生モード制御信号領域」については、コピー、ムーブ、再生に関する

制御情報である使用規則（ＵＲ）は、タイトル鍵と共に暗号化され一つ

のファイルとして、つまり、再生モード制御信号領域にあたる制御情報

のファイルとして、ＳＤカードの保護エリアに記憶されており（甲９10 

８・５頁）、ＳＤカードに記録されているコンテンツ（信号）は、制御

情報のファイルにあるタイトル鍵を用いて暗号化されているから（甲９

８・７頁図３－１：図左下〔５ａ〕Ｋｔがタイトル鍵でコンテンツの暗

号鍵になっている。）、これを充足している。 

     ＳＡＣＤ規格について 15 

     ａ 本件発明２－２－２７の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵

情報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」につ

いては、●（省略）● 

       また、本件発明２－２－４５の「前記信号が記録／再生される記録

／再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の20 

少なくとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を保存する

ための再生モード制御信号領域」については、●（省略）● 

ｂ ●（省略）● 

     ＡＡＣＳ規格について 

      本件発明２－２－２７の「前記記録制御情報の少なくとも一部を鍵情25 

報として使用して前記暗号化された信号を解読する解読手段」について
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は、ＡＡＣＳ規格に準拠した再生装置や再生ソフトウェアは、記録制御

情報であるＭＫＢから読み出した多くのメディア鍵の中から、少なくと

も一部である必要なメディア鍵だけを計算して取り出して、ＡＡＣＳ規

格に準拠したパッケージメディアの暗号化された信号の解読を行うもの

であるから（甲９３・１８頁）、これを充足している。 5 

      また、本件発明２－２－４５の「前記信号が記録／再生される記録／

再生モードを示し、制御情報の少なくとも一部は、前記制御情報の少な

くとも一部を鍵として使用して暗号化される制御情報を保存するための

再生モード制御信号領域」については、ＡＡＣＳ規格に準拠した記録媒

体は、メディア識別子がついているから、記録／再生モードを当然判断10 

できる。また、ＡＡＣＳには、著作権を保護する著作権管理情報などの

制御情報の配列されている領域（再生モード制御信号領域）に暗号を解

読するための制御情報としてＭＫＢ（メディア鍵の束）があり、多くの

メディア鍵が保存され、少なくともその一部に、コンテンツを暗号化す

るための必要なメディア鍵が存在しているから（甲９３）、上記構成要15 

件を充足している。 

 （被告の主張） 

     ＤＶＤ－ＲＯＭ規格について 

●（省略）● 

また、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクを作成する装置が、仮に何らかの「鍵20 

情報」を使用して暗号化しているとしても、生成された「記録制御情報」

からその一部を「鍵情報」として取り出して使用することについて、具

体的な立証がない。 

したがって、原告が主張するＤＶＤ－ＲＯＭディスクを作成する方法

は、本件構成要件４を充足しない。 25 

     ＤＶＤビデオ規格について 
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      原告は、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）の一部に鍵情報が記録さ

れていると主張する。●（省略）● 

      したがって、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示

すものではない。 

      同様に、本件発明２－１－１、２－１－１７、２－１－１８、２－２5 

－２３、２－２－２５、２－２－２７、２－２－４５、２－４－７、２

－４－１０、２－５－２３及び２－５－３４も、ＤＶＤビデオ規格につ

いて、「制御情報の少なくとも一部を鍵情報とする」との本件構成要件

４を充足しない。 

     ＤＶＤオーディオ規格について 10 

      ●（省略）● 

      したがって、原告の指摘する規格の記載は、「前記記録制御情報の少

なくとも一部を鍵情報として使用して」の充足性を示すものではないか

ら、原告が主張するＤＶＤオーディオディスクを作成する装置（製造方

法やフォーマット等）による方法は、本件構成要件４を充足しない。 15 

     記録型ＤＶＤ規格について 

      原告は、記録型ＤＶＤドライブで記録されると、ＤＶＤ－ＲＯＭディ

スクと互換性を有するから、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクの構成要件を充足

すれば、記録型ＤＶＤドライブ用の各規格の記録ディスクも充足する旨

主張する。しかしながら、記録型ＤＶＤドライブによるＤＶＤ－Ｒ等へ20 

の記録方法やディスクの構成、データの論理構造などは、製造過程にお

けるＤＶＤ－ＲＯＭへのビデオの記録方法とは必ずしも同じではない。 

   したがって、原告が、本件発明１－５－２１等の本件各発明とＤＶＤ

－Ｒ等の規格とを具体的に対比していない以上、原告の主張は失当であ

る。この点は、ＤＶＤ＋Ｒ等の規格についても同様である。 25 

      また、原告は、記録された各規格の記録ディスク（録画用。ＣＰＲＭ
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対応記録ディスク）は、ＤＶＤビデオプレーヤで再生できるから、ＤＶ

Ｄビデオディスクを作成する装置の記録方法ないし記録装置の構成要件

を充足している本件発明２－１－１７及び２－１－１８は、記録型ＤＶ

Ｄビデオレコーダの記録方法ないし記録装置においても充足する旨主張

する。しかしながら、ＤＶＤビデオレコーダないしＤＶＤビデオプレー5 

ヤは、それぞれ対応する記録モードが異なるものである。例えば、ＤＶ

Ｄ－ＶＲ規格に基づいて（つまり、ＤＶＤ－ＶＲモードで）記録された

ディスクは、たとえＣＰＲＭ対応のものであっても、通常のＤＶＤビデ

オプレーヤではなく、ＤＶＤ－ＶＲモードに対応した特殊なＤＶＤビデ

オプレーヤでなければ再生できず、全てのＤＶＤビデオプレーヤで再生10 

できるわけではない。したがって、原告の主張は失当である。 

     ＢＤ関連規格について 

      原告は、ＢＤ関連規格において、ＭＫＢが、「記録／再生モードを示

す制御情報」に該当する旨主張する。しかしながら、ＭＫＢが「メディ

ア鍵の束」であるとしても、ＭＫＢは「記録／再生モードを示す」もの15 

ではないから、「記録／再生モードを示す制御情報」に該当しない。 

     ＵＭＤ規格について 

      ●（省略）● 

      したがって、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を示

すものではないから、被告製品は、構成要件ｆ３が規定する「解読手段」20 

を有しない。 

     ＵＭＤビデオ規格について 

      上記 と同様、原告が指摘する規格の記載は、「鍵情報」の充足性を

示すものではないから、ＵＭＤビデオ規格の充足性に係る原告の主張は

失当である。 25 

     ＳＤ関連規格について 
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      原告は、ＳＤ関連規格について、甲９８を根拠に、使用規則（ＵＲ）

が「鍵情報」の「一部」に当たる旨主張するが、甲９８を参照しても、

使用規則（ＵＲ）が、「鍵情報」の「一部」となっている点については

記載されていない。なお、原告が指摘する甲９８の３．３．１．１及び

３．３．３を参照すると、「メディア鍵ブロック」ないし「暗号化され5 

たタイトル鍵」という「鍵情報」が記載されているようであるが、原告

が「記録制御情報」に相当すると主張する使用規則（ＵＲ）自体は「鍵

情報」ではない。 

      また、「メディア鍵ブロック」ないし「暗号化されたタイトル鍵」も、

それ自体は記録を制御する情報ではないから、「記録制御情報」には該10 

当しない。 

     ＳＡＣＤ規格について 

      ●（省略）●したがって、ＳＡＣＤ規格には、「記録制御情報」及び

「記録／再生モードを示す制御情報」が記載されていないから、「記録

制御情報」又は「記録／再生モードを示す制御情報」を要する、本件発15 

明２－２－２７の構成要件ｆ３及び２－２－４５の構成要件ｈ３を充足

しない。 

     ＡＡＣＳ規格について 

      原告は、ＡＡＣＳ規格について、ＭＫＢが「記録制御情報」に該当す

る旨主張する。しかしながら、ＭＫＢが「メディア鍵の束」であるとし20 

ても、ＭＫＢは「再生モードを示す」ものではないから、「記録制御情

報」に該当しない。 

オ 争点１－１－５（記録媒体上の特定の領域に記録すること）について 

    次に掲げる各発明に対応する各明細書の記載、技術常識及び弁論の全趣

旨によれば、上記各発明に係る記録場所の区分に従い、それぞれ当該各号25 

に定める情報を記録するものと認められる。 
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① 本件発明１－５－１及び１－５－１１（「再生態様制御信号領域部」

及び／又はセクタ構造の「ヘッダ部」） 録画制御コード 

② 本件発明１－７－１（「ＴＯＣ領域」及び／又はセクタ構造の「ヘ

ッダ部」） 記録制御情報 

③ 本件発明１－７－１０、２－３－１５及び２－３－３０（「セクタ5 

構造のヘッダ部」） 記録制御情報 

④ 本件発明２－３－１、２－３－４０及び２－３－４２（「再生モー

ド制御信号領域」） 記録制御情報 

以上によれば、上記各発明は、いずれも、記録媒体上の特定の領域に

「再生の方法や様式に関する制御信号」又は「他の記録媒体へのコピー10 

を管理する」情報を記録することに関する構成要件（以下「本件構成要

件５」という。）を規定するものといえる。これを前提として、記録型

ＤＶＤ、ＢＤ関連、ＣＧＭＳ及びマクロビジョンの各規格によって特定

される被告製品について、本件構成要件５の充足性が争われている。 

この点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 15 

（原告の主張） 

    記録型ＤＶＤ規格について 

     記録型ＤＶＤビデオレコーダ用の各規格の記録ディスク（録画用。Ｃ

ＰＲＭ対応記録ディスク）は、記録型ＤＶＤビデオレコーダで記録され

ると、ＤＶＤビデオプレーヤで再生できるものである。したがって、Ｄ20 

ＶＤビデオディスクについて構成要件を充足している本件発明１－５－

１、１－５－１１、１－７－１、１－７－１０、２－３－１、２－３－

１５、２－３－３０、２－３－４０及び２－３－４２は、記録型ＤＶＤ

ドライブ用の各規格の記録ディスク（録画用。ＣＰＲＭ対応記録ディス

ク）においても充足するものである。 25 

     そして、ＤＶＤビデオディスクにおける本件構成要件５についてみる
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と、「再生状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられ

た再生態様制御信号領域部」は、記録トラックの始端に当たるリードイ

ン領域に各種の再生態様制御信号が記録されているものであるから、こ

れを充足する。 

    ＢＤ関連規格について 5 

     本件発明２－３－１、２－３－４０及び２－３－４２の「記録制御コ

ードを記憶するための再生モード制御信号領域」については、ＢＤビデ

オディスクは、ＡＡＣＳを採用しており（甲９１、９２）、ＡＡＣＳに

は、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御コードを記憶する

ための領域（再生モード制御信号領域）があることは公知であるから、10 

これを充足する。 

     この点について被告は、証拠上、どのような情報が記録制御コードに

該当するのか明らかではないと主張する。しかしながら、甲９１の１３

９頁には、ＡＡＣＳにＨＤ映像のアナログ出力をコントロールするフラ

グが存在していることが明記されており、これが「著作権管理情報」に15 

当たり、すなわち「記録制御情報」に該当することは明らかである。 

    ＵＭＤビデオ規格について 

     本件発明１－７－１０の「上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部

からなるセクタ構造で構成」については、●（省略）● 

    ＣＧＭＳ規格について 20 

     本件発明２－３－１及び２－３－４２の「記録制御コードを記憶する

ための再生モード制御信号領域」については、ＤＶＤ、ＢＤ、ＵＭＤ等

のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記

憶するための領域（再生モード制御信号領域）があることは公知である

から、これを充足している。 25 

    マクロビジョン規格について 
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     本件発明２－３－４０の「記録制御コードを記憶するための再生モー

ド制御信号領域」については、ＤＶＤ、ＢＤ、ＵＭＤ等のディスク状記

録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶するための領

域（再生モード制御信号領域）があることは公知であるから、これを充

足している。 5 

 （被告の主張） 

     記録型ＤＶＤ規格について 

 原告は、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域部」に相当す

る旨主張するが、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域」に該

当する理由は不明である。そもそも、「再生状態の態様を制御するため10 

に…設けられた再生態様制御信号領域」とはどのようなものを意味する

のか不明であり、「再生」に関するものとは概念が明らかに異なる「録

画」に関する「録画制御コード」と、「再生態様制御信号領域」との関

係も不明である。 

 したがって、原告が指摘する規格の記載は、「再生態様制御信号領域15 

部」の充足性を示すものではない。 

     ＢＤ関連規格について 

      原告は、ＡＡＣＳの「著作権管理情報」が「記録制御コード」に相当

すると主張する。しかしながら、原告がその根拠とする証拠（甲９１、

９２）を見ても、どのような情報が「記録制御コード」に該当するのか20 

は明らかではない。したがって、本件構成要件５の充足性について主張

立証がされていない。 

     ＵＭＤビデオ規格について 

      ●（省略）●したがって、原告が指摘する規格の記載は、ＵＭＤビデ

オディスクに関し「ヘッダ部」及び「データ部」の充足性を示すもので25 

はない。 
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    ＣＧＭＳ規格について 

      原告は、ＤＶＤ、ＢＤ、ＵＭＤ等のディスク状記録媒体には、コピー

制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域（再生モード制御

信号領域）があることは公知であると主張する。しかしながら、「再生

モード制御信号領域」が、ＣＧＭＳ－Ａ規格におけるどのような概念に5 

相当するのか具体的に主張立証しておらず、また、「再生モード制御信

号領域」があることは公知でもないから、原告の主張は失当である。 

     マクロビジョン規格について 

      原告は、ＤＶＤ、ＢＤ、ＵＭＤ等のディスク状記録媒体には、コピー

制御情報などの記録制御コードを記憶するための領域（再生モード制御10 

信号領域）があることは公知であると主張する。しかしながら、「再生

モード制御信号領域」が、マクロビジョン規格におけるどのような概念

に相当するのか具体的に主張立証しておらず、また、「再生モード制御

信号領域」があることは公知でもないから、原告の主張は失当である。 

⑵ 争点１－２（個別の争点）について 15 

    争点１－２は、争点１－１（共通の争点）には含まれない個別の争点を掲

げるものである。ここでは、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品

が、本件発明１－５－１、１－５－１１、１－７－１、１－７－１０、２－

３－１、２－３－１５、２－３－３０、２－３－４０及び２－３－４２の各

構成要件を充足するか否かが争われている。この点に関する当事者の主張の20 

要旨は、次のとおりである。 

ア 争点１－２－１（本件発明１－５－１とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 

    本件発明１－５－１の構成要件Ｋ１の「記録媒体上に配された録画制

御コード信号の状態を検出し」については、●（省略）●また、同構成25 

要件Ｋ１の「当該検出出力に基づいてアナログ映像信号の態様の録画ス
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クランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させる映像信号再生方法

及び／又は装置に対応させるためのディジタルディスク媒体」について

は、●（省略）● 

次に、構成要件Ｋ２の「このディジタルディスク媒体はヘッダ部とデ

ータ部とを有するセクタ構造を有し」については、●（省略）● 5 

また、構成要件Ｋ３の「ディジタル化された映像信号と共に、再生状

態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様制

御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッ

ダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる」に

ついては、●（省略）●そして、「再生状態の態様を制御するために記10 

録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部」は、ＤＶＤビ

デオディスクにおいて、記録トラックの始端に当たるリードイン領域に

各種の再生態様制御信号が記録されているから、これについても充足す

る。 

さらに、構成要件Ｋ４については、ＤＶＤビデオディスクはデジタル15 

ディスク媒体であるので、充足する。 

     したがって、本件発明１－５－１の各構成要件は、ＤＶＤビデオディ

スク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビデ

オディスクにおいて実施されているといえる。 

    ●（省略）● 20 

 （被告の主張） 

     ●（省略）●「ヘッダ部」の意義について明細書及び図面の記載を参酌

すると、構成要件Ｋ２における「ヘッダ部」というのは、４バイトの

「ＩＤ」部分のみを意味するのであって、「ＩＥＤ」及び「ＣＰＲ＿Ｍ

ＡＩ」は、「ヘッダ部」には存在しない。そうすると、原告が「録画記25 

録コード信号」に相当するとする著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）は
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「ヘッダ部」にはないから、原告が、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）

に相当するとする「録画制御コード」も、「ヘッダ部」には存在しない

ことになる。したがって、原告が指摘する規格の記載は、「ヘッダ部に、

…録画制御コードを、記録してなる」の充足性を示すものではない。 

イ 争点１－２－２（本件発明１－５－１１とＤＶＤビデオ規格）について 5 

（原告の主張） 

    本件発明１－５－１１の構成要件Ｌ１－１の「ヘッダ部とデータ部と

を有するセクタ構造を有するディジタルディスク媒体上に配された再生

態様制御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の上記

各ヘッダ部に配された録画制御コードの状態を検出し」については、●10 

（省略）● 

次に、構成要件Ｌ１－２の「当該検出出力に基づいてアナログ映像信

号の態様の録画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させ」

ることについては、●（省略）● 

また、構成要件Ｌ１－３の「ディジタルディスク媒体より再生された15 

ディジタル映像信号をアナログ映像信号に変換し」については、ＤＶＤ

ビデオディスクを再生する装置は、ＤＶＤビデオディスクよりデジタル

映像信号を再生し、アナログ映像信号に変換するから、これを充足して

いる。 

さらに、構成要件Ｌ１－４の「上記変換されたアナログ映像信号の垂20 

直帰線期間の所定領域に上記録画スクランブル信号及び／又は録画禁止

信号を付加し」については、●（省略）● 

また、構成要件Ｌ１－５の「上記録画スクランブル信号及び／又は録

画禁止信号が付加されたアナログ映像信号を出力する」については、●

（省略）● 25 

そして、構成要件Ｌ１－６の「ディジタルディスク媒体より映像信号
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を再生する映像ディジタルディスク媒体に対応させるためのディジタル

ディスク媒体」については、ＤＶＤビデオディスクを再生する装置は、

デジタルディスク媒体であるＤＶＤビデオディスクより映像信号を再生

し、また、ＤＶＤビデオディスクは映像デジタルディスク媒体であるか

ら、上記構成要件を充足する。 5 

さらに、構成要件Ｌ２の「ディジタル化された映像信号と共に、再生

状態の態様を制御するために記録トラックの始端に設けられた再生態様

制御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘ

ッダ部に、不法コピー防止のための録画制御コードを、記録してなる」

ことについては、●（省略）●なお、「再生状態の態様を制御するため10 

に記録トラックの始端に設けられた再生態様制御信号領域部」は、ＤＶ

Ｄビデオディスクにおいて、記録トラックの始端に当たるリードイン領

域に各種の再生態様制御信号が記録されているものであり、ＤＶＤビデ

オディスクを再生する装置は、この再生態様制御信号領域部も検出する

ものであるから、これについても充足する。 15 

最後に、構成要件Ｌ３については、ＤＶＤビデオディスクはデジタル

ディスク媒体であるから、これを充足する。 

     したがって、本件発明１－５－１１の各構成要件は、ＤＶＤビデオデ

ィスク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビ

デオディスクにおいて実施されているといえる。 20 

    被告は、ＤＶＤビデオディスクは、単なる媒体にすぎず、自らが「検

出」等しないから、構成要件Ｌ１を充足しないと主張する。しかしなが

ら、ＤＶＤビデオディスクは、ＤＶＤビデオプレーヤ等で再生されるこ

とを予定されている媒体であって、ＤＶＤビデオプレーヤ等で「検出」、

「発生させ」、「信号を付加し」、「出力する」ことを予定されている25 

媒体であるから、構成要件Ｌ１を充足する。 
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     また、被告は、●（省略）●などと主張するが、上記ア のとおり、

いずれも失当である。 

     さらに、被告は、Ｄ／Ａ変換について立証がないと主張する。しかし

ながら、ＤＶＤビデオディスクは、「０」「１」のデジタルデータで構

成されており、ＤＶＤビデオプレーヤは、当該「０」「１」のデジタル5 

データを再生するから、アナログ出力をする場合、「Ｄ／Ａ変換」が必

須であるのは当然のことであり、被告の主張は失当である。 

     加えて、被告は、構成要件Ｌ１－３及びＬ１－４は、Ｄ／Ａ変換の処

理順序を定めたものであると主張する。しかしながら、構成要件の文言

は、被告が主張するような処理の順序を規定していない。すなわち、処10 

理結果として「アナログ映像信号の垂直帰線期間の所定領域に、上記録

画スクランブル信号及び／又は録画制御信号を付加した状態になってい

る」ことを構成要件にしているのであって、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の

変換処理」の前でも後でも充足する。したがって、被告の主張は成り立

たない。 15 

 （被告の主張） 

     ＤＶＤビデオディスクは、単なる媒体にすぎず、自らが「検出」（構成

要件Ｌ１－１）、「発生させ」（構成要件Ｌ１－２）、「変換し」（構

成要件Ｌ１－３）、「信号を付加し」（構成要件Ｌ１－４）、「出力す

る」（構成要件Ｌ１－５）ものではないから、ＤＶＤビデオディスクは、20 

構成要件Ｌ１を充足しない。 

     また、原告は、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域部」に相

当する旨主張するが、「リードイン領域」が「再生態様制御信号領域」

に該当する理由は不明である。そもそも、「再生態様制御信号領域」と

はどのようなものを意味するのか不明であり、「再生」に関するものと25 

は明らかに概念が異なる「録画」に関する「録画制御コード」と、「再
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生態様制御信号領域」との関係も不明である。 

     さらに、規格においてはどこがヘッダ部であるかについて記載されてい

ないところ、「ヘッダ部」の意義について明細書等の記載を参酌すると、

構成要件Ｌ２における「ヘッダ部」というのは、４バイトの「ＩＤ」部

分のみを意味するのであって、「ＩＥＤ」及び「ＣＰＲ＿ＭＡＩ」は、5 

「ヘッダ部」には存在しない。 

     ●（省略）● 

     また、「ディジタル映像信号をアナログ映像信号に変換」するというＤ

／Ａ変換についても、原告の具体的な立証がなく、その充足性は認めら

れない。さらに、構成要件Ｌ１－４は、同Ｌ１－３と併せ読むと、まず、10 

①デジタルデータをＤ／Ａ変換する処理をし、次に、②（Ｄ／Ａ変換し

てなるアナログ映像信号に）録画スクランブル信号等を付加するという

処理の順序を規定したものといえる。しかしながら、被告の実際の製品

においては、二つの変換処理の順序は逆であり、まず、①デジタル信号

にマクロビジョン信号やＣＧＭＳ－Ａ情報を含むＶＢＩＤ信号が加算さ15 

れ、その後、②Ｄ／Ａ変換回路によりアナログ信号に変換される構成と

なっている。したがって、構成要件Ｌ１－４及び同Ｌ１－３とは変換処

理の順序が逆であるから、これらの構成要件を充足しない。 

ウ 争点１－２－３（本件発明１－７－１とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 20 

    本件発明１－７－１の構成要件Ｎ１の「ディスク状記録媒体上の映像

信号を他の記録媒体へアナログ映像信号としてコピーすることを管理す

るための記録制御情報を記録したディスク状記録媒体」については、●

（省略）● 

次に、構成要件Ｎ２の「このディスク状記録媒体のリードイン内のＴ25 

ＯＣ領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造で構成」については、
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●（省略）● 

また、構成要件Ｅ３の「このセクタ構造は各々、ヘッダ部とデータ部

からなり」については、●（省略）● 

さらに、構成要件Ｎ４の「上記記録制御情報を少なくとも上記ＴＯＣ

領域にあっては上記データ部に、上記プログラム領域にあっては上記ヘ5 

ッダ部に記録してなる」については、●（省略）● 

最後に、構成要件Ｎ５については、ＤＶＤビデオディスクは「ディス

ク状記録媒体」であるから、充足している。 

     したがって、本件発明１－７－１の各構成要件は、ＤＶＤビデオディ

スク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビデ10 

オディスクにおいて実施されているといえる。 

 被告は、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）が「記録制御情報」に

相当する理由が明らかではないと主張する。●（省略）● 

  そして、甲１０１・２８頁表５のとおり、リードイン（ＴＯＣ領域

含む。）も、データ領域（プログラム領域と同じ。）も、同一の物理セ15 

クタで構成されており、当然、同サイズのセクタ構造であることが示さ

れている。 

  ●（省略）● 

 （被告の主張） 

     構成要件Ｎ１については、●（省略）● 20 

     さらに、規格にはヘッダ部の位置について記載されていないところ、

「ヘッダ部」の意義について明細書等の記載を参酌すると、構成要件Ｎ

３における「ヘッダ部」というのは、４バイトの「ＩＤ」部分のみを意

味するのであって、「ＩＥＤ」及び「ＣＰＲ＿ＭＡＩ」は、「ヘッダ部」

には存在しない。 25 

そして、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）も「ヘッダ部」には存在し
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ないから、原告が、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）に相当するとす

る「記録制御情報」も「ヘッダ部」には存在しないことになる。 

したがって、同規格は、「記録制御情報を…ヘッダ部に記録してなる」

（構成要件Ｎ４）を充足しない。 

エ 争点１－２－４（本件発明１－７－１０とＤＶＤビデオ規格）について 5 

（原告の主張） 

    本件発明１－７－１０の構成要件Ｏ１の「ディスク状記録媒体上の映

像信号を他の記録媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報

を記録したディスク状記録媒体」については、●（省略）● 

     次に、構成要件Ｏ２の「このディスク状記録媒体はリードイン内のＴ10 

ＯＣ領域とプログラム領域とを有し」については、ＤＶＤビデオディス

クにおいては、リードイン内に制御データゾーン（コントロールデータ

ゾーン）と呼ばれるＴＯＣ領域と、映像信号がデータとして記録されて

いるプログラム領域（データ領域）があるから、これを充足する。 

     また、構成要件Ｏ３の「上記プログラム領域はヘッダ部とデータ部か15 

らなるセクタ構造で構成」については、●（省略）● 

さらに、構成要件Ｏ４の「該ヘッダ部は少なくとも識別ＩＤデータ領

域、この識別ＩＤデータのためのＩＤエラー検出符号データ領域、予備

データ領域から構成され、この予備データ領域に上記記録制御情報を記

録した」については、●（省略）● 20 

最後に、構成要件Ｏ５については、ＤＶＤビデオディスクは「ディス

ク状記録媒体」であるから、充足する。 

     したがって、本件発明１－７－１０の各構成要件は、ＤＶＤビデオデ

ィスク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビ

デオディスクにおいて実施されているといえる。 25 

    ●（省略）● 
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 （被告の主張） 

     構成要件Ｏ１については、●（省略）● 

オ 争点１－２－５（本件発明２－３－１とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 

    本件発明２－３－１の構成要件ｉ１「ディスク状記録媒体」について5 

は、ＤＶＤビデオディスク（ＤＶＤビデオ規格）がディスク状記録媒体

であるから、これを充足している。 

     次に、構成要件ｉ２の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を

記憶するためのデータ記憶領域」については、●（省略）● 

     また、構成要件ｉ２及びｉ２－１の「前記デジタルビデオ信号」が10 

「検出装置によって検出可能」については、ＤＶＤビデオプレーヤその

他のＤＶＤビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検

出できる検出装置であるから、これを充足する。 

     さらに、構成要件ｉ２及びｉ２－２の「前記デジタルビデオ信号」が

「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、15 

ＤＶＤビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をＤ／Ａ変換でア

ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 

     また、構成要件ｉ３の「記録制御コードを記憶するための再生モード

制御信号領域」については、●（省略）● 

     そして、構成要件ｉ３及びｉ３－１の「前記記録制御コード」が「前20 

記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるＤＶＤビ

デオプレーヤ等で、著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可

能、すなわち検出可能であるから、これを充足する。 

     最後に、構成要件ｉ３及びｉ３－２の「前記記録制御コード」が「前

記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所25 

定の領域の変更を通じて再生及び／又は記録制御を実施するように動作
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可能な記録制御信号の生成に使用可能」については、●（省略）● 

     したがって、本件発明２－３－１の各構成要件は、ＤＶＤビデオディ

スク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビデ

オディスクにおいて実施されているといえる。 

    被告は、ＤＶＤビデオディスクのように、既に記録された媒体は構成5 

要件ｉ１を充足しないと主張する。しかしながら、「記録媒体」は、こ

れから記録される媒体も、既に記録されている記録済みの媒体も含意す

るのが業界の常識であり、被告の主張は失当である。 

     また、被告は、構成要件ｉ２の「データセクタの形式で…データ記憶

領域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当する10 

のか主張立証がないと主張する。●（省略）● 

     さらに、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解

される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解

釈されると主張する。この点、仮にミーンズ・プラス・ファンクショ

ン・クレームに準ずる限定解釈が必要であるとしても、構成要件ｉ２の15 

「データ記憶領域」については、十分な限定解釈がされており、当該限

定解釈は、明細書記載の構成のとおりであるから、問題にならない。 

また、被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信

号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明であると主張する。

●（省略）● 20 

     そして、被告は、●（省略）●などと主張するが、いずれも上記ア

及びイ のとおり失当である。 

 （被告の主張） 

     本件発明２－３－１は、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」、すな

わち、ｍｅｄｉｕｍ（メディア）が何らかのデータをｒｅｃｏｒｄｉｎ25 

ｇ（記録する）と規定され、何らかのデータがｒｅｃｏｒｄｅｄ（記録
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された）とは規定されていないから、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉ

ｕｍ」とは、（何かを新たに）記録することができる媒体を意味する。

したがって、ＤＶＤビデオディスクのように、既に記録された媒体（ｒ

ｅｃｏｒｄｅｄ ｍｅｄｉｕｍ）であって、新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ

（記録）ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、5 

ＤＶＤビデオディスクは、構成要件ｉ１を充足しない。 

     また、原告は、構成要件ｉ２の「データセクタの形式で…データ記憶領

域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当するの

か具体的に主張立証していないから、上記構成要件を充足しない。 

     そして、構成要件ｉ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に10 

変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信

号に変換する点について、原告の立証がない。 

     また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合に

は、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ

ろ、原告はこれを主張立証していない。この点、構成要件ｉ２、ｉ２－15 

１及びｉ２－２においては、「ｍｅａｎｓ ｆｏｒ」という文言はないも

のの、「ｍｅａｎｓ」に代わる非構造的な代用語である「ａｒｅａ」と

記載されており、当該代用語が、その後は「ｆｏｒ」以下の機能的な文

言である「ｓｔｏｒｉｎｇ ａ ｄｉｇｉｔａｌ ｖｉｄｅｏ ｓｉｇｎａ

ｌ…」によって修飾されているだけであるから、ミーンズ・プラス・フ20 

ァンクション・クレームと解される。 

     ●（省略）● 

     また、構成要件ｉ３、ｉ３－１及びｉ３－２について、●（省略）● 

     さらに、「再生モード」というのは、その文言のみからすれば、再生の

態様に関する概念であると思われる一方、（原告によれば「著作権管理25 

情報」がこれに該当するという）「記録制御コード」は記録に関する情
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報であると考えられる。そうすると、「記録制御コードを記憶するため

の再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明

であり、充足性の主張の前提を欠いている。 

カ 争点１－２－６（本件発明２－３－１５とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 5 

    本件発明２－３－１５の構成要件ｊ１の「ディスク状記録媒体」につ

いては、ＤＶＤビデオディスク（ＤＶＤビデオ規格）がディスク状記録

媒体であるから、これを充足する。 

     次に、構成要件ｊ２の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を

記憶するためのデータ記憶領域」については、●（省略）● 10 

     また、構成要件ｊ２及びｊ２－１の「前記デジタルビデオ信号」が

「検出装置によって検出可能」については、ＤＶＤビデオプレーヤ等の

ＤＶＤビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出で

きる検出装置であるから、これを充足する。 

     さらに、構成要件ｊ２及びｊ２－２の「前記デジタルビデオ信号」が15 

「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、

ＤＶＤビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をＤ／Ａ変換でア

ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 

     また、構成要件ｊ３の「それぞれのデータセクタに配置されるデータ

セクタヘッダ領域であって、前記各データセクタヘッダ領域に、記録制20 

御コードが記憶され、前記記録制御コードは、前記各ヘッダ領域に冗長

的に記憶されるようになされ」については、●（省略）● 

     そして、構成要件ｊ３及びｊ３－１の「前記記録制御コード」が「前

記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるＤＶＤビ

デオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、25 

すなわち検出可能であるから、これを充足する。 
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最後に、構成要件ｊ３及びｊ３－２の「前記記録制御コード」が「前

記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間（垂

直帰線消去期間または垂直帰線期間）の所定の領域の変更を通じて再生

及び／又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に

使用可能」については、●（省略）● 5 

     したがって、本件発明２－３－１５の各構成要件は、ＤＶＤビデオデ

ィスク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビ

デオディスクにおいて実施されているといえる。 

    ●（省略）●しかしながら、いずれの主張も、上記ア 、イ 及びオ

のとおり、失当である。 10 

 （被告の主張） 

     本件発明２－３－１５は、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」、す

なわち、ｍｅｄｉｕｍ（メディア）が何らかのデータをｒｅｃｏｒｄｉ

ｎｇ（記録する）と規定され、何らかのデータがｒｅｃｏｒｄｅｄ（記

録された）とは規定されていないから、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄ15 

ｉｕｍ」とは、（何かを新たに）記録することができる媒体を意味する。

したがって、ＤＶＤビデオディスクのように、既に記録された媒体（ｒ

ｅｃｏｒｄｅｄ ｍｅｄｉｕｍ）であって、新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ

（記録）ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、

ＤＶＤビデオディスクは、構成要件ｊ１を充足しない。 20 

     また、原告は、構成要件ｊ２の「データセクタの形式で…データ記憶領

域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当するの

か具体的に主張立証していないから、構成要件ｊ２を充足しない。 

     そして、構成要件ｊ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に

変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信25 

号に変換する点について、原告の立証がない。 
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     また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合に

は、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ

ろ、原告はこれを主張立証していない。 

     ●（省略）●したがって、いずれにしても、原告が指摘する規格の記載

は、「記録制御コード」の充足性を示すものではない。 5 

     ●（省略）● 

キ 争点１－２－７（本件発明２－３－３０とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 

    本件発明２－３－３０の構成要件ｋ１の「ディスク状記録媒体」につ

いては、ＤＶＤビデオディスク（ＤＶＤビデオ規格）がディスク状記録10 

媒体であるから、充足する。 

次に、構成要件ｋ２の「データブロックの形式でデジタルビデオ信号

を記憶するためのデータ記憶領域」については、●（省略）● 

また、構成要件ｋ２及びｋ２－１の「前記デジタルビデオ信号」が

「検出装置によって検出可能」については、ＤＶＤビデオプレーヤその15 

他のＤＶＤビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検

出できる検出装置であるから、これを充足する。 

さらに、構成要件ｋ２及びｋ２－２の「前記デジタルビデオ信号」が

「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、

ＤＶＤビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をＤ／Ａ変換でア20 

ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 

また、構成要件ｋ３の「それぞれのデータブロックに配置されるデー

タブロックサブ領域であって、前記各データブロックサブ領域に、記録

制御コードが記憶され、前記記録制御コードは、前記各データブロック

サブ領域に冗長的に記憶されるようになされ」については、●（省略）25 

● 
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そして、構成要件ｋ３及びｋ３－１の「前記記録制御コード」が「前

記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるＤＶＤビ

デオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、

すなわち検出可能であるから、これを充足する。 

最後に、構成要件ｋ３及びｋ３－２の「前記記録制御コード」が「前5 

記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間（垂

直帰線消去期間または垂直帰線期間）の所定の領域の変更を通じて再生

及び／又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に

使用可能」については、●（省略）● 

     したがって、本件発明２－３－３０の各構成要件は、ＤＶＤビデオデ10 

ィスク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビ

デオディスクにおいて実施されているといえる。 

    ●（省略）●しかしながら、いずれも上記ア 、イ 、オ 及びカ

のとおり、失当である。 

 （被告の主張） 15 

     本件発明２－３－３０は、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」、す

なわち、ｍｅｄｉｕｍ（メディア）が何らかのデータをｒｅｃｏｒｄｉ

ｎｇ（記録する）と規定され、何らかのデータがｒｅｃｏｒｄｅｄ（記

録された）とは規定されていないから、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄ

ｉｕｍ」とは、（何かを新たに）記録することができる媒体を意味する。20 

したがって、ＤＶＤビデオディスクのように、既に記録された媒体（ｒ

ｅｃｏｒｄｅｄ ｍｅｄｉｕｍ）であって、新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ

（記録）ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、

ＤＶＤビデオディスクは、構成要件ｋ１を充足しない。 

     また、原告は、構成要件ｋ２の「データブロックの形式で…データ記憶25 

領域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当する
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のか具体的に主張立証していないから、これを充足しない。 

     そして、構成要件ｋ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に

変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信

号に変換する点について、原告の立証がない。 

     また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合に5 

は、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ

ろ、原告はこれを主張立証していない。 

     ●（省略）●したがって、いずれにしても、原告が指摘する規格の記載

は、「記録制御コード」の充足性を示すものではない。 

     ●（省略）● 10 

     また、構成要件ｋ３、ｋ３－１及びｋ３－２について、原告は、●（省

略）● 

ク 争点１－２－８（本件発明２－３－４０とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 

    本件発明２－３－４０の構成要件ｌ１の「ディスク状記録媒体」につ15 

いては、ＤＶＤビデオディスク（ＤＶＤビデオ規格）がディスク状記録

媒体であるから、充足する。 

次に、構成要件ｌ２の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を

記憶するためのデータ記憶領域」については、●（省略）● 

また、構成要件ｌ２及びｌ２－１の「前記デジタルビデオ信号」が20 

「検出装置によって検出可能」については、ＤＶＤビデオプレーヤ等の

ＤＶＤビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出で

きる検出装置であるから、これを充足する。 

さらに、構成要件ｌ２及びｌ２－２の「前記デジタルビデオ信号」が

「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、25 

ＤＶＤビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をＤ／Ａ変換でア
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ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 

また、構成要件ｌ３の「記録制御コードを記憶するための再生モード

制御信号領域」については、●（省略）● 

そして、構成要件ｌ３及びｌ３－１の「前記記録制御コード」が「前

記検出装置によって検出可能」については、検出装置に当たるＤＶＤビ5 

デオプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、

すなわち検出可能であるから、これを充足する。 

また、構成要件ｌ３及びｌ３－２の「前記記録制御コード」が「前記

装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内の複

数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成する10 

ように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラーバ

ースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制

御信号の生成に使用可能」については、●（省略）● 

     したがって、本件発明２－３－４０の各構成要件は、ＤＶＤビデオデ

ィスク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビ15 

デオディスクにおいて実施されているといえる。 

    被告は、「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ

信号」（構成要件ｌ３－２）において規定された一つの組み合わせ信号

について、原告は主張立証していないと主張する。●（省略）● 

また、被告は、①ＤＶＤビデオディスクのように既に記録された媒体20 

は構成要件ｌ１を充足しない、②「データセクタの形式で…データ記憶

領域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当する

のか主張立証していない、③デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号

に変換する点について原告の立証がない、④ミーンズ・プラス・ファン

クション・クレームと解されるにもかかわらず、発明の構成要素の限定25 

解釈について主張立証していない、⑤●（省略）●⑥「再生モード制御
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信号領域」が、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当し、い

かなる技術的意義を有するのか不明である、⑦●（省略）●などと主張

する。しかしながら、いずれも上記ア 、イ 、オ 及びカ のとおり、

失当である。 

 （被告の主張） 5 

     本件発明２－３－４０は、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」、す

なわち、ｍｅｄｉｕｍ（メディア）が何らかのデータをｒｅｃｏｒｄｉ

ｎｇ（記録する）と規定され、何らかのデータがｒｅｃｏｒｄｅｄ（記

録された）とは規定されていないから、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄ

ｉｕｍ」とは、（何かを新たに）記録することができる媒体を意味する。10 

したがって、ＤＶＤビデオディスクのように、既に記録された媒体（ｒ

ｅｃｏｒｄｅｄ ｍｅｄｉｕｍ）であって、新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ

（記録）ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、

ＤＶＤビデオディスクは、構成要件ｌ１を充足しない。 

     また、原告は、構成要件ｌ２の「データセクタの形式で…データ記憶領15 

域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当するの

か具体的に主張立証していないから、充足しない。 

     そして、構成要件ｌ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に

変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信

号に変換する点について、原告の立証がない。 20 

     また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合に

は、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ

ろ、原告はこれを主張立証していない。 

     ●（省略）● 

     加えて、「再生モード」というのは、その文言のみからすれば、再生の25 

態様に関する概念であると思われる一方、（原告によれば「著作権管理
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情報」がこれに該当するという）「記録制御コード」は記録に関する情

報であると考えられる。そうすると、「記録制御コードを記憶するため

の再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明

であり、充足性の主張の前提を欠いている。 

     また、構成要件ｌ３、ｌ３－１及びｌ３－２について、原告は、●（省5 

略）● 

     さらに、構成要件ｌ３－２の「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク

信号の組み合わせ信号」において、複数の疑似同期パルスと複数の白ピ

ーク信号が、組み合わされた形での一つの信号が規定されているところ、

このような一つの組み合わせ信号について、原告は主張立証していない10 

から、この点についての充足性は認められない。 

ケ 争点１－２－９（本件発明２－３－４２とＤＶＤビデオ規格）について 

（原告の主張） 

    本件発明２－３－４２の構成要件ｍ１の「ディスク状記録媒体」につ

いては、ＤＶＤビデオディスク（ＤＶＤビデオ規格）がディスク状記録15 

媒体であるから、充足する。 

次に、構成要件ｍ２の「データセクタの形式でデジタルビデオ信号を

記憶するためのデータ記憶領域」については、●（省略）● 

また、構成要件ｍ２及びｍ２－１の「前記デジタルビデオ信号」が

「検出装置によって検出可能」については、ＤＶＤビデオプレーヤ等の20 

ＤＶＤビデオディスクを再生する装置は、デジタルビデオ信号を検出で

きる検出装置であるから、これを充足する。 

さらに、構成要件ｍ２及びｍ２－２の「前記デジタルビデオ信号」が

「前記装置によってアナログビデオ信号に変換可能である」については、

ＤＶＤビデオプレーヤ等は、当該デジタルビデオ信号をＤ／Ａ変換でア25 

ナログビデオ信号に変換できるから、これを充足する。 
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そして、構成要件ｍ３の「記録制御コードを記憶するための再生モー

ド制御信号領域」については、●（省略）● 

また、構成要件ｍ３及びｍ３－１の「前記記録制御コード」が「前記

検出装置によって検出可能」については、検出装置にあたるＤＶＤビデ

オプレーヤ等で著作権管理情報に存在する記録制御コードを再生可能、5 

すなわち検出可能であるから、これを充足する。 

最後に、構成要件ｍ３及びｍ３－２の「前記記録制御コード」が「前

記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内に

コピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生成に

使用可能」については、●（省略）● 10 

     したがって、本件発明２－３－４２の各構成要件は、ＤＶＤビデオデ

ィスク（ＤＶＤビデオ規格）の構成要件を充足しているから、ＤＶＤビ

デオディスクにおいて実施されているといえる。 

    被告は、①ＤＶＤビデオディスクのように既に記録された媒体は構成

要件ｍ１を充足しない、②「データセクタの形式で…データ記憶領域」15 

について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主

張立証していない、③デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換

する点について原告の立証がない、④ミーンズ・プラス・ファンクショ

ン・クレームと解されるにもかかわらず、発明の構成要素の限定解釈に

ついて主張立証していない、⑤●（省略）●⑥「再生モード制御信号領20 

域」が、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当し、いかなる

技術的意義を有するのか不明であるなどと主張する。しかしながら、い

ずれも上記イ 、オ 及びカ のとおり、失当である。 

 （被告の主張） 

     本件発明２－３－４２は、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」、す25 

なわち、ｍｅｄｉｕｍ（メディア）が何らかのデータをｒｅｃｏｒｄｉ
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ｎｇ（記録する）と規定され、何らかのデータがｒｅｃｏｒｄｅｄ（記

録された）とは規定されていないから、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄ

ｉｕｍ」とは、（何かを新たに）記録することができる媒体を意味する。

したがって、ＤＶＤビデオディスクのように、既に記録された媒体（ｒ

ｅｃｏｒｄｅｄ ｍｅｄｉｕｍ）であって、新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ5 

（記録）ができないディスクは、これに含まれないものと解されるから、

ＤＶＤビデオディスクは、構成要件ｍ１を充足しない。 

     また、原告は、構成要件ｍ２の「データセクタの形式で…データ記憶領

域」について、ＤＶＤビデオ規格におけるどのような概念に相当するの

か具体的に主張立証していないから、充足しない。 10 

     そして、構成要件ｍ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に

変換可能であり」についても、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信

号に変換する点について、原告の立証がない。 

     また、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解される場合に

は、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈されるとこ15 

ろ、原告はこれを主張立証していない。 

     ●（省略）● 

     加えて、「再生モード」というのは、その文言のみからすれば、再生の

態様に関する概念であると思われる一方、（原告によれば「著作権管理

情報」がこれに該当するという）「記録制御コード」は記録に関する情20 

報であると思われる。そうすると、「記録制御コードを記憶するための

再生モード制御信号領域」が、いかなる技術的意義を有するのか不明で

あり、充足性の主張の前提を欠いている。 

 ２ 争点２（相当の対価の額）について 

⑴ 争点２－１（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）について 25 

ア 争点２－１－１（自己実施）について 
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（原告の主張） 

 被告は、本件のＤＶＤビデオ関連特許の自己実施に係る独占の利益

の額について、超過売上割合を５％、仮想実施料率を１％として算定し

ている。しかしながら、本件と同一の当事者間の別件訴訟（知財高裁令

和３年（ネ）第１０００６号）の判決においては、超過売上割合を２5 

０％、仮想実施料率を２．５％と認定されているのであるから、本件で

も同様に算定すべきである。 

      また、本件のＤＶＤビデオ関連特許がライセンスリストの特許に占め

る割合について、被告の開示している自己実施が日米市場に限定されて

いるのであるから、特許についても、全世界ではなく日米の特許に限定10 

されるべきである。 

     被告は、ライセンスを求める全ての企業にライセンスを認めることを

原則とするライセンスポリシー（以下「オープンライセンスポリシー」

という。）を採用していたことをもって、被告の自己実施に係る独占の

利益は認められないと主張する。しかしながら、当該発明の価値が非常15 

に低く、これを使用する者が全く想定し得ない場合や、代替技術が非常

に多くあるため、市場全体から見て当該特許の存在が無視できるような

特段の事情がない限り、使用者の独占の利益は認められるべきである。

そして、本件各発明に代替する技術は一切存在しないから、被告の主張

は理由がない。 20 

 （被告の主張） 

     被告は、ＤＶＤビデオ規格を含むＤＶＤ関連規格については、オープ

ンライセンスポリシーを採用していたところ、特許がオープンライセン

スポリシーの下、ライセンスを希望する者に対しては無条件で合理的な

実施料率の下に実施許諾がされる場合においては、自己実施分について25 

独占の利益の発生は否定されるべきである。 
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     このように、オープンライセンスポリシーを採用している以上、超過

売上げを観念することはできないが、仮に、超過売上げがあるとしても、

代替技術としてＶＨＳ、レーザーディスク等が存在することなどを考慮

すれば、超過売上げは、被告の売上げの５％を上回ることはない。 

      また、音響・映像技術分野におけるライセンス料率の平均値は約２．5 

９％であるが（乙８１）、本件のＤＶＤビデオ関連特許は、規格を広め

るために多くのライセンシーに参加してもらうことを企図しているため、

仮想実施料率は、１％とすべきである。 

      そして、本件のＤＶＤビデオ関連特許に係る使用者が受けるべき利益

の額は、上記の金額に、本件のＤＶＤビデオ規格に係る特許の数を乗じ10 

たものを、対象製品（被告以外が特許権者となるものも含め）に関して

ライセンスされている全ての特許の件数で除したものとなる。したがっ

て、対象製品ごとのライセンス対象特許数を考慮して貢献度を算定すべ

きである。 

イ 争点２－１－２（他社実施）について 15 

（原告の主張） 

     被告単独ライセンスについて 

      ●（省略）● 

      したがって、被告単独ライセンスによるライセンス収入額は、別紙４

のとおりとなる。 20 

     クロスライセンスについて 

     ａ 被告が本件各特許のライセンス料の支払を免除した会社は、●（省

略）●である。 

ｂ そして、ライセンス料は、次の式で求めることができる。 

「本件各特許を使用した対象製品群の販売台数」×「クロスライセ25 

ンス先の対象製品群におけるシェア合計」×「製品群の１台(又は１
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枚)当たりのライセンス料」×「本件各特許が占める割合」 

     ｃ この点、各製品の１台（又は１枚）当たりのライセンス料は、●

（省略）●で算定した。 

     ｄ また、各製品の売上台数は、別紙５のとおりであるところ、クロス

ライセンス先のシェア合計について、ＤＶＤビデオプレーヤは少なく5 

とも５０％、ＤＶＤビデオレコーダは少なくとも７０％、ＢＤプレー

ヤは少なくとも６０％、ＢＤレコーダは少なくとも８０％である。 

     ｅ そうすると、各製品に係る独占の利益は、以下のとおり算定される。 

      ⒜ ＤＶＤビデオプレーヤ 

        ２億０６５４万８０１０台（ライセンス対象台数） 10 

×０．５（クロスライセンス先のシェア合計） 

×●（省略）●（１台当たりのライセンス料） 

×１０６円（為替レート） 

×１／３（ＤＶＤ３Ｃにおける被告の持分） 

×１１件／２４件（本件各特許がライセンスリスト上の特許に占15 

める割合） 

      ⒝ ＤＶＤビデオレコーダ 

８７７２万９２１３台（ライセンス対象台数） 

×０．７（クロスライセンス先のシェア合計） 

×●（省略）●（１台当たりのライセンス料） 20 

×１０６円（為替レート） 

×１／３（ＤＶＤ３Ｃにおける被告の持分） 

×１１件／２４件（本件各特許がライセンスリスト上の特許に占

める割合） 

      ⒞ ＢＤプレーヤ 25 

９０３９万４９３５台（ライセンス対象台数） 
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×０．６（クロスライセンス先のシェア合計） 

×●（省略）●（１台当たりのライセンス料） 

×１０６円（為替レート） 

×１／５（Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅにおける被告の持分） 

×１１件／４３０件（本件各特許がライセンスリスト上の特許に5 

占める割合） 

      ⒟ ＢＤレコーダ 

２９２１万３２９９台（ライセンス対象台数） 

×０．８（クロスライセンス先のシェア合計） 

×●（省略）●（１台当たりのライセンス料） 10 

×１０６円（為替レート） 

×１／５（Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅにおける被告の持分） 

×１１件／７９０件（本件各特許がライセンスリスト上の特許に

占める割合） 

 フィリップス社とのジョイントライセンスについて 15 

      フィリップス社とのジョイントライセンスに係るライセンス収入は、

別紙６の「ジョイントライセンス（ＪＬＰ）」の「ライセンス収入の補

正」欄記載のとおりである。 

      そして、ライセンス対象特許総数及び本件各特許の数は、ＤＶＤビデ

オプレーヤが１３５に対し１１、ＤＶＤビデオディスクが１７５に対し20 

３であるから、独占の利益は、別紙６の「ジョイントライセンス（ＪＬ

Ｐ）」の「独占の利益」欄記載のとおりとなる。 

     Ｏｎｅ－Ｒｅｄ及びＯｎｅ－Ｂｌｕｅのライセンスプログラムについ

て 

      Ｏｎｅ－Ｒｅｄ及びＯｎｅ－Ｂｌｕｅのライセンスプログラムに係る25 

ライセンス収入は、別紙６の「Ｏｎｅ－Ｒｅｄ」及び「Ｏｎｅ－Ｂｌｕ
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ｅ」の「ライセンス収入の補正」欄記載のとおりである。 

      また、同「本件特許の貢献度（件数）」及び「ライセンス対象特許総

数」欄記載のとおり、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ及びＯｎｅ－Ｂｌｕｅに係る特許

の数が認められることからすると、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ及びＯｎｅ－Ｂｌｕ

ｅのライセンスプログラムに係る独占の利益は、同「独占の利益」欄記5 

載のとおりとなる。 

     ＳＩＥ（ＳＣＥ）・ＳＰＥについて 

      被告の子会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント

（ＳＩＥ。旧株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント〔ＳＣ

Ｅ〕。以下、両社を併せて「ＳＩＥ」という。）のゲーム機及びゲーム10 

ソフトについても、被告に独占の利益が生じている。 

      また、被告の子会社であるソニー・ピクチャーズ・エンタテインメン

ト（以下「ＳＰＥ」という。）のディスクについても、被告に独占の利

益が認められる。この点について被告は、●（省略）●主張するが、当

該ディスク製造メーカーも被告の子会社であるから、被告に独占の利益15 

が生じていることに変わりはない。 

 （被告の主張） 

     被告単独ライセンスについて 

      プレーヤーのライセンス収入額について、ＤＶＤビデオプレーヤとＲ

ＯＭプレーヤの比率は、１：１とすべきであるが、ＤＶＤビデオディス20 

クとＤＶＤ－ＲＯＭディスクのライセンス収入額の比率を、８７：１３

とすることは争わない。 

      したがって、被告単独ライセンスによるライセンス収入額は、別紙７

のとおりとなる。 

 クロスライセンスについて 25 

  クロスライセンスにおいては、除外対象が明記されていない限り、
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被告が有する全ての特許を包括的にライセンスしており、極めて多数の

特許をライセンスしているのであるから、個々の特許の貢献度は無いに

等しい。したがって、クロスライセンスにおいては、独占の利益は生じ

ていない。 

 フィリップス社とのジョイントライセンスについて 5 

      被告は、ＤＶＤビデオ規格の関係で、フィリップス社に対し、ジョイ

ントライセンスという形式でライセンスしていたところ、これにより被

告が受領した対価（本件の対象期間中の合計額）は、●（省略）●であ

る。 

      もっとも、上記対価には、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許以外の特10 

許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のＤＶＤビデオ規格関

連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、上記の金額に、本件のＤ

ＶＤビデオ規格に係る特許の数を乗じたものを、対象製品に関して被告

がライセンスしていた特許の総数（ドライブについては２７５件、ディ

スクについては２２０件）で除したものとなる。 15 

     Ｏｎｅ－Ｒｅｄのライセンスプログラムについて 

      被告は、ＤＶＤの規格団体であるＯｎｅ－Ｒｅｄを通じてＤＶＤビデ

オ規格関連特許を含む特許をライセンスしていた。そして、ＤＶＤビデ

オ関連製品について、被告が受領したライセンス料●（省略）●は、別

紙８のとおりである。 20 

      もっとも、上記対価には、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許以外の特

許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のＤＶＤビデオ規格関

連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、別紙８のとおり、上記の

金額に、本件のＤＶＤビデオ規格に係る特許の数を乗じたものを、対象

製品に関して被告がライセンスしていた特許の総数で除したものとなる。 25 

     Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅのライセンスプログラムについて 
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      被告は、Ｂｌｕ－ｒａｙの規格団体であるＯｎｅ－Ｂｌｕｅを通じて

ＤＶＤビデオ規格関連特許を含む特許をライセンスしていた。そして、

ＤＶＤビデオ関連製品について、被告が受領したライセンス料●（省略）

●は、別紙９のとおりである。 

      もっとも、上記対価には、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許以外の特5 

許のライセンスに係る対価も含まれるため、本件のＤＶＤビデオ規格関

連特許に係る使用者が受けるべき利益の額は、別紙９のとおり、上記の

金額に、本件のＤＶＤビデオ規格に係る特許の数を乗じたものを、対象

製品に関して被告がライセンスしていた特許の総数で除したものとなる。 

     ＳＩＥ（ＳＣＥ）・ＳＰＥについて 10 

●（省略）● 

      もっとも、被告は、例えば２００８年時点において●（省略）●もの

特許を有していたから、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許の貢献度を算

定するためには、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許と全特許の比率を乗

じるべきである。 15 

      また、被告とＳＰＥとの間では、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許に

関するライセンス契約は存在しない。ＳＰＥは、本件のＤＶＤビデオ規

格関連特許についてライセンス契約をしている別のメーカーからディス

クを購入しているから、被告に独占の利益は生じない。 

⑵ 争点２－２（本件各発明について被告が貢献した程度）について 20 

（原告の主張） 

    原告は、勤務時間外に本件各発明を着想し、課題解決の方向付けを行い、

実施可能に具体化したのであり、本件各発明の創作に当たって被告の貢献は

ない。また、被告には、本件各発明に係る技術的蓄積は極めて少なく、本件

各発明の着想・具現化・完成に当たり被告の技術的蓄積による寄与はないか25 

ら、被告の貢献を最大限見積もったとしても、８０％を超えることはない。 
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 （被告の主張） 

    本件のＤＶＤビデオ規格関連特許の出願時の資料（乙１３６ないし１４８）

から分かるとおり、当該特許の権利化において、被告の知的財産部が多大な

貢献をしている。すなわち、当該権利化に当たって、原告が関与した部分は、

一部の特許出願についての発明報告書の記載程度であり、その後の審査過程5 

におけるやり取り等については、概ね、被告の知的財産部員等が対応してい

る。また、当該特許がライセンスリストに掲載されるなど活用されるに至っ

たのは、被告が、単独でのライセンス契約のみならず、フィリップス社との

ジョイントライセンスやＯｎｅ－Ｒｅｄを通じてのライセンス等、多様な形

式でのライセンスの可能性を模索した上で、オープンライセンスポリシーを10 

採用して、ライセンスが活発になるように努めたからである。 

    そして、本件各特許が標準規格に係る特許であることは、特に考慮される

べきである。すなわち、標準規格としてある技術が採用されると、当該技術

自体の優劣にかかわらず、全世界で多数のライセンシーにより規格が用いら

れることになるため、ライセンシーが得るロイヤルティは、技術的意義には15 

関係なく多額になりがちである。そうすると、職務発明の相当対価請求訴訟

における使用者の貢献度の認定においては、このような標準規格関連特許の

特殊性を考慮に入れた上で、その割合が認定されるべきである。 

    以上によれば、原告と被告の貢献度の比率は、１：９９と評価すべきであ

る。 20 

⑶ 争点２－３（共同発明者間における原告の貢献度）について 

（原告の主張） 

    原告は、著作権保護技術を取り入れたフォーマットの確立が急務であると

確信し、勤務時間外に構想を練っていたところ、Ｂから懇願され、単独で本

件各発明の原案及び発明報告書を完成させた。したがって、本件各発明を着25 

想し、具現化し、完成させたのは専ら原告であり、Ｂは原告への声掛けをし
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たにすぎないから、共同発明者間における原告の貢献度が８０％を下回るこ

とはない。 

 （被告の主張） 

    原告は、被告在職中に、本件のＤＶＤビデオ規格関連特許に係る技術開発

等の業務に就いてはいなかったから、同特許に係る各発明は、主として、共5 

同発明者であるＢが着想し、発明の完成に貢献したものと考えるのが相当で

ある。このことは、上記特許の出願時の資料（乙１３６ないし１４８）から

も明らかであって、原告は、被告在職中、専ら手書きで書類作成を行ってい

たから、当該資料のうち、少なくともパソコンで作成されている部分は、原

告が作成したものではない。また、特許事務所との協議や、審査官面談等に10 

ついても、Ｂが行っており、原告は行っていない。これらの事情は、原告よ

りもＢの方が本件各発明を深く理解していたことを示すものであり、これは、

Ｂが本件各発明の着想・具体化に大きく寄与したことを示す。 

    したがって、原告とＢの貢献度の比率は、１：９と評価すべきである。 

第４ 当裁判所の判断 15 

１ 争点１（本件各発明の実施の有無）について 

  原告は、被告製品につき、これが採用する規格の限度で特定し、当該規格

によって特定される被告製品の構成が本件各発明に係る構成要件を充足する

旨主張する。そこで、原告主張に係る規格の限度で被告製品の構成を特定し、

当該構成が、本件各発明に係る当該構成要件を充足するかどうか、以下検討20 

する。 

２ 争点１－１－１（ＤＶＤ－ＲＯＭ規格における映像信号の記録）について 

  本件発明１－５－２１、１－７－１及び１－７－１０は、映像信号を記録

することを構成要件（本件構成要件１）として規定しているところ、原告は、

ＰＣ用のＤＶＤ－ＲＯＭドライブやＤＶＤ－ＲＯＭディスクが準拠するＤＶ25 

Ｄ－ＲＯＭ規格に基づき被告製品を特定した上、当該被告製品は、映像信号
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を記録する構成を有するとして、上記被告製品は本件構成要件１を充足する

旨主張する。 

そこで検討するに、証拠（甲８３・８頁、乙２１・ＰＨ－１、４３、４５頁）

によれば、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格は、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクとその読取装置の

互換性を保つために、コンピュータのデータ、映像及び音声のアプリケーショ5 

ンに共通の物理的な仕様やデータフォーマットを規定したものであるところ、

同ディスクにはコンピュータのデータ等の記録が可能であることからすると、

ＤＶＤ－ＲＯＭ規格は、映像信号を記録することを必須の要件とするものでは

なく、当該規格に基づく被告製品が、ＤＶＤ－ＲＯＭディスクに映像信号を記

録するものと直ちに認めることはできない。そうすると、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格10 

によって特定される被告製品は、映像信号を記録することを要件とする本件構

成要件１を充足するものとはいえない。   

  したがって、原告の主張は、採用することができない。 

３ 争点１－１－２（ＤＶＤビデオ規格における記録装置・方法）について 

本件発明１－７－１５、１－７－２４、１－７－２９及び１－７－３０の本15 

件構成要件２は、再生モード制御信号領域等のフォーマットが既に形成された

記録媒体に対して信号を記録するものであると解するのが相当であるところ、

原告は、ＤＶＤビデオ規格に基づき被告製品を特定した上、マスタリング装置

やフォーマットが上記のような記録をするものであるとして、上記被告製品は

本件構成要件２を充足する旨主張する。 20 

しかしながら、証拠（甲９２）及び弁論の全趣旨によれば、マスタリング装

置やフォーマットとは、ディスク自体の製造装置であって、既に所定の領域

（ヘッダ部、ＴＯＣ領域、再生モード制御信号領域等）が形成されたディスク

に信号を記録するものとはいえない。 

そうすると、マスタリング装置やフォーマットは、ディスク自体の製造装置25 

であるから、既に「再生モード制御信号領域」が形成された記録媒体に対して
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信号を記録するものではない。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明１

－７－１５、１－７－２４、１－７－２９及び１－７－３０の本件構成要件２

を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、本件構成要件２を正解するものとはいえず、5 

間接侵害その他の主張を含め、いずれも採用することができない。 

４ 争点１－１－３（Ｄ／Ａ変換と所定の変換処理の順序）について 

⑴ ＡＲＩＢ規格について 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－４－２０及び１－４

－２１の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対し10 

て所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項）につき、「Ｄ／Ａ

変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張し

た上、ＡＲＩＢ規格によって特定される被告製品が本件構成要件３を充足す

ると主張する。 

そこで検討するに、本件発明１－１－１１及び１－１－１４の本件構成要15 

件３は、「ディジタルデータをＤ／Ａ変換してなるアナログ信号に不法コピ

ー防止のための所定の変換処理を施す」と規定し、本件発明１－４－２０及

び１－４－２１の本件構成要件３は、「ディジタルデータをＤ／Ａ変換して

なるアナログ信号中のアナログカラー映像信号に対して、…処理を施す」と

規定している。これらの各規定が採用する本件構成要件３の文言によれば、20 

Ｄ／Ａ変換の後に「所定の変換処理」を施すものと解するのが相当である。 

このような解釈は、本件特許１－１の明細書（甲１）において、「本発明

の実施の形態の構成例では、例えばオリジナルのディジタル記録媒体に記録

されたディジタルビデオデータを再生して一度アナログビデオ信号にＤ／Ａ

変換し、このＤ／Ａ変換されたアナログ信号をアナログ出力、アナログ入力25 

端子を有するアナログインターフェイスを介して伝送し、その後このアナロ
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グビデオ信号を再度Ａ／Ｄ変換してディジタルビデオデータに戻してディジ

タル記録したり、上記アナログビデオ信号をそのままアナログ記録するよう

な、…場合においても、…プロテクト信号を生成し、これを…アナログのビ

デオ信号に混合することによって、不法なコピーを防ぐことができるように

している。」（【００５５】）と記載されていることとも十分に整合する。  5 

したがって、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」

を施すことを定めたものと認められる。 

これをＡＲＩＢ規格についてみると、証拠（甲８５）及び弁論の全趣旨に

よれば、ＡＲＩＢ規格においては、アナログ出力コピー制御情報に相当する

信号として「００」が入力された場合には、特段の対応の必要はないが、そ10 

れ以外の信号が入力された場合には、アナログ映像出力インターフェースの

出力については、通常のＶＣＲ等での録画を妨害できる方式で保護した上で

出力するとされている。そのため、ＡＲＩＢ規格では、出力するアナログ信

号を「通常のＶＣＲ等での録画を妨害できる方式で保護」するために「所定

の変換処理」を施すものであるが、「所定の変換処理」については、Ｄ／Ａ15 

変換等によるアナログ信号の生成の前後どちらで施すのか規定するものでは

ない。 

   そうすると、ＡＲＩＢ規格によって特定される被告製品は、「Ｄ／Ａ変換」

の後に「所定の変換処理」を施す構成を有するものと直ちに認めることはで

きない。  20 

したがって、ＡＲＩＢ規格によって特定される被告製品は、本件発明１－

１－１１、１－１－１４、１－４－２０及び１－４－２１の本件構成要件３

を充足するものとはいえない。 

⑵ ＡＴＳＣ規格について 

原告は、ＡＴＳＣ規格によって特定される被告製品は、本件発明２－２－25 

３５の本件構成要件３を充足すると主張する。 
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   そこで検討するに、本件発明２－２－３５の本件構成要件３は、「前記デ

ジタルデータ及び前記デジタルデータから生成されたアナログ信号に対して

プリセット変換を実行する」と規定されていることからすると、アナログ信

号に対して変換処理を実行することを定めたものといえる。しかしながら、

ＡＴＳＣ規格によって特定される被告製品がアナログ信号に対する変換処理5 

を必須とするものであることを認めるに足りる証拠がなく、上記被告製品は

本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

   したがって、ＡＴＳＣ規格によって特定される被告製品は、本件発明２－

２－３５の本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

⑶ ＤＶＤ－ＲＯＭ規格について 10 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１

０、１－４－２０、１－４－２１、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、

２－４－４、２－４－３５、２－４－３７、２－５－１及び２－５－１２の

本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して所定の

変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項）につき、ＤＶＤ－ＲＯＭ規15 

格に基づき被告製品を特定した上、被告製品は「Ｄ／Ａ変換」をする構成を

有するものであり、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施

される場合をも含むと主張した上、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される

被告製品が本件構成要件３を充足すると主張する。 

   そこで検討するに、●（省略）●そして、記録されたデータがコンピュー20 

タのデータである場合、又は出力先がデジタル表示装置等の場合には、技術

常識によれば、そもそも、Ｄ／Ａ変換する必要がないことは明らかである。

そうすると、同規格によって特定される被告製品が、記録されたデータを再

生する際にＤ／Ａ変換してアナログ信号を出力する構成を有するものと直ち

に認めることはできない。  25 

のみならず、仮に、原告の主張を前提としても、本件構成要件３は、「Ｄ
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／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを定めたものであることは、

前記説示のとおりであるところ、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される被

告製品が「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を必須とする

ことを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足す

るものとはいえない。 5 

したがって、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される被告製品は、本件発

明１－１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１０、１－４－２０、

１－４－２１、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－

４－３５、２－４－３７、２－５－１及び２－５－１２の本件構成要件３を

充足するものとはいえない。 10 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑷ ＤＶＤビデオ規格について 

原告は、本件発明１－１－１、１－１－６、１－１－１１、１－１－１４、

１－２－１、１－２－７、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－

４－１９、１－４－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、１15 

－４－２４、１－４－２５、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２

－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－

４－３５、２－４－３７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２

－５－１、２－５－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、２

－８－１及び２－８－２８の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成された20 

アナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項）

につき、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合

をも含むと主張した上、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品が本

件構成要件３を充足すると主張する。 

   しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処25 

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告
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の主張は、前提を欠く。●（省略）●ＤＶＤビデオ規格によって特定される

被告製品が、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施すことを有する

ものと認めることはできず、本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－１－１、１－１－６、１－１－１１、１－１－１４、１－２－１、１－5 

２－７、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－４－１９、１－４

－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、１－４－２４、１－

４－２５、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－

４－１、２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－４－３５、２－４

－３７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２－５－１、２－５10 

－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、２－８－１及び２－

８－２８の本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑸ ＤＶＤオーディオ規格について 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、２－２－１及び２－２－15 

１２の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して

所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項）につき、「Ｄ／Ａ変

換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した

上、ＤＶＤオーディオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件３を

充足すると主張する。 20 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、ＤＶＤオーディオ規格によって特定される被告製品

が「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認め25 

るに足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足するものとは
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いえない。 

したがって、ＤＶＤオーディオ規格によって特定される被告製品は、本件

発明１－１－１１、１－１－１４、２－２－１及び２－２－１２を充足する

ものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 5 

⑹ 記録型ＤＶＤ規格について 

原告は、本件発明１－１－１、１－１－６、１－１－１１、１－１－１４、

１－２－１、１－２－７、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－

４－１９、１－４－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、１

－４－２４、１－４－２５、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２10 

－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－

４－３５、２－４－３７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２

－５－１、２－５－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、２

－８－１及び２－８－２８の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成された

アナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項）15 

につき、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合

をも含むと主張した上、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品が本

件構成要件３を充足すると主張する。 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告20 

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品が

「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認める

に足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足するものとはい

えない。 25 

したがって、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品は、本件発明
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１－１－１、１－１－６、１－１－１１、１－１－１４、１－２－１、１－

２－７、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－４－１９、１－４

－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、１－４－２４、１－

４－２５、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－

４－１、２－４－４、２－４－１９、２－４－２５、２－４－３５、２－４5 

－３７、２－４－４３、２－４－４５、２－４－５５、２－５－１、２－５

－１２、２－５－７９、２－５－８９、２－５－９６、２－８－１及び２－

８－２８を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑺ ＢＤ関連規格について 10 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１

０、１－４－２０、１－４－２１、２－１－３３、２－１－４０、２－２－

１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－３５、２－４－３７、

２－５－１及び２－５－１２の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成され

たアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事15 

項）につき、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施される

場合をも含むと主張した上、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品が本

件構成要件３を充足すると主張する。 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告20 

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、弁論の全趣旨によれば、映像を再生して表示する場

合に、不正コピー防止のための処理を含む「所定の変換処理」を「Ｄ／Ａ変

換」の前に行うことは、公知技術であると認められる。この理は、技術常識

を踏まえると、ＢＤ関連規格においても異なるところはない。そして、ＢＤ25 

関連規格によって特定される被告製品が「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換
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処理」を施す構成を有することを認めるに足りる証拠はなく、上記被告製品

が本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

したがって、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件発明１－

１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１０、１－４－２０、１－

４－２１、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－5 

４－１、２－４－４、２－４－３５、２－４－３７、２－５－１及び２－５

－１２を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑻ ＵＭＤビデオ規格について 

   原告は、ＵＭＤビデオ規格はＤＶＤビデオ規格に準じるとして、ＵＭＤビ10 

デオ規格によって特定される被告製品は、本件発明１－１－１１、１－１－

１４、１－４－１、１－４－１０、１－４－２０、１－４－２１、２－２－

１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－３５及び２－４－３

７の本件構成要件３を充足すると主張する。 

   しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成15 

要件３を充足しないことは、前記において説示したとおりであるから、ＤＶ

Ｄビデオ規格に準じるＵＭＤビデオ規格によって特定される被告製品も本件

構成要件３を充足するものとはいえず、原告の主張は、その前提を欠く。そ

の他に、ＵＭＤビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件３を

充足することを認めるに足りる証拠はない。 20 

したがって、ＵＭＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１０、１－４－２０、

１－４－２１、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－

４－３５及び２－４－３７の本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 25 
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⑼ ＳＤ関連規格について 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１

０、１－４－１７、１－４－１９、１－４－２０、１－４－２１、１－４－

２２、１－４－２３、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、

２－４－３５、２－４－３７、２－４－４３、２－４－４５及び２－４－５5 

５の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して所

定の変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項）につき、「Ｄ／Ａ変換」

が「所定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、

ＳＤ関連規格によって特定される被告製品が本件構成要件３を充足すると主

張する。 10 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、ＳＤ関連規格によって特定される被告製品が「Ｄ／

Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足り15 

る証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

したがって、ＳＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件発明１－

１－１１、１－１－１４、１－４－１、１－４－１０、１－４－１７、１－

４－１９、１－４－２０、１－４－２１、１－４－２２、１－４－２３、２

－２－１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、２－４－３５、２－４20 

－３７、２－４－４３、２－４－４５及び２－４－５５を充足するものとは

いえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑽ ＡＡＣＳ規格について 

原告は、本件発明１－１－１１及び１－１－１４の本件構成要件３（Ｄ／25 

Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処
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理順序に関する特定事項）につき、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の

前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、ＡＡＣＳ規格によって特

定される被告製品が本件構成要件３を充足すると主張する。 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告5 

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、ＡＡＣＳ規格によって特定される被告製品が「Ｄ／

Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足り

る証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足するものとはいえない。 

したがって、ＡＡＣＳ規格によって特定される被告製品は、本件発明１－10 

１－１１及び１－１－１４を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑾ ＣＧＭＳ規格について 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、２－１－３３、２－１－

４０、２－２－１、２－２－１２、２－２－３５、２－２－４４、２－５－15 

１、２－５－１２及び２－５－４１の本件構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生

成されたアナログ信号に対して所定の変換処理を施す際の処理順序に関する

特定事項）につき、「Ｄ／Ａ変換」が「所定の変換処理」の前後いずれで施

される場合をも含むと主張した上、ＣＧＭＳ規格によって特定される被告製

品が本件構成要件３を充足すると主張する。 20 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、ＣＧＭＳ規格によって特定される被告製品が「Ｄ／

Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認めるに足り25 

る証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足するものとはいえない。 
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したがって、ＣＧＭＳ規格によって特定される被告製品は、本件発明１－

１－１１、１－１－１４、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－

２－１２、２－２－３５、２－２－４４、２－５－１、２－５－１２及び２

－５－４１を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 5 

⑿ マクロビジョン規格について 

原告は、本件発明１－１－１１、１－１－１４、１－４－２０、１－４－

２１、２－１－３３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－４－

１、２－４－４、２－４－１３、２－４－１６、２－４－３５、２－４－３

７、２－４－３９、２－４－４１、２－４－４３、２－４－４５、２－４－10 

４７、２－４－４９、２－４－５１、２－４－５３及び２－４－５５の本件

構成要件３（Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して所定の変換

処理を施す際の処理順序に関する特定事項）につき、「Ｄ／Ａ変換」が「所

定の変換処理」の前後いずれで施される場合をも含むと主張した上、マクロ

ビジョン規格によって特定される被告製品が本件構成要件３を充足すると主15 

張する。 

しかしながら、本件構成要件３は、「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処

理」を施すことを定めたものであることは、前記説示のとおりであり、原告

の主張は、前提を欠く。そして、本件構成要件３に係る上記解釈を前提とし

て充足性を検討すると、マクロビジョン規格によって特定される被告製品が20 

「Ｄ／Ａ変換」の後に「所定の変換処理」を施す構成を有することを認める

に足りる証拠はなく、上記被告製品は本件構成要件３を充足するものとはい

えない。 

したがって、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件発

明１－１－１１、１－１－１４、１－４－２０、１－４－２１、２－１－３25 

３、２－１－４０、２－２－１、２－２－１２、２－４－１、２－４－４、
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２－４－１３、２－４－１６、２－４－３５、２－４－３７、２－４－３９、

２－４－４１、２－４－４３、２－４－４５、２－４－４７、２－４－４９、

２－４－５１、２－４－５３及び２－４－５５を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

５ 争点１－１－４（記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につ5 

いて 

⑴ ＤＶＤ－ＲＯＭ規格について 

原告は、本件発明２－２－２３、２－２－２７、２－２－４５、２－５－

２３及び２－５－３４の本件構成要件４（記録制御情報の少なくとも一部を

鍵情報とすること）につき、●（省略）●ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定10 

される被告製品が本件構成要件４を充足すると主張する。 

そこで検討するに、本件構成要件４は、「記録制御情報の少なくとも一部

を鍵情報として使用」するという文言を採用し、本件特許２－２又は同２－

２と同旨の２－５の明細書（甲１０の３、甲１３の３、甲１４５、１４８、

１５６）には、「With the method and apparatus for recording a signal 15 

according to the present invention, a signal is ciphered using at 

least a portion of the recording control information designed for 

controlling the recording on a signal record medium as the key infor-

mation, or by the key information specified by at least a portion of 

the recording control information, with this recording control infor-20 

mation being arrayed at a pre-set position of a playback mode control 

signal area of the signal record medium and/or at a pre-set position 

of each signal recording unit on the signal record medium and being 

recorded along with the ciphered signal on the signal record medium.

（本発明による信号記録方法及び装置では、信号記録媒体の記録を管理する25 

ための記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として信号を暗号化し、又は
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記録制御情報の少なくとも一部によって特定される鍵情報によって信号を暗

号化し、この記録制御情報を信号記録媒体の再生モード制御信号領域若しく

は信号記録媒体の各信号記録単位の所定位置に配し、暗号化した信号ととも

に信号記録媒体に記録する。）」（甲１４５・２欄３４～４４行）と記載さ

れていることが認められる。 5 

上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、「鍵情報」は、「記

録制御情報」の一部を構成するものであって、暗号を解除するための鍵とし

て用いられる情報であるものと解するのが相当である。 

●（省略）● 

したがって、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される被告製品は、「記録10 

制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件

構成要件４の構成を有するものと認めることはできない。 

以上によれば、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格によって特定される被告製品は、本件

発明２－２－２３、２－２－２７、２－２－４５、２－５－２３及び２－５

－３４を充足するものとはいえない。 15 

したがって、原告の主張は、採用することができない。 

⑵ ＤＶＤビデオ規格について 

原告は、本件発明１－５―２１、２－１－１、２－１－１７、２－１－１

８、２－２－２３、２－２－２５、２－２－２７、２－２－４５、２－４－

７、２－４－１０、２－５－２３及び２－５－３４の本件構成要件４（記録20 

制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につき、●（省略）●ＤＶ

Ｄビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件４を充足すると主

張する。 

●（省略）● 

    そうすると、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、「記録制25 

御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構
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成要件４の構成を有するものと認めることはできない。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－５―２１、２－１－１、２－１－１７、２－１－１８、２－２－２３、

２－２－２５、２－２－２７、２－２－４５、２－４－７、２－４－１０、

２－５－２３及び２－５－３４を充足するものとはいえない。 5 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑶ ＤＶＤオーディオ規格について 

 原告は、本件発明２－２－２３、２－２－２５、２－２－２７及び２－２

－４５の本件構成要件４（記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とするこ

と）につき、●（省略）●ＤＶＤオーディオ規格によって特定される被告製10 

品が本件構成要件４を充足すると主張する。 

●（省略）● 

 そうすると、ＤＶＤオーディオ規格によって特定される被告製品は、「記

録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本

件構成要件４の構成を有するものと認めることはできない。 15 

 したがって、ＤＶＤオーディオ規格によって特定される被告製品は、本件

発明２－２－２３、２－２－２５、２－２－２７及び２－２－４５を充足す

るものとはいえない。 

 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑷ 記録型ＤＶＤ規格について 20 

    原告は、本件発明１－５－２１、２－１－１、２－１－１７、２－１－１

８、２－２－２３、２－２－２５、２－２－２７、２－２－４５、２－４－

７、２－４－１０、２－５－２３及び２－５－３４の本件構成要件４（記録

制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につき、ＤＶＤ－ＲＯＭ規

格又はＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品が本件構成要件４を充25 

足することを前提として、少なくとも本件構成要件４については、記録型Ｄ
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ＶＤ規格がＤＶＤ－ＲＯＭ規格又はＤＶＤビデオ規格と同種の構成を規定す

るものであるとして、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品につい

ても、本件構成要件４を充足する旨主張する。 

    しかしながら、ＤＶＤ－ＲＯＭ規格又はＤＶＤビデオ規格によって特定さ

れる被告製品が、本件構成要件４を充足しないことは、前記において説示し5 

たとおりである。そうすると、原告の主張は、その前提を欠く。 

    したがって、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－５－２１、２－１－１、２－１－１７、２－１－１８、２－２－２３、

２－２－２５、２－２－２７、２－２－４５、２－４－７、２－４－１０、

２－５－２３及び２－５－３４を充足するものとはいえない。 10 

    以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑸ ＢＤ関連規格について 

   原告は、本件発明２－２－２７及び２－２－４５の本件構成要件４（記録

制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につき、ＢＤ関連規格に規

定するＭＫＢ（メディア鍵の束）が上記にいう「記録制御情報」に、ＭＫＢ15 

の一部から読み出されたメディア鍵が上記にいう「鍵情報」に、それぞれ該

当する旨主張した上、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件構

成要件４を充足すると主張する。 

   そこで検討するに、本件発明２－２－２７の構成要件ｆ２及びｆ３は、

「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するという文言を採20 

用し、本件特許２－２の明細書（甲１０の３、甲１４５、１５６） には、

「With the method and apparatus for recording a signal according to 

the present invention, a signal is ciphered using at least a portion 

of the recording control information designed for controlling the 

recording on a signal record medium  as the key information, or by 25 

the key information specified by at least a portion of the recording 
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control information, with this recording control information being 

arrayed at a pre-set position of a playback mode control signal area 

of the signal record medium and/or at a pre-set position of each 

signal recording unit on the signal record medium and being recorded 

along with the ciphered signal on the signal record medium.（本発明5 

による信号記録方法及び装置では、信号記録媒体の記録を管理するための記

録制御情報の少なくとも一部を鍵情報として信号を暗号化し、又は記録制御

情報の少なくとも一部によって特定される鍵情報によって信号を暗号化し、

この記録制御情報を信号記録媒体の再生モード制御信号領域若しくは信号記

録媒体の各信号記録単位の所定位置に配し、暗号化した信号とともに信号記10 

録媒体に記録する。）」（甲１４５・２欄３４～４４行） と記載されてい

ることが認められる。 

上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、記録制御情報とは、

信号記録媒体への記録を制御するための情報と解するのが相当であるのに対

し、鍵情報は、再生の方法や様式に関する制御情報の少なくとも一部を構成15 

するものと解するのが相当であるから、鍵情報自体は、記録制御情報に該当

しないものと認めるのが相当である。 

これを原告が「記録制御情報」に該当すると主張するＭＫＢ（メディア鍵

の束）についてみると、証拠（甲９１）及び弁論の全趣旨によれば、ＢＤの

ディスクにおいては、暗号化されたメディア・キー（Ｍｅｄｉａ Ｋｅｙ）20 

のセットが、ＭＫＢ（Ｍｅｄｉａ Ｋｅｙ Ｂｌｏｃｋ）に保存されており、

ＭＫＢは、暗号化された情報の暗号化を解くための暗号鍵として用いられる

ことが認められる。そのため、ＭＫＢは、信号記録媒体への記録を制御する

ための情報ではなく、暗号鍵として用いられる「鍵情報」の束であるといえ

る。 25 

  そうすると、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、「記録制御情
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報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要

件４の構成を有するものと認めることはできない。 

  したがって、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件発明２－

２－２７及び２－２－４５を充足するものとはいえない。 

   以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 5 

⑹ ＵＭＤ規格について 

 原告は、本件発明２－２－２７及び２－２－４５の本件構成要件４（記録

制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につき、●（省略）●ＵＭ

Ｄ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件４を充足すると主張す

る。  10 

●（省略）● 

 したがって、ＵＭＤ規格によって特定される被告製品は、本件発明２－２

－２７及び２－２－４５を充足するものとはいえない。 

 以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑺ ＵＭＤビデオ規格について 15 

原告は、本件発明１－５－２１、２－２－２３、２－２－２７及び２－２

－４５の本件構成要件４（記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とするこ

と）につき、ＵＭＤ規格によって特定される被告製品が本件構成要件４を充

足することを前提として、少なくとも本件構成要件４については、ＵＭＤビ

デオ規格がＵＭＤ規格と同種の構成を規定するものであるとして、ＵＭＤビ20 

デオ規格によって特定される被告製品についても、本件構成要件４を充足す

る旨主張する。 

しかしながら、ＵＭＤ規格によって特定される被告製品が、本件構成要件

４を充足しないことは、前記において説示したとおりである。そうすると、

原告の主張は、その前提を欠く。 25 

    したがって、ＵＭＤ規格によって特定される被告製品は、本件発明１－５
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－２１、２－２－２３、２－２－２７及び２－２－４５を充足するものとは

いえない。 

    以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

  ⑻ ＳＤ関連規格について 

   原告は、本件発明２－２－２７、２－２－４５、２－４－７及び２－４－5 

１０の本件構成要件４（記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）

につき、●（省略）●それぞれ該当する旨主張した上、ＳＤ関連規格によっ

て特定される被告製品は、本件構成要件４を充足すると主張する。 

そこで検討するに、証拠（甲９８）及び弁論の全趣旨によれば、ＳＤビデ

オにおいては、保護エリアには暗号化されたタイトル鍵と暗号化された使用10 

規則（ＵＲ）が含まれ、タイトル鍵と使用規則（ＵＲ）は、メディア固有鍵

と共に連結及び暗号化されるものの、タイトル鍵は、使用規則内に保存され

るものではないことが認められる。そうすると、タイトル鍵が、使用規則

（ＵＲ）の少なくとも一部を構成するものと認めることはできず、その他に、

使用規則（ＵＲ）の少なくとも一部が「鍵情報」であることを認めるに足り15 

る証拠はない。 

   したがって、ＳＤ関連規格によって特定される被告製品は、「記録制御情

報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要

件４の構成を有するものと認めることはできない。 

以上によれば、ＳＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件発明２20 

－２－２７、２－２－４５、２－４－７及び２－４－１０を充足するものと

はいえない。 

したがって、原告の主張は、採用することができない。 

⑼ ＳＡＣＤ規格について 

   原告は、本件発明２－２－２７及び２－２－４５の本件構成要件４（記録25 

制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につき、●（省略）●ＳＡ
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ＣＤ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件４を充足すると主張

する。 

そこで検討するに、本件発明２－２－２７及び２－２－４５の本件構成要

件４については、鍵情報が、信号記録媒体への記録を制御するための情報の

少なくとも一部を構成するものであることは、前記において説示したとおり5 

である。 

   ●（省略）● 

したがって、ＳＡＣＤ規格によって特定される被告製品は、「記録制御情

報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要

件４の構成を有するものと認めることはできない。 10 

したがって、ＳＡＣＤ規格によって特定される被告製品は、本件発明２－

２－２７及び２－２－４５の本件構成要件４を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑽ ＡＡＣＳ規格について 

   原告は、本件発明２－２－２７及び２－２－４５の本件構成要件４（記録15 

制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）につき、●（省略）●主張

した上、ＡＡＣＳ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件４を充

足すると主張する。 

しかしながら、ＭＫＢは、信号記録媒体への記録を制御するための情報で

はなく、暗号鍵として用いられる「鍵情報」の束であることは、前記におい20 

て説示したとおりである。 

そうすると、ＡＡＣＳ規格によって特定される被告製品は、「記録制御情

報の少なくとも一部を鍵情報として使用」するものとはいえず、本件構成要

件４の構成を有するものと認めることはできない。 

したがって、ＡＡＣＳ規格によって特定される被告製品は、本件発明２－25 

２－２７及び２－２－４５を充足するものとはいえない。 
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以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

６ 争点１－１－５（記録媒体上の特定の領域に記録すること）について 

⑴ 記録型ＤＶＤ規格について 

原告は、本件発明１－５－１、１－５－１１、１－７－１、１－７－１０、

１－７－１５、１－７－２４、１－７－２９、１－７－３０、２－３－１、5 

２－３－１５、２－３－３０、２－３－４０及び２－３－４２の本件構成要

件５（記録媒体上の特定の領域に「再生の方法や様式に関する制御信号」又

は「他の記録媒体へのコピーを管理する」情報を記録すること）につき、少

なくとも本件構成要件５については、記録型ＤＶＤ規格がＤＶＤ－ＲＯＭ規

格又はＤＶＤビデオ規格と同種の構成を規定するものであり、ＤＶＤ－ＲＯ10 

Ｍ規格又はＤＶＤビデオ規格（以下、本項において「ＤＶＤ－ＲＯＭ等規格」

という。）によれば、上記構成要件にいう「制御信号」又は「管理する」情

報が著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）に記録されているとして、記録型Ｄ

ＶＤ規格によって特定される被告製品についても、本件構成要件５を充足す

る旨主張する。 15 

そこで検討するに、証拠（甲９６）及び弁論の全趣旨によれば、記録型Ｄ

ＶＤ規格は、著作権を管理する機能について、ＣＰＲＭを用いたコピー管理

に関する事項を規定していることまでは認められるものの、●（省略）●そ

うすると、本件構成要件５につき記録型ＤＶＤ規格がＤＶＤ－ＲＯＭ等規格

と同種の構成を規定する旨の原告の主張は、その前提を欠く。 20 

そもそも、著作権を管理する機能についてみると、ＤＶＤ－ＲＯＭ等規格

によって規定されるものは、読み取り専用のデータに関するものであるのに

対し、記録型ＤＶＤ規格によって規定されるものは、新たなデータをディス

クに記録可能とするものであることからすると、記録型ＤＶＤ規格における

再生状態の制御又は不正コピーの防止に、ＤＶＤ－ＲＯＭ等規格によって規25 

定される著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）が用いられないことは、技術常
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識に照らしても明らかである。 

そうすると、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品は、記録媒体

上の特定の領域に「再生の方法や様式に関する制御信号」又は「他の記録媒

体へのコピーを管理する」情報を記録するものとはいえず、本件構成要件５

の構成を有するものと認めることはできない。 5 

したがって、記録型ＤＶＤ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－５－１、１－５－１１、１－７－１、１－７－１０、１－７－１５、１

－７－２４、１－７－２９、１－７－３０、２－３－１、２－３－１５、２

－３－３０、２－３－４０及び２－３－４２を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 10 

⑵ ＢＤ関連規格について 

原告は、本件発明２－３－１、２－３－４０及び２－３－４２の本件構成

要件５に係る「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」

につき、ＢＤビデオディスクが採用するＡＡＣＳには、ＨＤ映像のアナログ

出力をコントロールするフラグがあり、これが「記録制御コード」に該当し、15 

また、ＡＡＣＳには、著作権を保護する著作権管理情報などの記録制御コー

ドを記憶するための領域（再生モード制御信号領域）があることは公知であ

ると主張して、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件構成要件

５を充足すると主張する。 

そこで検討するに、本件構成要件５の「再生モード制御信号領域」は、そ20 

の文言どおり、ディスク状記録媒体において、再生の方法や様式を制御する

情報を記録する領域と解するのが相当である。 

これをＢＤ関連規格についてみると、「記録制御コードを記憶するための

再生モード制御信号領域」がＢＤビデオディスクに備えられていることが公

知であるとまでいうことはできず、原告の主張はその前提を欠くものであり、25 

本件全証拠によっても、これを認めるに足りない。 
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また、本件発明２－３－１（ｉ３－２）には、「前記装置によって、前記

アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を通じて再

生及び／又は記録制御を実施するように動作可能な記録制御信号の生成に使

用可能である。」と規定し、上記規定に対応する本件発明２－３－４０（ｌ

３－２）には、「前記装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブラン5 

キング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信

号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連する

カラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記

録制御信号の生成に使用可能である。」と規定し、上記各規定に対応する本

件発明２－３－４２（ｍ３－２）は、「前記装置によって、前記アナログビ10 

デオ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成するように

動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定している。 

上記各規定によれば、「記録制御コード」は、アナログビデオ信号の所定

の領域の変更を通じて、記録の制御に用いられる記録制御信号を生成するた

めの情報であると解するのが相当である。 15 

これを原告が「記録制御コード」に該当すると主張するフラグについてみ

ると、証拠（甲９１）及び全弁論の趣旨によれば、上記フラグは、アナログ

出力に関する制御を行うものであることが認められるものの、記録の制御に

用いられる記録制御信号を生成するための情報であるとまで認めることはで

きない。 20 

そうすると、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件構成要件

５に係る「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」の構

成を有するものと認めることはできない。 

したがって、ＢＤ関連規格によって特定される被告製品は、本件発明２－

３－１、２－３－４０及び２－３－４２を充足するものとはいえない。 25 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 
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⑶ ＵＭＤビデオ規格について 

原告は、本件発明１－７－１０の本件構成要件５に係る「予備データ領域

に上記記録制御情報を記録」につき、●（省略）●ＵＭＤビデオ規格によっ

て特定される被告製品は、本件構成要件５を充足すると主張する。 

   そこで検討するに、本件発明１－７－１０の構成要件Ｏ１は、「他の記録5 

媒体へコピーすることを管理するための記録制御情報」と規定しているとこ

ろ、●（省略）●そうすると、ＣＰＩが記録制御情報であるものと認めるこ

とはできず、本件構成要件５に係る「上記記録制御情報を記録」するものと

はいえない。 

その他に、原告は、ＵＭＤビデオ規格がＤＶＤビデオ規格に準じていると10 

主張するものの、ＵＭＤビデオ規格がＤＶＤビデオ規格に準じることを認め

るに足りる証拠はなく、これが技術常識であるともいえない。 

そうすると、ＵＭＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件構成

要件５に係る「予備データ領域に上記記録制御情報を記録」を有するものと

認めることはできない。 15 

したがって、ＵＭＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明

１－７－１０を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑷ ＣＧＭＳ規格について 

原告は、本件発明２－３－１及び２－３－４２の本件構成要件５に係る20 

「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」につき、ＤＶ

Ｄ、ＢＤ、ＵＭＤ等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録

制御コードを記憶するための領域（再生モード制御信号領域）があることは

公知であると主張して、ＣＧＭＳ規格によって特定される被告製品は、本件

構成要件５を充足すると主張する。 25 

しかしながら、証拠（甲８７、８９、９０）によれば、ＣＧＭＳ規格は、
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コピー制御に関する情報の構造を規定したものであるといえるものの、記録

媒体上の特定の「再生モード制御信号領域」に前記コピー制御に関する情報

を記録することを規定しているとまでいうことはできず、原告の主張は、そ

の前提を欠く。その他に、原告は、ＣＧＭＳ規格がＤＶＤ関連規格又はＳＤ

関連規格に準じていると主張するものの、ＣＧＭＳ規格がＤＶＤ関連規格又5 

はＳＤ関連規格に準じることを認めるに足りる証拠はなく、これが技術常識

であるともいえない。 

そうすると、ＣＧＭＳ規格によって特定される被告製品は、本件構成要件

５の構成を有するものと認めることはできない。 

したがって、ＣＧＭＳ規格によって特定される被告製品は、本件発明２－10 

３－１及び２－３－４２を充足するものとはいえない。 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

⑸ マクロビジョン規格について 

原告は、本件発明２－３－４０の本件構成要件５に係る「記録制御コード

を記憶するための再生モード制御信号領域」につき、ＤＶＤ、ＢＤ、ＵＭＤ15 

等のディスク状記録媒体には、コピー制御情報などの記録制御コードを記憶

するための領域（再生モード制御信号領域）があることは公知であると主張

して、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件構成要件５

を充足すると主張する。 

しかしながら、証拠（甲８７ないし８９）及び弁論の全趣旨によれば、マ20 

クロビジョン規格は、コピー制御に関する情報の構造を規定したものである

といえるものの、記録媒体上の特定の「再生モード制御信号領域」に上記コ

ピー制御に関する情報を記録することを規定しているとまでいうことはでき

ず、原告の主張は、その前提を欠く。その他に、原告は、マクロビジョン規

格がＤＶＤ関連規格又はＳＤ関連規格に準じていると主張するものの、マク25 

ロビジョン規格がＤＶＤ関連規格又はＳＤ関連規格に準じることを認めるに
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足りる証拠はなく、これが技術常識であるともいえない。 

そうすると、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件構

成要件５の構成を有するものと認めることはできない。 

したがって、マクロビジョン規格によって特定される被告製品は、本件発

明２－３－４０を充足するものとはいえない。 5 

以上によれば、原告の主張は、採用することができない。 

７ 争点１－２（個別の争点）について 

   争点１－１（共通の争点）において説示したところによれば、原告主張に係

る規格によって特定される被告製品の構成は、ＤＶＤビデオ規格に対する本件

発明１－５－１、１－５－１１、１－７－１、１－７－１０、２－３－１、２10 

－３－１５、２－３－３０、２－３－４０及び２－３－４２を除き、いずれも

本件各発明を充足しないものと認められる。以上を踏まえ、争点１－２におい

ては、ＤＶＤビデオ規格にによって特定される被告製品が、本件発明１－５－

１、１－５－１１、１－７－１、１－７－１０、２－３－１、２－３－１５、

２－３－３０、２－３－４０及び２－３－４２を充足するか否かにつき、以下15 

順に検討する。 

８ 争点１－２－１（本件発明１－５－１とＤＶＤビデオ規格）について 

⑴ 「録画制御コード」について 

本件発明１－５－１は、その構成要件の文言によれば、アナログ映像信号

の態様の録画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させるデジタ20 

ルディスク媒体（構成要件Ｋ１）であって、不法コピー防止のための録画制

御コードを記録する（同Ｋ３）ことを特徴とするもの（同Ｋ４）である。   

そうすると、本件発明１－５－１は、アナログ映像信号の態様の録画スク

ランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させるための「録画制御コード」

を記録する構成を特徴とするものである。 25 

そして、本件特許１－５の明細書（甲５）においては、「不法コピー防止
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のための所定のＩＤビット（ＣＧＭＳ：コピー世代管理システムの規格の禁

止コード）を記録」した記録媒体のデジタルビデオ信号を再生する際に

（【０００５】）、「ＩＤビットを読み飛ばすような不法コピーを防止でき、

また、ディジタルデータを一旦アナログ信号に変換してこれをアナログ又は

ディジタル的に不法コピーすることを禁止し、さらに段階的な世代コピーを5 

も禁止することが可能」とすることを課題とし（【００１０】）、当該課題

を解決するための具体的な実施形態として、「コピー管理情報は、アナログ

及びディジタルのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止する旨を指

示する情報と、コピーの世代制限を指示する情報との何れか一方又は両方か

らなり」（【００２２】）、記録媒体には、デジタルビデオ信号を再生する10 

際に、例えば、「世代制限を指示するビットＣＭｃとして割り当てられ、…

ディジタル及びアナログのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止す

る旨を指示するビットＣＭＭとして割り当てられ」ているコピー管理情報が

記録されており（【００２３】）、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信

号に変換した際に、コピー管理情報に基づいてコピーの世代制限とコピー禁15 

止を示すプロテクトコード信号を発生させて、アナログビデオ信号の垂直帰

線消去期間に付加すること（【００５４】ないし【００５６】）又はコピー

管理情報に基づいて正常な録画をできなくさせるプロテクトパルスを発生さ

せて、アナログビデオ信号の垂直帰線消去期間に付加すること（【００８５】

ないし【００９２】）を行うものと記載されている。 20 

上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、本件発明１－５－１

の「記録媒体」とは、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した

場合における「アナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、

さらに段階的な世代コピーをも禁止する」という課題を解決するために、再

生装置において「アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び／又25 

は録画禁止信号を発生させる」ように動作させる「録画制御コード」を記録
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するものと認められる。そして、上記文言及び上記記載によれば、本件発明

１－５－１の「録画制御コード」は、上記明細書にいう「コピー管理情報」

に対応するものであるから、その具体的な実施形態として、アナログ信号に

対する「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」を含むものといえる。 

●（省略）●そして、ＤＶＤビデオ規格によって規定されているＤＶＤビ5 

デオディスクの再生装置においては、当該ディスクに記録されたデジタルビ

デオ信号をアナログビデオ信号にＤ／Ａ変換した場合に、上記アナログビデ

オ信号を記録媒体にコピーできないようにするために上記アナログビデオ信

号に対してＣＧＭＳ－Ａ（コピー世代管理情報を付与するもの）やＡＰＳ

（録画スクランブルを付与するもの）を適用するものであり、技術常識によ10 

れば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにすること

は、ＣＰＲ＿ＭＡＩ（著作権管理情報）に基づき行われるものと解するのが

相当である。 

そうすると、ＤＶＤビデオ規格におけるＤＶＤビデオディスクのデータ領

域に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、再生装置において「アナログ映像信号の15 

態様の録画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させる」ための

情報であるといえるから、本件発明１－５－１の「録画制御コード」に該当

することが認められる。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明１－５－１の「録画制御コード」を充足するものと20 

いえる。 

これに対し、被告は、ＡＰＳ（アナログ・プロテクション・システム）が

著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）に基づき使われるものであることにつき

立証がなく、上記構成要件を充足するとはいえないと主張する。 

しかしながら、上記において説示したとおり、ＣＰＲ＿ＭＡＩ（著作権管25 

理情報）は、アナログビデオ信号としてコピーすることを管理するためのコ
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ピー管理情報であって、ＤＶＤビデオ規格によって規定されているＤＶＤビ

デオディスクの再生装置において、ディスクに記録されたデジタルビデオ信

号をアナログビデオ信号にＤ／Ａ変換した場合に、ＣＰＲ＿ＭＡＩに基づい

てＡＰＳが適用されるものであると認められる。そうすると、ＡＰＳ（アナ

ログ・プロテクション・システム）が著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）に5 

基づき使われるものであることにつき立証がされているものといえる。 

したがって、被告の主張は、採用することができない。 

⑵ 「再生態様制御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の

上記各ヘッダ部」について 

本件特許１－５の明細書等（甲５）によれば、本件発明１－５－１の「ヘ10 

ッダ部」とは、セクタの先頭に配置される領域であり、当該ヘッダ部にはコ

ピー管理情報が配されていること（【００３２】、図５）、図５のセクタフ

ォーマットの代わりとして、先頭からＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 

Ｄａｔａ）、ＩＥＤ（ＩＤ Ｅｒｒｏｒ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｃｏｄｅ）及

びＲＳＶが配置されること並びにＲＳＶ内にコピー管理情報を設けること15 

（【０１１０】ないし【０１１３】、図１７）が認められる。 

●（省略）● 

そうすると、ＤＶＤビデオ規格におけるＤＶＤビデオディスクは、セクタ

構造の各ヘッダ部に、「録画制御コード」に該当するＣＰＲ＿ＭＡＩを記録

するものであるから、「再生態様制御信号領域部、及び／又はディジタル映20 

像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」に録画制御コードを記録しているとい

える。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明１－５－１の「再生態様制御信号領域部、及び／又

はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」を充足するものといえ25 

る。 
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これに対し、被告は、構成要件Ｋ２における「ヘッダ部」というのは、４

バイトの「ＩＤ」部分のみを意味するのであって、原告が「録画記録コード

信号」に相当するとするＣＰＲ＿ＭＡＩは「ヘッダ部」にはないと主張する。

しかしながら、セクタ構造全体からすれば、ＣＰＲ＿ＭＡＩは、セクタの先

頭部分に記録されるものであり、当該先端部分がヘッダ部といえることは明5 

らかである。したがって、被告の主張は、採用することができない。 

⑶ 小括 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、上記認定に係る

ＣＰＲ＿ＭＡＩの内容等を踏まえると、被告の主張は、いずれも採用するこ

とができない。 10 

そして、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ規格によ

って特定される被告製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明１－５－１の

各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 

９ 争点１－２－２（本件発明１－５－１１とＤＶＤビデオ規格）について 

⑴ ＤＶＤビデオディスクは、「検出」「変換」「出力」するか否かについて 15 

被告は、ＤＶＤビデオディスクは、単なる媒体にすぎず、自らが「検出」

（構成要件Ｌ１－１）、「発生させ」（構成要件Ｌ１－２）、「変換し」

（構成要件Ｌ１－３）、「信号を付加し」（構成要件Ｌ１－４）、「出力す

る」（構成要件Ｌ１－５）ものではなく、ＤＶＤビデオディスクは、構成要

件Ｌ１を充足しないと主張する。 20 

しかしながら、本件発明１－５－１１の構成要件の文言によれば、「ディ

ジタル化された映像信号と共に、…不法コピー防止のための録画制御コード

を、記録してなる」ことを特徴とする「ディジタルディスク媒体」であって、

同構成要件にいう「検出」、「変換」及び「出力」は、再生装置の作用又は

用途を定めたものにすぎず、「ディジタルディスク媒体」自体が「検出」、25 

「変換」及び「出力」することを規定するものとはいえない。したがって、
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被告の主張は、同構成要件を正解するものとはいえず、採用することができ

ない。 

⑵ 「録画制御コード」について 

ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領域に記録される

ＣＰＲ＿ＭＡＩがアナログビデオ信号としてコピーすることを管理するため5 

のコピー管理情報であるといえることは、前記において説示したとおりであ

る。そうすると、本件発明１－５－１１の「録画制御コード」に該当するこ

とが認められる。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明１－５－１１の「録画制御コード」を充足するもの10 

といえる。 

これに対する被告の主張が採用できないことは、前記において説示したと

ころと同様である。 

⑶ 「再生態様制御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領域の

上記各ヘッダ部」について 15 

    ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、セクタ構造の各ヘッダ

部に、「録画制御コード」に該当するＣＰＲ＿ＭＡＩを記録するものである

から、「再生態様制御信号領域部、及び／又はディジタル映像信号の記録領

域の上記各ヘッダ部」に録画制御コードを記録していることは、前記におい

て説示したとおりである。 20 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明１－５－１１の「再生態様制御信号領域部、及び／

又はディジタル映像信号の記録領域の上記各ヘッダ部」を充足するものとい

える。 

これに対する被告の主張が採用できないことは、前記において説示したと25 

ころと同様である。 
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⑷ Ｄ／Ａ変換について 

    被告は、そもそも被告製品におけるＤ／Ａ変換の存在につき立証がないし、

また、被告製品においては本件発明１－５－１１の定めるＤ／Ａ変換と所定

の変換処理の順序が逆であるから、充足しないと主張する。 

    しかしながら、本件発明１－５－１１は「上記録画スクランブル信号及び5 

／又は録画禁止信号が付加されたアナログ映像信号を出力する」と規定する

ものの、この場合にいう「アナログ映像信号を出力する」とは、再生装置の

作用又は用途を定めたものにすぎず、デジタルディスク媒体自体が、アナロ

グ映像信号を出力することを規定するものではない。 

そうすると、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明１－５－１10 

１は、アナログ映像信号を出力するものとはいえないのであるから、同発明

がＤ／Ａ変換を含むものではないことは明らかである。 

したがって、Ｄ／Ａ変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を

左右するものとはいえず、採用の限りではない。 

⑸ 小括 15 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、被告の主張は、

本件発明１－５－１１を正解しないものに帰し、いずれも採用することがで

きない。 

そして、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ規格によ

って特定される被告製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明１－５－１１20 

の各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 

10 争点１－２－３（本件発明１－７－１とＤＶＤビデオ規格）について 

⑴ 「記録制御情報」について 

    本件発明１－７－１は、その構成要件の文言によれば、アナログ映像信 

号としてコピーすることを管理するための記録制御情報を記録したディスク25 

状記録媒体（構成要件Ｎ１）である。 
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そして、本件特許１－７の明細書（甲７）においては、「不法コピー防 

止のための所定のＩＤビット（ＣＧＭＳ：コピー世代管理システムの規格の

禁止コード）を記録」した記録媒体のデジタルビデオ信号を再生する際に

（【０００５】）、「ＩＤビットを読み飛ばすような不法コピー」（【００

０８】）を防止し、「ディジタルデータを一旦アナログ信号に変換してこれ5 

をアナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、さらに段階的

な世代コピーをも禁止することが可能」（【００１０】）とすることを課題

とし、当該課題を解決するための具体的な実施形態として、「コピー管理情

報は、アナログ及びディジタルのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを

禁止する旨を指示する情報と、コピーの世代制限を指示する情報との何れか10 

一方又は両方からなり」（【００２２】）、記録媒体には、デジタルビデオ

信号を再生する際に、例えば、「世代制限を指示するビットＣＭｃとして割

り当てられ、例えば下位側のｂ２、ｂ１、ｂ０のビットがディジタル及びア

ナログのコピーを禁止又はディジタルのみコピーを禁止する旨を指示するビ

ットＣＭＭとして割り当てられ」ているコピー管理情報が記録されており15 

（【００２３】）、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した際

に、コピー管理情報に基づいてコピーの世代制限とコピー禁止を示すプロテ

クトコード信号を発生させて、アナログビデオ信号の垂直帰線消去期間に付

加すること（【００５４】ないし【００５６】）又はコピー管理情報に基づ

いて正常な録画をできなくさせる複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信20 

号との組み合わせ信号（【００８５】ないし【００９２】）やカラーバース

ト信号を付加すること（【０１０４】ないし【０１０８】）を行うものと記

載されている。 

上記構成要件の文言及び上記明細書の記載によれば、本件発明１－７－１

の「記録媒体」とは、デジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換した25 

場合における「アナログ又はディジタル的に不法コピーすることを禁止し、
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さらに段階的な世代コピーをも禁止する」という課題を解決するために、ア

ナログ信号としてコピーすることを管理するための「記録制御情報」を記録

するものと認められる。そして、上記文言及び上記記載によれば、本件発明

１－７－１の「記録制御情報」は、上記明細書にいう「コピー管理情報」に

対応するものであるから、その具体的な実施形態として、アナログ信号に対5 

する「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」を含むものといえる。 

これをＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクについてみると、Ｄ

ＶＤビデオディスクのデータ領域に記録されたＣＰＲ＿ＭＡＩは、「世代制

限又はコピー禁止を指示するビット」（ＣＧＭＳ）を備えるものであり、再

生装置において「アナログ映像信号の態様の録画スクランブル信号及び／又10 

は録画禁止信号を発生させる」ための情報であることは、前記において説示

したとおりである。 

    そうすると、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領域

に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、アナログビデオ信号としてコピーすること

を管理するためのコピー管理情報であるといえるから、本件発明１－７－１15 

の「記録制御情報」に該当することが認められる。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、本件発明

１－７－１の「記録制御情報」を充足するものといえる。 

⑵ 「リードイン内のＴＯＣ領域」及び「プログラム領域」について 

●（省略）●本件発明１－７－１の「ＴＯＣ領域」及び「プログラム領域」20 

（構成要件Ｎ２）を充足しない旨主張する。 

●（省略）● 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、「リード

イン内のＴＯＣ領域」及び「プログラム領域」を有するものであるから、同

規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明１－25 

７－１の「リードイン内のＴＯＣ領域」及び「プログラム領域」（構成要件
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Ｎ２）を充足するものといえる。 

その他に、被告は、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは「リ

ードイン内のＴＯＣ領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造」（構成

要件Ｎ２）を充足する旨の規定がないとも主張するが、証拠（甲１０１）及

び弁論の全趣旨によれば、リードイン領域内のＴＯＣ領域と、データ領域5 

（プログラム領域）が、同サイズのセクタ構造であることは、技術常識に照

らしても明らかである。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「ＴＯＣ領域とプログラム領域は同サイズのセクタ構造」

（構成要件Ｎ２）についても充足するものといえる。 10 

⑶ 「ヘッダ部」について 

    被告は、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）は「ヘッダ部」には存在しな

いから、原告が、著作権管理情報（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）に相当するとする「記

録制御情報」も「ヘッダ部」には存在しないと主張する。 

    しかしながら、ＤＶＤビデオ規格で規定されたＤＶＤビデオディスクは、15 

セクタ構造の各ヘッダ部に、「記録制御情報」に該当するＣＰＲ＿ＭＡＩを

記録するものであることは、前記において説示したとおりである。 

    したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「記録制御情報を…ヘッダ部に記録してなる」（構成要件Ｎ

４）を充足するものといえる 20 

⑷ 小括 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、上記認定に係る

ＣＰＲ＿ＭＡＩの内容等を踏まえると、被告の主張は、いずれも採用するこ

とができない。 

そして、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ規格によ25 

って特定される被告製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明１－７－１の
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各構成要件をいずれも充足するものと認められる。 

11 争点１－２－４（本件発明１－７－１０とＤＶＤビデオ規格）について 

⑴ 「記録制御情報」について 

  ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領域に記録される

ＣＰＲ＿ＭＡＩは、「世代制限又はコピー禁止を指示するビット」（ＣＧＭ5 

Ｓ）を備えるものであり、再生装置において「アナログ映像信号の態様の録

画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号を発生させる」ための情報であ

ることは、前記において説示したとおりである。 

  そうすると、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領域

に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、アナログ信号としてコピーすることを管理10 

するための情報であるといえるから、本件発明１－７－１０の「記録制御情

報」に該当することが認められる。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明１－７－１０の「記録制御情報」を充足するものと

いえる。 15 

⑵ 「リードイン内のＴＯＣ領域」及び「プログラム領域」について 

    ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、「リードイン内のＴＯ

Ｃ領域」及び「プログラム領域」を有するものであることは、前記において

説示したとおりである。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ20 

オディスクは、本件発明１－７－１０の「リードイン内のＴＯＣ領域」及び

「プログラム領域」（構成要件Ｏ２）を充足するものといえる。 

⑶ 「ヘッダ部」について 

    ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、セクタ構造の各ヘッダ

部に、「記録制御情報」に該当するＣＰＲ＿ＭＡＩを記録するものであるこ25 

とは、前記において説示したとおりである。 
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    したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、「該ヘッ

ダ部は…記録制御情報を記録した」（構成要件Ｏ４）を充足するものといえ

る。 

⑷ 小括 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説5 

示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができな

い。したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビ

デオディスクは、本件発明１－７－１０の各構成要件をいずれも充足するも

のと認められる。 

12 争点１－２－５（本件発明２－３－１とＤＶＤビデオ規格）について 10 

⑴ 「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」について 

被告は、本件発明２－３－１が「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」と

いう文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録することができる

媒体を定めたものであり、ＤＶＤビデオディスクのように、新たにｒｅｃｏ

ｒｄｉｎｇ（記録）ができないディスクは、これに含まれないと主張する。 15 

しかしながら、本件特許２－３の明細書（甲１１）においては、情報を新

たに記録することができる媒体に限定するとの記載はなく、技術常識に照ら

しても、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」とは、情報を新たに記録す

ることができる媒体のみならず、既に情報が記録された媒体も含むと解する

のが相当である。そうすると、同発明の「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕ20 

ｍ」には、ＤＶＤビデオディスクのように、新たに情報を記録することがで

きない媒体も含むといえるから、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告

製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明２－３－１の構成要件ｉ１「ｒｅ

ｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」（記録媒体）を充足するものといえる。 

したがって、被告の主張は、採用することができない。 25 
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⑵ 「データセクタの形式」について 

被告は、本件発明２－３－１の構成要件ｉ２の「データセクタの形式でデ

ジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがＤＶＤ

ビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張す

る。 5 

●（省略）● 

    したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明２－３－１の構成要件ｉ２の「データセクタの形式」

を充足するものといえる。 

 ⑶ 「データ記憶領域」について 10 

   本件発明２－３－１の「データ記憶領域」は、当該発明に対応する明細書

等によれば、ビデオデータが記録される領域であるといえるところ、●（省

略）●そうすると、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤ

ビデオディスクは、本件発明２－３－１の「データ記憶領域」を充足するも

のといえる。 15 

これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解

される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈さ

れると主張するものの、そもそも被告がミーンズ・プラス・ファンクショ

ン・クレームであると指摘する「a data storage area for」（構成要件ｉ

２）には、肝心の「means」という記載がなく、仮にミーンズ・プラス・フ20 

ァンクション・クレームであると解された場合であっても、被告は、どのよ

うな限定解釈をすべきであるか具体的に主張立証するものではなく、被告の

主張は、上記判断を左右するものではない。 

したがって、被告の主張は、採用することができない。    

⑷ Ｄ／Ａ変換について 25 

被告は、構成要件ｉ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に変
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換可能であり」につき、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤ

ＶＤビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する

ことの立証がないと主張する。 

しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明１－５－

１１がアナログ映像信号を出力するものとはいえず、同発明がＤ／Ａ変換を5 

含むものではないことは、前記において説示したとおりであり、この理は、

再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明２－３－１についても異な

るところはない。 

したがって、Ｄ／Ａ変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を

左右するものとはいえず、採用の限りではない。 10 

⑸ 「記録制御コード」について 

本件発明２－３－１の構成要件（ｉ３）及び（ｉ３－２）は、「記録制御

コード」は、「装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間の所定の領域の変更を通じて再生及び／又は記録制御を実施するよう

に動作可能な記録制御信号の生成に使用可能である。」と規定している。 15 

上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制

御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキ

ング期間の所定の領域の変更を通じて記録制御を可能とするための情報で

あるといえる。 

そして、証拠（甲８７ないし９０）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＰＳ20 

及びＣＧＭＳ－Ａは、アナログ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域

の変更を行うものであるといえるところ、ＤＶＤビデオ規格によって規定

されたＤＶＤビデオディスクの再生装置においては、当該ディスクに記録

されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号にＤ／Ａ変換した場合に、

上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーできないようにするため、上25 

記アナログビデオ信号に対してＡＰＳ及びＣＧＭＳ－Ａを適用し、アナロ
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グ信号の垂直ブランキング期間の所定の領域の変更を行うものであるとい

える。また、技術常識によれば、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコ

ピーできないようにすることは、ＣＰＲ＿ＭＡＩに基づき行われるものと

解するのが相当である。 

そうすると、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領5 

域に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、アナログビデオ信号の垂直ブランキン

グ期間の所定の領域の変更を通じて記録制御を可能とするための情報であ

るといえる。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビ

デオディスクは、本件発明２－３－１の「記録制御コード」（構成要件ｉ３）10 

を充足するものといえる。 

   これに対し、被告は、ＤＶＤビデオディスクにおいて、「記録制御コード」

（構成要件ｉ３）に相当するものの立証がない旨主張する。 

   しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によって規定されるＤＶＤビデオディス

クのデータ領域に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩがアナログビデオ信号としてコ15 

ピーすることを管理するためのコピー管理情報であるといえることは、前記

において説示したとおりである。 

   したがって、被告の主張は、採用することができない。 

⑹ 「再生モード制御信号領域」について 

 被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」20 

（構成要件ｉ３）が、いかなる技術的意義を有するのか不明であるし、ＤＶ

Ｄビデオ規格における記載もないから、充足性を欠くと主張する。 

 そこで検討するに、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデー

タ領域に記録されたＣＰＲ＿ＭＡＩ（著作権管理情報）が「記録制御コード」

に該当することは、前記において説示したとおりである。そして、●（省略）25 

● 
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   したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明

２－３－１の「再生モード制御信号領域」（構成要件ｉ３）を充足するもの

といえる。 

⑺ 小括 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説5 

示したところのほか、前記認定に係る●（省略）●を踏まえると、被告の主

張は、いずれも採用することができない。したがって、ＤＶＤビデオ規格に

よって特定される被告製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明２－３－１

の構成要件をいずれも充足するものと認められる。 

13 争点１－２－６（本件発明２－３－１５とＤＶＤビデオ規格）について 10 

⑴ 「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」について 

被告は、本件発明２－３－１５の構成要件ｊ１が「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ 

ｍｅｄｉｕｍ」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録

することができる媒体を定めたものであり、ＤＶＤビデオディスクのように、

新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（記録）ができないディスクは、これに含まれな15 

いと主張する。 

しかしながら、本件特許２－３の明細書（甲１１）等においては、情報を

新たに記録することができる媒体に限定するとの記載はなく、技術常識に照

らしても、「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」とは、情報を新たに記録

することができる媒体のみならず、既に情報が記録された媒体も含むと解す20 

るのが相当である。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明２－３－１５の構成要件ｊ１の「ｒｅｃｏｒｄｉｎ

ｇ ｍｅｄｉｕｍ」を充足するものといえる。 

⑵ 「データセクタの形式」について 25 

被告は、本件発明２－３－１５の構成要件ｊ２の「データセクタの形式で
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デジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがＤＶ

Ｄビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張

する。 

しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、デジタ

ルビデオ信号をデータセクタ形式で記憶するための領域を有していることは、5 

前記において説示したとおりである。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、「データ

セクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」（構

成要件ｊ２）を充足するものといえる。 

これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解10 

される場合には、発明の構成要素は明細書に記載された構成等に限定解釈さ

れると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、前記において

説示したとおりである。 

⑶ Ｄ／Ａ変換について 

被告は、構成要件ｊ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に変15 

換可能であり」につき、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤ

ＶＤビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する

ことの立証がないと主張する。 

しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明１－５－

１１及び２－３－１がアナログ映像信号を出力するものとはいえず、上記各20 

発明がＤ／Ａ変換を含むものではないことは、前記において説示したとおり

であり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明２－３

－１５についても異なるところはない。 

したがって、Ｄ／Ａ変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を

左右するものとはいえず、採用の限りではない。 25 

⑷ 「記録制御コード」について 
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   被告は、「記録制御コード」（構成要件ｊ３）につき、ＤＶＤビデオ規格

における記載がないから、充足性を欠くと主張する。 

しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によって規定されるＤＶＤビデオディス

クのデータ領域に記録されたＣＰＲ＿ＭＡＩが「記録制御コード」に該当す

ることは、前記において説示したとおりである。 5 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「記録制御コード」（構成要件ｊ３）を充足するものといえ

る。 

⑸ 「データセクタヘッダ領域」について 

   被告は、ＤＶＤビデオ規格におけるどの領域が、「データセクタヘッダ領10 

域」（構成要件ｊ３）に当たるのか不明であると主張する。 

   そこで検討するに、本件発明２－３－１５のディスク状記録媒体は、「デ

ータセクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」

（構成要件ｊ２）と、「それぞれのデータセクタに配置されるデータセクタ

ヘッダ領域」（同ｊ３）を備え、「各データセクタヘッダ領域に、記録制御15 

コードが記憶され」るものであるところ（同ｊ３）、「データセクタヘッダ

領域」とは、技術常識に照らして「ヘッダ」という文言等を解釈すれば、デ

ータセクタの先頭に配置される領域であると認めるのが相当である。 

そして、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、セクタ構造の

各ヘッダ部に、「記録制御コード」に該当する●（省略）●を記録するもの20 

であることは、前記において説示したとおりである。 

   したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「データセクタヘッダ領域」（構成要件ｊ３）を充足するも

のといえる。 

⑹ 小括 25 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説
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示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができな

い。したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビ

デオディスクは、本件発明２－３－１５を充足するものと認められる。 

14 争点１－２－７（本件発明２－３－３０とＤＶＤビデオ規格）について 

⑴ 「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」について 5 

被告は、本件発明２－３－３０の構成要件ｋ１が「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ 

ｍｅｄｉｕｍ」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録

することができる媒体を定めたものであり、ＤＶＤビデオディスクのように、

新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（記録）ができないディスクは、これに含まれな

いと主張する。 10 

しかしながら、本件発明２－３－１の構成要件ｉ１及び本件発明２－３－

１５の構成要件ｊ１の各「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」には、ＤＶ

Ｄビデオディスクのように、新たに情報を記録することができない媒体も含

むことは、前記において説示したとおりであり、この理は、同じ文言を採用

する本件発明２－３－１５の構成要件ｋ１の「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄ15 

ｉｕｍ」についても異なるところはない。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明２－３－３０の構成要件ｋ１の「ｒｅｃｏｒｄｉｎ

ｇ ｍｅｄｉｕｍ」を充足するものといえる。 

⑵ 「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ 20 

記憶領域」について 

   被告は、「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するための

データ記憶領域」（構成要件ｋ２）につき、これがＤＶＤビデオ規格におけ

るどのような概念に相当するのか主張立証がないから、充足しないと主張す

る。 25 

   そこで検討するに、本件発明２－３－３０の構成要件ｋ２及びｋ３は、
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「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶

領域」及び「それぞれのデータブロックに配置されるデータブロックサブ領

域であって、前記各データブロックサブ領域に、記録制御コードが記憶され」

と規定している。これらの規定によれば、「データ記憶領域」と「データブ

ロックサブ領域」との関係を踏まえると、「データ記憶領域」とは、デジタ5 

ルビデオ信号をデジタルブロック形式で記憶するため領域であり、「データ

ブロックサブ領域」とは、上記にいう「それぞれのデータブロック」におい

て記録制御コードを記憶するための領域であると解するのが相当である。 

 ●（省略）● 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ10 

オディスクは、「データブロックの形式でデジタルビデオ信号を記憶するた

めのデータ記憶領域」（構成要件ｋ２）を充足するものといえる。 

これに対し、被告は、「a data strage area for（データ記憶領域）」と

の文言がミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解されるとして、

発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈されると主張す15 

るものの、その主張が採用の限りでないことは、前記において説示したとお

りである。 

⑶ Ｄ／Ａ変換について 

被告は、構成要件ｋ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に変

換可能であり」につき、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤ20 

ＶＤビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する

ことの立証がないと主張する。 

しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明１－５－

１１、２－３－１及び２－３－１５がアナログ映像信号を出力するものとは

いえず、上記各発明がＤ／Ａ変換を含むものではないことは、前記において25 

説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体の発明である
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本件発明２－３－３０についても異なるところはない。 

したがって、Ｄ／Ａ変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を

左右するものとはいえず、採用の限りではない。 

⑷ 「記録制御コードは…冗長的に記憶される」ことについて 

   被告は、「記録制御コードは…冗長的に記憶される」（構成要件ｋ３）に5 

つき、その充足性を示す証拠がない旨主張する。 

 ●（省略）● 

 したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、冗長的に記憶された「記録制御コード」を備えているといえ

る。   10 

⑸ 「データブロックサブ領域」について 

   被告は、ＤＶＤビデオ規格におけるどの領域が、データブロックサブ領域

に当たるのか不明であるから、「データブロックサブ領域」（構成要件ｋ３）

につき、充足性の立証がないと主張する。 

   しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクの「デジタ15 

ルビデオ信号をデータセクタ（データフレーム）形式で記録するための領域」

は「データ記憶領域」（構成要件ｋ２）に、「ＣＰＲ＿ＭＡＩを記憶する領

域」はデータ記録領域の部分領域として「データブロックサブ領域」（ｋ３）

に、それぞれ該当するものと認められ、ＤＶＤビデオ規格によって特定され

る被告製品のＤＶＤビデオディスクが、上記各構成要件を充足することは、20 

上記 において説示したとおりである。 

⑹ 「記録制御コード」について 

   被告は、「記録制御コード」（構成要件ｋ３）につき、ＤＶＤビデオ規格

における規定がないため、充足性を欠くと主張する。 

しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領25 

域に記録されたＣＰＲ＿ＭＡＩが「記録制御コード」に該当することは、前
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記において繰り返し説示したとおりである。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「記録制御コード」（構成要件ｋ３）を充足するものといえ

る。 

⑺ 小括 5 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説

示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができな

い。したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビ

デオディスクは、本件発明２－３－３０を充足するものと認められる。 

15 争点１－２－８（本件発明２－３－４０とＤＶＤビデオ規格）について 10 

⑴ 「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」について 

被告は、本件発明２－３－４０の構成要件ｌ１が「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ 

ｍｅｄｉｕｍ」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録

することができる媒体を定めたものであり、ＤＶＤビデオディスクのように、

新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（記録）ができないディスクは、これに含まれな15 

いと主張する。 

しかしながら、本件発明２－３－１の構成要件ｉ１、本件発明２－３－１

５の構成要件ｊ１及び本件発明２－３－３０の構成要件ｋ１の各「ｒｅｃｏ

ｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」には、ＤＶＤビデオディスクのように、新たに

情報を記録することができない媒体も含むことは、前記において説示したと20 

おりであり、この理は、同じ文言を採用する２－３－４０の構成要件ｌ１の

「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」についても異なるところはない。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明２－３－４０の構成要件ｌ１の「ｒｅｃｏｒｄｉｎ

ｇ ｍｅｄｉｕｍ」を充足するものといえる。 25 
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⑵ 「データセクタの形式」について 

被告は、本件発明２－３－４０の構成要件ｌ２の「データセクタの形式で

デジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがＤＶ

Ｄビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張

する。 5 

しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、デジタ

ルビデオ信号をデータセクタ形式で記憶するための領域を有していることは、

前記において説示したとおりである。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、「データ

セクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」（構10 

成要件ｌ２）を充足するものといえる。 

これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解

されるとして、発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈

されると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、前記におい

て説示したとおりである。 15 

⑶ Ｄ／Ａ変換について 

被告は、構成要件ｌ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に変

換可能であり」につき、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤ

ＶＤビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する

ことの立証がないと主張する。 20 

しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明１－５－

１１、２－３－１、２－３－１５及び２－３－３０がアナログ映像信号を出

力するものとはいえず、上記各発明がＤ／Ａ変換を含むものではないことは、

前記において説示したとおりであり、この理は、再生装置ではなく記録媒体

の発明である本件発明２－３－４０についても異なるところはない。 25 

したがって、Ｄ／Ａ変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を



132 

左右するものとはいえず、採用の限りではない。 

⑷ 「記録制御コード」について 

  本件発明２－３－４０の構成要件（ｌ３）及び（ｌ３－２）は、「記録制

御コード」は、「装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキン

グ期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を5 

生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連するカラ

ーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な記録制

御信号の生成に使用可能である。」と規定する。 

上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制

御コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキ10 

ング期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信

号を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連す

るカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能

な記録制御信号の生成に使用可能とするための情報であるといえる。 

そして、証拠（甲８７ないし９０）及び弁論の全趣旨によれば、ＡＰＳ15 

は、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内に複数の疑似同期パル

スと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成し、かつ、前記アナログ

ビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更

するものである。その上で、証拠（甲９６）及び弁論の全趣旨によれば、

ＤＶＤビデオ規格によって規定されたＤＶＤビデオディスクの再生装置に20 

おいては、当該ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデ

オ信号にＤ／Ａ変換した場合に、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコ

ピーできないようにするため、上記アナログビデオ信号に対してＡＰＳを

適用し、アナログビデオ信号の垂直ブランキング期間内に複数の疑似同期

パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成し、かつ、前記アナ25 

ログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部の位相を
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変更するものであるといえる。また、技術常識によれば、上記アナログビ

デオ信号を記録媒体にコピーできないようにすることは、ＣＰＲ＿ＭＡＩ

に基づき行われるものと解するのが相当である。 

そうすると、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデータ領

域に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、アナログビデオ信号の垂直ブランキン5 

グ期間内の複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ信号

を生成するように動作可能で、かつ、前記アナログビデオ信号に関連する

カラーバースト信号の少なくとも一部の位相を変更するように動作可能な

記録制御信号の生成に使用可能とするための情報であるといえる。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビ10 

デオディスクは、本件発明２－３－４０の「記録制御コード」（構成要件ｌ

３）を充足するものといえる。 

   これに対し、被告は、「記録制御コード」（構成要件ｌ３）につき、ＤＶ

Ｄビデオ規格における規定がなく充足性を欠くと主張するものの、上記にお

いて説示したところによれば、被告の主張は、採用することができない。 15 

⑸ 「再生モード制御信号領域」について 

被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」

（構成要件ｌ３）が、いかなる技術的意義を有するのか不明であるし、ＤＶ

Ｄビデオ規格における記載もないから、充足性を欠くと主張し、また、再生

の態様に関する「再生モード」と記録（コピー）に関する「記録制御コード」20 

とを含む「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」が、

いかなる技術的意義を有するのか不明であると主張している。 

 そこで検討するに、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデー

タ領域に記録されたＣＰＲ＿ＭＡＩ（著作権管理情報）が「記録制御コード」

に該当することは、前記において説示したとおりである。●（省略）● 25 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明
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２－３－４０の「再生モード制御信号領域」（構成要件ｌ３）を充足するも

のといえる。 

⑹ 「組み合わせ信号」について 

   被告は、構成要件ｌ３－２の「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信

号の組み合わせ信号」において、複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信5 

号が、組み合わされた形での一つの信号が規定されているところ、このよう

な一つの組み合わせ信号については、主張立証がなく、充足性は認められな

いと主張する。 

  しかしながら、上記において説示したとおり、ＤＶＤビデオ規格における

ＤＶＤビデオディスクのデータ領域に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、再生装10 

置において「アナログ信号の垂直ブランキング期間に複数の疑似同期パルス

と複数の白ピーク信号の組み合わせ信号を生成する」ように動作させ、かつ、

「前記アナログビデオ信号に関連するカラーバースト信号の少なくとも一部

の位相を変更する」ように動作させることが可能な情報であるものと認めら

れる。 15 

   したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「複数の疑似同期パルスと複数の白ピーク信号の組み合わせ

信号」（構成要件ｌ３－２）を充足するものといえる。 

⑺ 小括 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説20 

示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができな

い。したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビ

デオディスクは、本件発明２－３－４０を充足するものと認められる。 

16 争点１－２－９（本件発明２－３－４２とＤＶＤビデオ規格）について 

⑴ 「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」について 25 

被告は、本件発明２－３－４２の構成要件ｍ１が「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ 
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ｍｅｄｉｕｍ」という文言を採用するとおり、同発明は、何かを新たに記録

することができる媒体を定めたものであり、ＤＶＤビデオディスクのように、

新たにｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（記録）ができないディスクは、これに含まれな

いと主張する。 

しかしながら、本件発明２－３－１の構成要件ｉ１、本件発明２－３－１5 

５の構成要件ｊ１及び本件発明２－３－３０の構成要件のｋ１、２－３－４

０の構成要件ｌ１の各「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｍｅｄｉｕｍ」には、ＤＶＤ

ビデオディスクのように、新たに情報を記録することができない媒体も含む

ことは、前記において繰り返し説示したとおりであり、この理は、同じ文言

を採用する本件発明２－３－４２の構成要件ｍ１の「ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ 10 

ｍｅｄｉｕｍ」についても異なるところはない。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、本件発明２－３－４２の構成要件ｍ１の「ｒｅｃｏｒｄｉｎ

ｇ ｍｅｄｉｕｍ」を充足するものといえる。 

⑵ 「データセクタの形式」について 15 

被告は、本件発明２－３－４２の構成要件ｍ２の「データセクタの形式で

デジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」につき、これがＤＶ

Ｄビデオ規格におけるどのような概念に相当するのか主張立証がないと主張

する。 

しかしながら、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクは、デジタ20 

ルビデオ信号をデータセクタ形式で記憶するための領域を有していることは、

前記において繰り返し説示したとおりである。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、「データ

セクタの形式でデジタルビデオ信号を記憶するためのデータ記憶領域」（構

成要件ｍ２）を充足するものといえる。 25 

これに対し、被告は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解



136 

されるとして、発明の構成要素は当該明細書に記載された構成等に限定解釈

されると主張するものの、その主張が採用の限りでないことは、前記におい

て説示したとおりである。 

  ⑶ Ｄ／Ａ変換について 

被告は、構成要件ｍ２－２の「前記装置によってアナログビデオ信号に変5 

換可能であり」につき、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤ

ＶＤビデオディスクがデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号に変換する

ことの立証がないと主張する。 

しかしながら、再生装置ではなく記録媒体の発明である本件発明１－５－

１１、２－３－１、２－３－１５、２－３－３０及び２－３－４０がアナロ10 

グ映像信号を出力するものとはいえず、上記各発明がＤ／Ａ変換を含むもの

ではないことは、前記において説示したとおりであり、この理は、再生装置

ではなく記録媒体の発明である本件発明２－３－４２についても異なるとこ

ろはない。 

したがって、Ｄ／Ａ変換の存否又は順序に係る被告の主張は、上記判断を15 

左右するものとはいえず、採用の限りではない。 

⑷ 「記録制御コード」について 

  本件発明２－３－４２の構成要件（ｍ３）及び（ｍ３－２）は、「記録制

御コードは」、「装置によって、前記アナログビデオ信号の垂直ブランキン

グ期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の20 

生成に使用可能である。」と規定する。 

上記構成要件の文言及び技術常識によれば、同構成要件にいう「記録制御

コード」とは、再生装置において、アナログビデオ信号の垂直ブランキング

期間内にコピー世代管理信号を生成するように動作可能な記録制御信号の生

成に使用可能とするための情報であるといえる。 25 

   そして、証拠（甲８７、８９、９０）及び弁論の全趣旨によれば、ＣＧＭ
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Ｓ－Ａは、アナログ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理情報を

生成するものであるといえるところ、証拠（甲９６）及び弁論の全趣旨によ

れば、ＤＶＤビデオ規格に規定されたＤＶＤビデオディスクの再生装置にお

いては、同ディスクに記録されたデジタルビデオ信号をアナログビデオ信号

にＤ／Ａ変換した場合に、上記アナログビデオ信号を記録媒体にコピーさせ5 

ないようにするため、上記アナログビデオ信号に対してＣＧＭＳ－Ａを適用

し、アナログ信号の垂直ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成す

るものであることが認められる。また、技術常識によれば、上記アナログビ

デオ信号を記録媒体にコピーさせないようにすることは、●（省略）●基づ

き行われるものと解するのが相当である。 10 

そうすると、ＤＶＤビデオ規格におけるＤＶＤビデオディスクのデータ領

域に記録されるＣＰＲ＿ＭＡＩは、再生装置において「アナログ信号の垂直

ブランキング期間内にコピー世代管理信号を生成する」ための情報であると

いえるから、本件発明２－３－４２の「記録制御コード」に該当することが

認められる。 15 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ

オディスクは、「記録制御コード」（構成要件ｍ３）を充足するものといえ

る。 

これに対し、被告は、「記録制御コード」（構成要件ｍ３）につき、ＤＶ

Ｄビデオ規格における記載がなく充足性を欠くと主張するものの、上記にお20 

いて説示したところを踏まえると、被告の主張は、採用することができない。 

⑸ 「再生モード制御信号領域」について 

被告は、「記録制御コードを記憶するための再生モード制御信号領域」

（構成要件ｍ３）が、いかなる技術的意義を有するのか不明であるし、ＤＶ

Ｄビデオ規格における記載もないから、充足性を欠くと主張する。 25 

 そこで検討するに、ＤＶＤビデオ規格によるＤＶＤビデオディスクのデー
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タ領域に記録されたＣＰＲ＿ＭＡＩ（著作権管理情報）が「記録制御コード」

に該当することは、前記において説示したとおりである。●（省略）● 

そうすると、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品は、本件発明

２－３－４２の「再生モード制御信号領域」（構成要件ｍ３）を充足するも

のといえる。 5 

⑹ 小括 

その他に、被告の準備書面及び証拠を改めて検討しても、前記において説

示したところを踏まえると、被告の主張は、いずれも採用することができな

い。 

したがって、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデ10 

オディスクは、本件発明２－３－４２を充足するものと認められる。 

17 まとめ（争点１〔本件各発明の実施の有無〕について） 

以上によれば、被告製品のうち、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告

製品のＤＶＤビデオディスクは、本件発明１－５－１、１－５－１１、１－７

－１、１－７－１０、２－３－１、２－３－１５、２－３－３０、２－３－４15 

０及び２－３－４２をいずれも充足するものと認められる（別紙１０参照）。 

18 争点２（相当の対価の額について） 

上記のとおり、被告製品のうち、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告

製品のＤＶＤビデオディスクは、本件特許１－５、１－７及び２－３（以下、

併せて「本件実施特許」という。）の実施品であるといえるから、当該実施に20 

係る相当の対価の額について、以下検討する。 

⑴ 争点２－１（本件各発明により被告が受けるべき利益の額）について 

ア 判断基準 

特許法３５条１項は、使用者等が職務発明に係る特許権について通常実

施権を有する旨規定している。そうすると、同条４項にいう職務発明に25 

より使用者等が受けるべき利益の額は、使用者等は上記特許権の承継が
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なくとも自ら実施できる以上、使用者等による当該特許発明の実施に係

る利益の全てをいうものではなく、実施許諾を得ていない第三者に対し

禁止権を行使し得ることによって得られる利益（以下「独占の利益」と

いう。）に限られるべきである。そうすると、独占の利益は、特許権者

が上記特許発明を自らは実施せず他社に実施許諾した場合には、当該実5 

施料相当額を、特許権者が上記特許発明を他社に実施許諾せず自ら実施

した場合には、通常実施権に基づく売上げを超えた部分の売上げに対応

する実施料相当額（上記特許発明の実施品の売上高に超過売上げの割合

及び仮想実施料率を乗じることにより算出されるもの）を、それぞれい

うものと解するのが相当である。 10 

   イ 検討すべき争点の概要 

争点整理の結果（第２０回弁論準備手続調書参照）及び弁論の全趣旨に

よれば、被告は、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶ

Ｄビデオディスクについては、自己実施していないことからすると、争

点２－１－１（自己実施）に係る原告の主張は、本件実施特許に限り充15 

足性を認めた前記判断によれば、その前提を欠く。そして、争点整理の

結果（第２０回弁論準備手続調書及び第２回口頭弁論調書各参照）及び

弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品

のＤＶＤビデオディスクについては、Ｏｎｅ－Ｂｌｕｅのライセンスプ

ログラム及び●（省略）●の対象にはならず、①被告単独ライセンス、20 

②フィリップス社とのジョイントライセンス、③Ｏｎｅ－Ｒｅｄのライ

センスプログラム、④●（省略）●に限り対象とされていたものと認め

られる。そして、弁論の全趣旨によれば、④●（省略）●から、この点

に関する原告の主張は採用の限りでない。 

したがって、本件実施特許に限り充足性を認めた前記判断によれば、争25 

点２－１－２（他社実施）に係る原告の主張のうち、①被告単独ライセ
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ンス、②フィリップス社とのジョイントライセンス、③Ｏｎｅ－Ｒｅｄ

のライセンスプログラムに関する争点に限り、以下検討する。 

   ウ 他社実施に係るＤＶＤビデオディスクに関する争点 

     被告単独ライセンスについて 

     ａ ライセンス対象特許の数について 5 

       証拠（乙１２６ないし１２９）及び弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤ

ビデオディスクについては、２００７年４月１２日時点において、被

告の単独でのライセンスリストに掲載されたライセンス対象特許の数

は、２３９件であることが認められる。このうち、国名をＥＰとする

１６件の特許については、欧州各国に移行し初めて特許登録されるも10 

のであり、弁論の全趣旨によれば、これをライセンス対象特許から除

外することに格別争いがない。そうすると、ライセンス対象特許の数

は、２３９件から１６件を控除した２２３件とすべきである。 

       また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間

を、２０００年１月１日から２０１６年７月１９日までとすることに15 

つき、当事者間に争いはない（原告第３４準備書面１頁、同第３９準

備書面８頁、被告準備書面（３８）４頁及び（３９）３頁各参照）。 

そして、弁論の全趣旨によれば、被告がＤＶＤビデオディスクに係

る被告の単独でのライセンス収入を得ていた期間は、２００４年から

２０１６年まで長期間に及ぶところ、上記ライセンスリストに掲載さ20 

れた対象特許の数は、２００７年４月１２日時点のものであり、その

後の期間満了や無効等によって一定の変動があったと推認されるほか、

当事者双方の主張内容及び弁論の全趣旨を踏まえると、当該ライセン

スリストには、特許登録前のものも一定数存在していたこともうかが

われる。 25 

これらの事情を総合考慮すれば、ＤＶＤビデオディスクに係る被告
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単独ライセンスのライセンス対象特許の数は、上記で認定した数の９

割とするのが相当である。 

     ｂ 小括 

       被告製品のＤＶＤビデオディスクに係る被告の単独ライセンスのラ

イセンス収入が、上記対象期間において合計●（省略）●円となるこ5 

とについては、当事者間に争いがない（原告第３０準備書面２頁、被

告準備書面（３６）準備書面２頁）。 

そうすると、被告の単独ライセンスによる本件実施特許に係る独占

の利益は、以下のとおり算定するのが相当である。 

       （計算式） 10 

       ●（省略）●円（ライセンス収入） 

       ÷（２２３件×９割）（ライセンス対象特許の数） 

       ×３（本件実施特許の数） 

       ＝●（省略）●円 

     フィリップス社とのジョイントライセンスについて 15 

ａ ライセンス対象特許の数について 

  証拠（乙８７、１１０）及び弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ

ディスクについて、２００８年３月１７日時点において、被告とフィ

リップス社とのジョイントライセンスのライセンスリストに掲載され

ていた対象特許の数は、２２０件であったことが認められる。 20 

  また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間

を、２０００年１月１日から２０１６年７月１９日までとすることに

つき、当事者間に争いはない（原告第３４準備書面１頁、第３９準備

書面８頁、被告準備書面（３８）４頁及び（３９）３頁各参照）。 

そして、弁論の全趣旨によれば、被告がＤＶＤビデオディスクに係25 

るフィリップス社とのジョイントライセンスによる収入を得ていた期
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間は、上記期間の全てという長期間に及ぶところ、上記ライセンスリ

ストに掲載された対象特許の数は、２００８年３月１７日時点のもの

であり、その後の期間満了や無効等によって一定の変動があったと推

認されるほか、当事者双方の主張内容及び弁論の全趣旨を踏まえると、

当該ライセンスリストには、特許登録前のものも一定数存在していた5 

こともうかがわれる。 

これらの事情を総合考慮すれば、ＤＶＤビデオディスクに係るジョ

イントライセンスの対象特許の数は、上記で認定した数の９割とする

のが相当である。 

ｂ 小括 10 

       弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告

製品のＤＶＤビデオディスクについて、被告とフィリップス社とのジ

ョイントライセンスに係るライセンス収入は、上記対象期間において、

合計●（省略）●円であることが認められる。 

そうすると、上記ジョイントライセンスによる本件実施特許に係る15 

独占の利益は、以下のとおり算定するのが相当である。 

       （計算式） 

       ●（省略）●円（ライセンス収入） 

       ÷（２２０件×９割）（ライセンス対象特許の数） 

       ×３（本件実施特許の数） 20 

       ＝●（省略）●円 

     Ｏｎｅ－Ｒｅｄのライセンスプログラムについて 

ａ ライセンス対象特許の数について 

       ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告製品のＤＶＤビデオディ

スクについて、２０１５年７月２１日時点において、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ25 

ライセンスプログラムのライセンスリストに掲載されていた対象特許
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の数が１８１件であったことにつき、当事者間に争いがない（第２回

口頭弁論調書参照）。 

また、本件実施特許に係る被告の独占の利益算定のための対象期間

を、２０００年１月１日から２０１６年７月１９日までとすることに

つき、当事者間に争いはない（原告第３４準備書面１頁、同第３９準5 

備書面８頁、被告準備書面（３８）４頁及び（３９）３頁各参照）。 

そして、証拠（乙９３、９４）及び弁論の全趣旨によれば、上記ラ

イセンスリストに掲載された対象特許の数は、２０１５年７月２１日

時点のものであり、その後の期間満了や無効等によって一定の変動が

あったと推認されるほか、当事者双方の主張内容及び弁論の全趣旨を10 

踏まえると、当該ライセンスリストには、特許登録前のものも一定数

存在していたこともうかがわれる。 

これらの事情を総合考慮すれば、ＤＶＤビデオディスクに係るＯｎ

ｅ－Ｒｅｄのライセンスプログラムの対象特許の数は、上記で認定し

た数の９割とするのが相当である。 15 

     ｂ 小括 

弁論の全趣旨によれば、ＤＶＤビデオ規格によって特定される被告

製品のＤＶＤビデオディスクについて、Ｏｎｅ－Ｒｅｄのライセンス

プログラムに係るライセンス収入は、上記対象期間において、合計●

（省略）●ドルであることが認められるところ、当該期間の為替レー20 

トを１ドル当たり１０６円とすることにつき、当事者間において争い

がない（第１９回弁論準備手続調書参照）。 

そうすると、Ｏｎｅ－Ｒｅｄのライセンスプログラムによる本件実

施特許に係る独占の利益は、以下のとおり算定するのが相当である。 

（計算式） 25 

●（省略）●ドル（ライセンス収入） 
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×１０６（為替レート） 

÷（１８１件×９割）（ライセンス対象特許の数） 

×３（本件実施特許の数） 

＝●（省略）●円 

⑵ 争点２－２（本件各発明について被告が貢献した程度）について 5 

   ア 本件実施特許の技術的意義 

     従来、デジタルダビングに対応する不法コピー防止策が施された技術に

係るディスク状記録媒体では、オリジナルのデジタル記録媒体に記録さ

れたデジタルビデオ信号を再生して一度アナログビデオ信号にＤ／Ａ変

換し、このアナログビデオ信号をアナログ記録するような場合、又は、10 

アナログビデオ信号を再びデジタルビデオ信号にＡ／Ｄ変換してデジタ

ル記録するような場合には、不正コピー防止策が働かず、そのまま記録

できてしまうことから、著作権保護としては不十分であった。このよう

な課題を解決するために、本件実施特許は、アナログビデオ信号として

コピーすることを管理するための情報をディスク状記録媒体の所定の領15 

域に記憶するという構成を採用し、ディスク状記録媒体に記録されたデ

ジタルビデオ信号の再生の際に、アナログビデオ信号としてコピーする

ことを管理するための情報を検知することによって、アナログビデオ信

号の垂直帰線期間内に録画スクランブル信号及び／又は録画禁止信号を

付加することを可能とし、もって当該アナログビデオ信号のアナログ的20 

又はデジタル的な不法コピーを防止する効果を奏するものである。 

   イ 本件実施特許の開発経緯等 

     証拠（甲１５５、乙１７２）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が

認められる。 

    ●（省略）● 25 

   ウ 本件実施特許の普及 
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     証拠（乙５５ないし６２、７６、７７、１２６ないし１２９、１３２）

及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件実施特許について、被告の単

独でのライセンスのみならず、フィリップス社とのジョイントライセン

ス及びＯｎｅ－Ｒｅｄのライセンスを通じてライセンス収入を得ている

ところ、これらのライセンス収入は、被告において、本件実施特許を製5 

品化し、これを標準規格に採用させたことのほか、ライセンスの締結に

係る被告の交渉努力や、被告が採用したオープンライセンスポリシーが、

大きく寄与したものと認められる。 

   エ 被告が貢献した程度 

     上記認定に係る本件実施特許の技術的意義、本件実施特許の開発経緯等10 

を十分に考慮しても、上記認定に係る本件実施特許のライセンス収入に

対する被告の貢献は極めて大きいということは否定できず、その他本件

に現れた諸事情を総合すれば、本件実施特許についての被告の使用者と

しての貢献度は、９５％と認めるのが相当である。 

⑶ 争点２－３（共同発明者間における原告の貢献度）について 15 

    共同発明における発明者間の貢献度は、特段の事情のない限り、均等であ

ると認めるべきであるところ、前記 イによれば、●（省略）●そして、上

記発明報告書のほかに、原告が本件実施発明を着想し具体化していたことが

うかがわれる客観的証拠はなく、本件に現れた諸事情を踏まえても、本件実

施特許の着想及び具体化につき、上記にいう特段の事情があるとまで認める20 

ことはできない。 

これらの事情を踏まえると、共同発明者間における原告の貢献度は、５

０％と認めるのが相当である。 

⑷ 小括（相当の対価の額）について 

    以上によれば、本件実施特許について、原告が受けるべき相当の対価は、25 

次のとおり算定される。 
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    （計算式） 

    ●（省略）● 

  ⑸ まとめ 

    前記前提事実（第２の２⑹）によれば、被告は、原告に対し、●（省略）

●を支払っていることからすると、上記相当の対価の額に係る請求権は、上5 

記の支払をもって消滅したものと認めるのが相当である。したがって、原告

の請求はいずれも理由がない。 

第５ 結論 

   よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし

て、主文のとおり判決する。 10 

東京地方裁判所民事第４０部 

裁判長裁判官 

   

 中 島 基 至 

 裁判官 15 

   

 小 田 誉 太 郎 

 裁判官 

   

 古 賀 千 尋  20 

 

  



147 

（別紙１） 

特許目録 

 

１ 日本特許 

 ⑴ 特許番号    特許第３２５２７０６号 5 

出願日     平成８年５月１６日（特願平８－１２１９８８） 

登録日     平成１３年１１月２２日 

発明の名称   映像信号再生方法及び装置、並びに信号伝送方法及び

装置 

発明者     原告、Ｂ    10 

 ⑵ 特許番号    特許第３３２９３３３号 

出願日     平成８年５月１６日（特願２０００－１４０８１１） 

登録日     平成１４年７月１９日 

発明の名称   映像信号再生方法及び装置 

発明者     原告、Ｂ 15 

  ⑶ 特許番号    特許第３３２９３３４号 

出願日     平成８年５月１６日（特願２０００－１４０８１３） 

登録日     平成１４年７月１９日 

発明の名称   組み合わせ装置、映像信号再生記録方法、並びに光デ

ィジタルディスク媒体記録装置及び方法 20 

発明者     原告、Ｂ    

⑷ 特許番号    特許第３４０７７１２号 

出願日     平成８年５月１６日（特願２０００－１４０８１２） 

登録日     平成１５年３月１４日 

発明の名称   信号再生方法及び装置、信号伝送方法及び装置、並び25 

に映像信号再生装置及び方法 
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発明者     原告、Ｂ     

⑸ 特許番号    特許第３４０７７１３号 

出願日     平成８年５月１６日（特願２０００－１４０８１４） 

登録日     平成１５年３月１４日 

発明の名称   ディジタルディスク媒体及びディスク状記録媒体 5 

発明者     原告、Ｂ     

⑹ 特許番号    特許第３６１３２１７号 

出願日     平成１３年９月２５日（特願２００１－２９２２６１） 

登録日     平成１６年１１月５日 

発明の名称   光ディスク記録再生装置及び方法、並びに半導体記憶10 

媒体の記録再生装置及び方法 

発明者     原告、Ｂ     

⑺ 特許番号    特許第３６９５４４６号 

出願日     平成１５年１月１０日（特願２００３－４９３８） 

登録日     平成１７年７月８日 15 

発明の名称   ディスク状記録媒体、信号記録方法及び装置 

発明者     原告、Ｂ     

⑻ 特許番号    特許第３６９８１４２号 

出願日     平成１５年１月１０日（特願２００３－４９３９） 

登録日     平成１７年７月１５日 20 

発明の名称   映像信号再生方法及び装置、並びに映像信号再生と記

録との組み合わせ装置及び方法 

発明者     原告、Ｂ    

２ 米国特許 

 ⑴ 特許番号    第６，１０８，４２３号 25 

出願番号    ０８／６９０，２２４ 
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出願日     １９９６年（平成８年）７月１９日 

    登録日     ２０００年（平成１２年）８月２２日     

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 

        体 

発明者     原告、Ｂ 5 

⑵ 特許番号    第６，１８５，６８７号 

出願番号    ０９／３７７，５７１ 

出願日     １９９９年（平成１１年）８月１９日 

    登録日     ２００１年（平成１３年）２月６日    

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 10 

        体 

発明者     原告、Ｂ 

⑶ 特許番号    第６，２５６，３９２号 

出願番号    ０９／４８０、７１９ 

出願日     ２０００年（平成１２年）１月７日 15 

    登録日     ２００１年（平成１３年）７月３日  

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 

        体 

発明者     原告、Ｂ 

⑷ 特許番号    第６，２８９，１０３号 20 

出願番号    ０９／４７９，６９５ 

出願日     ２０００年（平成１２年）１月７日 

    登録日     ２００１年（平成１３年）９月１１日 

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 

        体 25 

発明者     原告、Ｂ 
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⑸ 特許番号    第６，６９１，２２８号 

出願番号    ０９／４７９，７１０ 

出願日     ２０００年（平成１２年）１月７日 

    登録日     ２００４年（平成１６年）２月１０日 

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 5 

        体 

発明者     原告、Ｂ 

⑹ 特許番号    第６，９８０，６５３号 

出願番号    ０９／６１１，１４５ 

出願日     ２０００年（平成１２年）７月６日 10 

    登録日     ２００５年（平成１７年）１２月２７日 

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 

        体 

発明者     原告、Ｂ 

⑺ 特許番号    第７，０２３，９９３号 15 

出願番号    ０９／４８０，７１６ 

出願日     ２０００年（平成１２年）１月７日 

    登録日     ２００６年（平成１８年）４月４日 

発明の名称   多重位相カラーバーストを特徴とする信号に使用する

信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒体 20 

発明者     原告、Ｂ 

⑻ 特許番号    第７，０３９，１８７号 

出願番号    ０９／８８５、５７９ 

出願日     ２００１年（平成１３年）６月２０日 

    登録日     ２００６年（平成１８年）５月２日 25 

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 
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        体 

発明者     原告、Ｂ 

⑼ 特許番号    第７，０６２，０４７号 

出願番号    ０９／８８５，７３３ 

出願日     ２００１年（平成１３年）６月２０日 5 

    登録日     ２００６年（平成１８年）６月１３日  

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 

        体 

発明者     原告、Ｂ 

⑽ 特許番号    第７，０６５，２１１号 10 

出願番号    ０９／６１０，７８３ 

出願日     ２０００年（平成１２年）７月６日 

    登録日     ２００６年（平成１８年）６月２０日  

発明の名称   信号再生、記録、伝達方法並びに装置及び信号記録媒 

        体 15 

発明者     原告、Ｂ 

 


